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序 文 

 

日本国政府は、シリア・アラブ共和国政府の要請に基づき、同国の地方都市廃棄物処理機材整備計画にかかる

基本設計調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 
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調査団は、シリア国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施しました。帰国

後の国内作業の後、平成17年2月25日から3月4日まで実施された基本設計概要書案の現地説明を経て、ここに本

報告書完成の運びとなりました。 

 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 

 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 17 年 3 月 

 

独立行政法人  国際協力機構 

          理  事   小 島 誠 二 
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本調査は、貴機構との契約に基づき弊社が、平成16年11月より平成17年3月までの4ヵ月にわたり実施いたして

まいりました。今回の調査に際しましては、シリア国の現状を十分に踏まえ、本計画の妥当性を検証するととも

に、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計画の策定に努めてまいりました。 
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要   約 
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要   約 

 

 シリア・アラブ共和国（以下、「シ」国という）の社会経済規模で第 3 の都市になるホムス市（人口 110 万

人）と第 4 の都市になるラタキア市（人口 41 万人）及びラタキア周辺 3 市（ジャブレ市：人口 10 万人、ア

ルハフェ市：人口 2 万 3000 人、クルダハ市：人口 5 万 5000 人）では、2004 年現在、ホムス市：900t/日、ラ

タキア市：336t/日、ジャブレ市：70t/日、アルハフェ市：16t/日、クルダハ市：39t/日の都市一般廃棄物が発

生していると推定される。しかし、各市が日常的な活動で収集できる都市一般廃棄物の収集率は、発生量の

約 61～83%程度であると考えられ、一部の地域で廃棄物の市内堆積が始まっている。このままの状態を続け

ていると、機材の老朽化と人口増加による廃棄物発生量の増大化から今後の収集率は更に落ち込み、市内各

所の廃棄物堆積が拡大されると考えられる。堆積廃棄物は発火・発煙・悪臭を誘引し、環境悪影響を及ぼす

ことや不衛生な状況になることのみならず、火災の危険性も高まる。また、不衛生な状況から害虫・ねずみ

等が繁殖し、それらを媒介とした疾病の蔓延に至ることも考えられる。 

 また、ホムス市及びラタキア市では、それぞれ 2t/日と 1t/日の医療廃棄物が発生していると考えられている。

これらは感染等の人体への悪影響があるため医療機関で分別されているが、専用収集が十分に行えない状況

であり、収集車両・収集作業員・収集廃棄物等を介した 2 次感染の恐れがある。 

 これらの廃棄物収集・運搬作業の問題に加え、将来の資源循環型社会形成に向けた適切な廃棄物管理への

改善を目的に、「シ」国政府は、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市の廃棄物管理の改善のためにマ

スタープラン策定／優先プロジェクトのフィージビリティ調査を 2002 年に我が国の技術協力（開発調査：シ

リア国地方都市廃棄物管理計画）を活用して実施した。この調査で提案された優先プロジェクトは、①収集・

運搬機材／道路清掃機材の調達、②中継／中間処理の建設、③既存処分場のリハビリの 3 コンポーネントに

まとめられる。 

「シ」国政府は逼迫した財政事情によりプロジェクト資金の確保が困難なため、2003 年 8 月、優先プロジ

ェクトの 3 コンポーネントに住民啓蒙活動を加えた 4 コンポ－ネントについて我が国へ無償資金協力を要請

した。上述の開発調査結果が現地の廃棄物管理に係るマスタープラン／施設・機材整備計画として活用され

ていることから、要請内容は同開発調査結果を上位計画とした優先プロジェクトの実現という位置づけにな

る。 

要請を受けた我が国政府は、2004 年 6 月、独立行政法人国際協力機構（JICA）による予備調査を本基本設

計調査に先立って実施した。予備調査では、収集・運搬機材／道路清掃機材の調達の高い緊急性と協力の必

要性が確認された。一方、中継／中間処理の建設については緊急性が低い、既存処分場のリハビリについて

は自助努力で実施が可能、住民啓蒙活動については無償資金協力以外の技術協力としての対応が必要と判断

され、基本設計調査の対象プロジェクトの目的を廃棄物の収集・運搬改善に絞り込むことが提言された。 

JICA は、予備調査の提言を踏まえて本基本設計調査を実施することとし、2004 年 11 月 20 日から 12 月 17

日まで基本設計調査団を現地へ派遣した。調査団は現地で地方自治・環境省、ホムス市、ラタキア市を始め

とする「シ」国政府関係者と要請内容の確認や現況調査を実施し、その後日本国内で解析作業を実施した。

国内解析終了後、JICA は 2005 年 2 月 25 日から 3 月 4 日まで基本設計概要説明調査団を現地へ派遣し、基本



ii 

設計内容の説明・協議を実施した。 

  

これらの調査を通して策定された本無償資金協力の基本設計の概要は、以下のとおりである。 

基本設計方針 

対象地域： ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市（ジャブレ市、アルハフ

ェ市、クルダハ市） 

対象廃棄物： 都市一般廃棄物及び医療廃棄物 

計画目標年次： 2010 年 

計画都市一般廃棄物目標収集率： ホムス市：95%、ラタキア市：90%、ジャブレ市：80%、アルハフェ

市：90%、クルダハ市：90% 

計画医療廃棄物目標収集率： ホムス市：100%、ラタキア市：100% 

 

計画機材概要 

機材 
番号 都市名 ホムス市 ラタキア市 ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市 合計 

1. コンパクタ車タイプ 1 
(8m3) 44 18  3 – –  65 

2. コンパクタ車タイプ 2 
(4m3) 12 14  4  3 –  33 

3. ダンプトラック 
(6m3) –  4  3  0  1   8 

4. 医療廃棄物収集車タイプ 1 
（2t ダンプトラック）  2 – – – –   2 

5. 医療廃棄物収集車タイプ 2 
（1t トラック） –  1 – – –   1 

6. ホイールローダ –  1  1  0  1   3 

7. コンテナ洗浄車 –  2 – – –   2 

8. 道路清掃車  5  3  0 – –   8 

9. 散水車 –  2 – – –   2 

 合計 63 45 11  3  2 124 

－ スペアパーツ 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式  

 

計画ソフトコンポーネント概要 

廃棄物収集効率向上に係る技術指導： 住民の適正排出を促進する体制整備・手法習得に係る技術指導 

 

 上記計画の概算事業費は、10 億 4700 万円（我が国の負担：10 億 100 万円、「シ」国の負担：4600 万円）

である。 

なお、ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市では、日常的な活動で収集困難な都市一般廃棄物が 27t/日か
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ら 150t/日と多く、都市一般廃棄物収集能力の絶対量を向上させることが緊急課題である。この課題に応える

ためには、容量・調達数量の両面で計画数量が大きいコンパクタ車タイプ 1（8m3）の早期調達が効果的であ

る。したがって、ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市の都市一般廃棄物収集能力緊急改善に必要なコンパ

クタ車タイプ 1(8m3)を第 1 期、その他の機材を第 2 期で調達する 2 期分け案件とする。また、効率的な廃棄

物収集体制の早期整備に必要なソフトコンポーネントは第 1 期に実施する。各期の概要は以下の通りである。 

 

項目 第 1 期 第 2 期 合計 
目的 都市一般廃棄物収集能力絶

対量向上 
収集能力拡充及び適材適所への機材配置を通し

た都市一般廃棄物収集能力向上 
 

対象地域 ホムス市、ラタキア市、ジ

ャブレ市 
ホムス市、ラタキア市、ジャブレ市、アル

ハフェ市、クルダハ市 
 

計画内容 コンパクタ車タイプ 1(8m3)：65 台 
及びスペアパーツ 
 
ソフトコンポーネント：1 式 

コンパクタ車タイプ 2(4m3)：33 台 
ダンプトラック(6m3)：8 台 
医療廃棄物収集車タイプ 1（2t ダンプトラック）：2 台 
医療廃棄物収集車タイプ 2（1t トラック）：1 台 
ホイールローダ：3 台 
コンテナ洗浄車：2 台 
道路清掃車：8 台 
散水車：2 台 
及びスペアパーツ 

 

概算事業費 日本： 580 百万円 
｢ｼ｣国： 34 百万円 
合計： 614 百万円 

日本： 421 百万円 
｢ｼ｣国： 12 百万円 
合計： 433 百万円 

日本： 1,001 百万円 
｢ｼ｣国：   46 百万円 
合計： 1,047 百万円 

実施期間 詳細設計：    1.5 ヶ月 
入札・業者選定： 2.0 ヶ月 
機材調達：    8.0 ヶ月 
合計：      11.5 ヶ月 

詳細設計：    0.5 ヶ月 
入札・業者選定： 2.0 ヶ月 
機材調達：    8.0 ヶ月 
合計：      10.5 ヶ月 

詳細設計：2.0 ヶ月 
入札・業者選定：4.0 ヶ月

機材調達：16.0 ヶ月 
合計：  22.0 ヶ月 

 

 本プロジェクトは以下の改善が期待でき、都市の衛生環境に係る裨益効果が高いものである。 

- 廃棄物収集・運搬機材の調達により、都市一般廃棄物の収集率が 61～83%（2004 年）から 80～95%（2010

年）に改善される。その裨益人口（2010 年）は、ホムス市：122 万 6000 人、ラタキア市：46 万 7000

人、ジャブレ市：11 万 8000 人、アルハフェ市：2 万 9000 人、クルダハ市：6 万 6000 人の合計 190 万

6000 人である。 

- 25%（2004 年）程度しか専用車収集されていないホムス市及びラタキア市の医療廃棄物のほぼすべて

（2010 年の目標 100%）が適切に収集・処分されるようになり、清掃事業を介した病原菌への 2 次感

染等、医療廃棄物に係る事故の発生リスクが減少する。 

- 観光都市であるラタキア市では、コンテナ洗浄車により、観光地域内にあるコンテナの洗浄を迅速か

つ計画的に実施できるようになる。 

- 住民の適正排出を促進できるようになり、廃棄物収集効率が向上する。また、不適切排出廃棄物への

対応をハード面で省力化できるようになる。 

 

 本プロジェクトにおける清掃事業実施機関は、ホムス、ラタキア、ジャブレ、アルハフェ及びクルダハの

各市である。各市は現時点で車両台数を大きく上回る運転手等の要員を有しており、本プロジェクトで調達

する機材を活用する上で特段の要員補充は必要ない。また、機材調達と同時に多大な維持管理費を費やして
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いる老朽化が著しい機材の廃車が可能であり、廃車により節減できる費用で調達機材の維持管理がほぼ可能

である。したがって、要員数や運営・維持管理費用確保の面での特段の障害はない。 

 機材の通関及び「シ」国内陸輸送と廃棄物収集用コンテナの調達は、「シ」国で調達可能かつ「シ」国政府

で負担可能な作業と考えられる。したがって、本プロジェクトを無償資金協力で実施する場合、これらの作

業を「シ」国負担で実施する計画である。必要な費用負担に係る「シ」国側意思は文書で確認されており、

計画どおりに実施されると考えられる。 

 最終処分については、ホムス市及びラタキア市の既存処分場を自助努力でリハビリし、衛生埋立を実施し

ている。また、将来の広域処分計画に基づく新処分場計画を進めている。したがって、本プロジェクト実施

後においても衛生埋立が継続されると判断される。 

 以上より、本プロジェクトは、効果、運営・維持管理、範囲等の面で有効かつ実施可能であり、協力の意

義が高く、無償資金協力として妥当性が高いと考えられる。 
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 第１章 プロジェクトの背景・経緯 

 

1-1 当該セクターの現状と課題 

 以下にシリア・アラブ共和国（以下、「シ」国と称す）と本プロジェクト対象地域の廃棄物管理に係る現状

及び課題を述べる。 

 

1-1-1 現状と課題 

1-1-1-1 全国の廃棄物管理状況と全国的な課題 

1. 廃棄物発生量 

 「シ」国は、地中海の東側に位置し、北はトルコ、東はイラク、南はヨルダン、イスラエル、レバノンと

接する。2003 年の居住人口は 17.8 百万人∗1、全国で発生した廃棄物は表 1-1-1 に示す 21,740t/日∗2と推定され

る。しかし、この廃棄物量には事業者が収集・運搬している／するべきであろうもの（表 1-1-1 のグループ B）

が含まれており、これらを除く廃棄物発生量（表 1-1-1 のグループ A）は、12,740t/日（全国平均発生原単位：

0.72kg/人･日）と推定される。なお、大都市（県庁所在地等）の発生原単位は、全国平均の 1.2 倍から 1.4 倍

程度であると考えられている。 

 

表 1-1-1 全国の廃棄物発生量 

種別 廃棄物発生量 
（t/日） 

発生原単位 
人口当（kg/人･日）

A グループ   
家庭ごみ（商業ごみが含まれる） 12,400 0.70 
庭・公園等の草木 110 0.01 
自動車に起因する廃棄物 230 0.01 

A グループ小計 12,740 0.72 
B グループ   
瓦礫、建設物解体廃棄物 2,700 0.15 
建設廃棄物（業者が処分場へ搬入） 5,200 0.29 
産業廃棄物（業者が処分場へ搬入） 1,100 0.06 

B グループ小計 9,000 0.51 
合計 21,740 1.23 

 廃棄物発生量の出典：全国廃棄物管理マスタープラン・フェーズ－１（2004） 

 

2. 廃棄物収集・運搬・処分状況 

 大規模工場等で発生するもの以外の廃棄物収集・運搬・処分は、地方自治体が実施している。大都市を中

心にコンテナ収集が多く見られるものの、コンテナ及び収集・運搬車両が全般的に不足しており、十分な収

集活動ができていない。 

 本格的な中継輸送を導入している都市は、2 大都市に当たる首都ダマスカス市とアレッポ市のみであり、

                                                           
∗1 2003 年シリア統計書：Statistical Abstract 2003 
∗2 出典：全国廃棄物管理マスタープラン 2004：Master Plan of Waste Management in Syria Arab Republic 2004 
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その他の都市は処分場へ収集・運搬車両が直接運搬している。ダマスカス市とラタキア市には、中間処理施

設としてのコンポストプラントが設置されている。 

 最終処分はオープンダンピングが多く見られるものの、我が国を始めとする国際協力等によりダマスカス

市、ハマ市、ホムス市、ラタキア市等で衛生埋立∗3が実施されている。 

 

3. 課題 

 全国的な見地では、以下の問題点が指摘されており、これらの解決が課題となっている。 

① 人口増加や経済発展により発生廃棄物量が増大している。 

② 廃棄物による視覚的環境悪影響があるものの住民啓蒙ができていない。 

③ 税システムや廃棄物処理料金制度等が不十分で、必要な廃棄物管理費用をカバーできない。 

④ 砂漠地方（低人口密度）は廃棄物発生量が低く、適正処理は割高となる。 

⑤ コンテナ数が少なく溢れた廃棄物が視覚的環境悪影響を及ぼしている。コンテナが少ないため、

コンテナ収集頻度が高くなり、高コスト要因になっていると考えられる。また、小さなコンパ

クタ車はコンテナ収集に対応していない。 

⑥ 混合収集のため再利用・再生利用可能な有価物の分別や有害廃棄物の分別が困難である。 

⑦ 収集・運搬車両が不足している。また、老朽化車両の活用が高維持管理費の要因となっている。 

⑧ 野焼きが見られ、環境へ悪影響を及ぼしている。 

⑨ 適切な有害廃棄物処理ができていない。 

 

1-1-1-2 プロジェクト対象地域の廃棄物管理の現状と課題 

 本プロジェクトの対象地域は、「シ」国のホムス市、ラタキア市及びジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ

市からなるラタキア周辺 3 市である。 

同地域の廃棄物管理の現状と課題を以下に述べる。廃棄物管理上の問題点／課題は、前述の全国的な課題と

一致しており、ラタキア市に観光客への配慮が必要という点を除けば、地域性から生じる特別な課題はない

と言える。 

 現在の都市廃棄物の流れを図 1-1-1 に示す。 

 

 

 

                                                           
∗3 本報告書では、発煙・発火を抑える最低限の処置である覆土が実施されている最終処分を衛生埋立と呼ぶ 
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ホムス市

都市一般廃棄物
発生：900t/日

医療廃棄物
発生：2.0t/日

収集困難
150t/日

委託業者収集
200t/日

市の収集
550t/日

都市一般廃棄物とし
て収集　1.5t/日

市の専用車収集
0.5t/日

ホムス市処分場
衛生埋立処分

752t/日

ラタキア市

都市一般廃棄物
発生：336t/日

医療廃棄物
発生：1.0t/日

収集困難
86t/日

市の収集
250t/日

都市一般廃棄物とし
て収集　0.35t/日

市の専用車収集
0.25t/日

ラタキア市処分場
衛生埋立処分

254t/日

自家焼却
0.4t/日

焼却処理
0.25t/日

専用セル
0.5t/日

残渣

残渣

ジャブレ市

都市一般廃棄物
発生：68t/日

医療廃棄物
発生：0.2t/日

収集困難
27t/日

市の収集
43t/日

自家運搬
0.02t/日

ジャブレ市処分場
オープン

ダンピング
43t/日

自家焼却
0.18t/日

焼却処理
0.02t/日

残渣

残渣

都市一般廃棄物
中継：2t/日

アルハフェ市

都市一般廃棄物
発生：16t/日

収集困難
4t/日

市の収集
12t/日

アルハフェ市処分場

オープンダンピング

12t/日

クルダハ市

医療廃棄物
発生：0.2t/日

ラタキア市処分場
衛生埋立
30t/日

都市一般廃棄物
発生：39t/日

収集困難
9t/日

市の収集
30t/日

自家運搬
0.2t/日

焼却処理
0.2t/日 残渣

ジャブレ市処分場

オープンダンピング

注）　焼却残渣は都市一般廃棄物として収集される。  
図 1-1-1 プロジェクト対象地域の現在の廃棄物の流れ 
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1. プロジェクト対象地域の人口 

 集計中の 2004 年の人口調査結果に基づき、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市が推定している現

在の人口は表 1-1-2 に示すとおりである。ラタキア市は、周辺 3 市の人口増加率が高い理由として、周辺 3

市は農業で生計をたてる家庭が多く出生率が高いことと都市流入が落ち着いてきたことによると推定してい

る。 

 

表 1-1-2 プロジェクト対象地域の人口 

ジャブレ市 アルハファ市 クルダハ市

2004年人口 1,100千人 410千人 100千人 23千人 55千人

人口増加率 2.30% 2.20% 2.69% 2.69% 2.69%

ラタキア周辺3市
ホムス市 ラタキア市

 
  注）ジャブレ市の人口は、ジャブレ市が廃棄物運搬を行っている地域の人口 

 

 なお、ジャブレ市は、将来統合予定の周辺 10 村落（推定人口：計 2,000 人）の廃棄物の簡易中継輸送を行

っている。各村落がトラクタで廃棄物を収集してジャブレ市境付近の決められた場所に仮置きし、それをジ

ャブレ市が再度収集して処分場へ運搬している。したがって、ジャブレ市の廃棄物輸送対象地域に、当周辺

村落が含まれる。 

 

2. 廃棄物発生量 

 プロジェクトの対象地域の廃棄物発生量を表 1-1-3 に示す。人口増加率が約 2.20～2.69%と高く、人口増加

に伴う廃棄物収集能力の適切な整備が課題となっている。 

 

表 1-1-3 プロジェクト対象地域の廃棄物発生量 

区分 発生量 発生源単位 区分 発生量 発生源単位

(t/日) (kg/人･日) (t/日) (kg/人･日)
都市一般廃棄物 建設廃棄物

　ホムス市 900 0.82 　ホムス市 110 -
　ラタキア市 336 0.82 　ラタキア市 110 -
　ジャブレ市 70 0.70 　ジャブレ市 7 -
　アルハフェ市 16 0.70 　アルハフェ市 3 -
　クルダハ市 39 0.70 　クルダハ市 3 -
医療廃棄物 合計

　ホムス市 2.0 - 　ホムス市 1,067 0.97
　ラタキア市 1.0 - 　ラタキア市 585 1.43
　ジャブレ市 0.2 - 　ジャブレ市 87 0.87
　アルハフェ市 0.0 - 　アルハフェ市 19 0.83
　クルダハ市 0.2 - 　クルダハ市 42 0.77
産業廃棄物 注1：　都市廃棄物には中小商工業廃棄物が含まれる

　ホムス市 55 - 注2：　医療廃棄物は、感染等の危険性があるもの

　ラタキア市 138 - 注3：　産業廃棄物は、排出者責任処理しているもの

　ジャブレ市 10 - 注4：　建設廃棄物は、収集状況からの推定

　アルハフェ市 0 -
　クルダハ市 0 -  
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 都市一般廃棄物と医療廃棄物に係る各都市の特徴を以下に述べる。 

 

(1) ホムス市 

 ホムス市の 2004 年の居住人口が 110 万人、都市一般廃棄物発生量が約 900t/日と推定されている。した

がって、都市一般廃棄物発生源単位は、0.82kg/人･日と算出される。これは全国平均の約 1.14 倍であり、

「シ」国の主幹都市であることから妥当な数値と考えられる。 

 医療廃棄物は、約 2t/日発生していると考えられている。総ベッド数は約 1,500 であり、発生源単位は

1.33kg/ベッド･日と計算される。 

 

(2) ラタキア市 

 ラタキア市の 2004 年の居住人口が 41 万人、都市一般廃棄物発生量が約 336t/日と推定されている。都

市一般廃棄物発生源単位は、0.82kg/人･日と算出される。これはホムス市と同様に全国平均の約 1.14 倍で

あり、「シ」国の主幹都市であることから妥当な数値と考えられる。 

 医療廃棄物は、約 1.2t/日発生していると考えられている。総ベッド数は約 1,100 であり、発生源単位は

1.09kg/ベッド･日と計算される。 

 

(3) ジャブレ市 

 ジャブレ市清掃地域の 2004 年の居住人口は 10 万人と推定されている。ジャブレ市は、都市一般廃棄物

発生量について明確に把握していない。「シ」国主幹都市ではないこと、現在の収集状況、市内の廃棄物

残置状況等から、発生源単位は約 0.70 kg/人･日程度と推定できる。したがって、約 70t/日の都市廃棄物が

発生していると推定する。 

 医療廃棄物については、市が専用収集していないため、収集量からの発生量推定は困難である。しかし、

病院が 3 軒かつ総ベッド数が 160 であることから、約 0.16t/日（発生源単位を 1.00kg/ベッド･日として算

出）の医療廃棄物が発生していると考えられる。 

 

(4) アルハフェ市 

 アルハフェ市の 2004 年の居住人口は 2 万 3000 人と推定されている。アルハフェ市は、都市廃棄物発生

量について明確に把握していない。「シ」国主幹都市ではないこと、現在の収集状況、市内の廃棄物残置

状況等から、発生源単位は約 0.70 kg/人･日程度と推定できる。したがって、約 16t/日の都市廃棄物が発生

していると推定する。 

 医療廃棄物は、現時点では病院がないため、ほとんど発生していないと考えられる。 

 

(5) クルダハ市 

 クルダハ市の 2004 年の居住人口は 5 万 5000 人と推定されている。クルダハ市は、都市廃棄物発生量に

ついて明確に把握していない。「シ」国主幹都市ではないこと、現在の収集状況、市内の廃棄物残置状況

等から、発生源単位は約 0.70 kg/人･日程度と推定できる。したがって、約 39t/日の都市廃棄物が発生して
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いると推定する。 

 医療廃棄物については、市が専用収集していないため、収集量からの発生量推定は困難である。しかし、

病院が 1 軒かつ総ベッド数が 200 であることから、約 0.2t/日（発生源単位を 1.00kg/ベッド･日として算出）

の医療廃棄物が発生していると考えられる。 

 

3. 廃棄物排出・収集方法 

 現在の廃棄物の排出方法は、廃棄物の種類と収集方法により異なり、以下のように要約できる。 

 

(1) 住民の都市一般廃棄物の排出 

 都市一般廃棄物についてはコンテナ収集が主流であり、住民は道路脇に設置されたコンテナへ排出する。

機材不足からコンテナを設置できない箇所では、戸口収集が行われる。戸口収集は、道路狭小地域等のコ

ンテナ設置が困難な箇所を中心に実施されている。戸口収集箇所では、住民が廃棄物をプラスチック袋等

に入れて戸口・道路脇に排出する。 

 

(2) 都市一般廃棄物のコンテナ収集 

 コンテナリフト付きのコンパクタ車による収集で、コンテナリフト装置でコンテナを持ち上げて車体に

廃棄物を投入する機械収集方法である。現状は大型車が中心であることから、狭小道路での作業が困難で

あるという問題がある。車両の小型化により機動性のある収集体制の構築が課題である。 

 コンテナを地上へ下ろす際、衝突音を発する場合がある。これを騒音とする苦情が入ることがあるが、

機械的制御が困難なものであるため、各市は住民への協力を求めている。 

 コンテナ内の廃棄物は、特に雨天の場合、水分を多く含んでいる。コンパクタ車は水分も同時に積み込

むことになり、圧縮と同時に水分が受入口（ホッパー）や荷室下部に溜まる。汚水タンクを装備している

コンパクタ車には問題が少ないが、古い車両の多くは装備されておらず、老朽化に伴う車体の穴等から汚

水が漏れ落ち、道路を汚すことがある。したがって、老朽化車両を汚水タンク付きの新型車へ更新するこ

とが課題となっている。 

 コンテナ収集の場合、コンテナ内に何が入れられているかの収集前確認が困難である。瓦礫や大きな金

属が厨芥の下に隠れている場合があり、これらがコンパクタ車へ悪影響を与えている。袋収集の広い導入

や分別収集導入等の改善が必要との認識は高いものの、両者は高い住民意識が必要なため、適正排出に係

る住民啓蒙体制の整備が課題になっている。 

 なお、アルハフェ市はコンパクタ車を保有していないため、コンテナ収集は行われていない。 

 

(3) 都市一般廃棄物の戸口収集 

 コンテナが設置されていない箇所では、戸口収集を行っている。十数件から数十件単位で行う日本のよ

うなステーション収集ではなく、各戸収集に近い収集方法である。収集にはトラクタが用いられることが

多く、トラクタが徐行し、作業員が道路脇の廃棄物を拾いながら荷台に積み込んでいる。なお、ラタキア

市の狭小道路かつ混雑地域では、集めた廃棄物を一旦路上に仮置きし、ホイールローダでダンプトラック
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やトラクタへ積み込みを行っている。 

 トラクタは走行速度が遅いため、収集後の処分場への運搬等に時間がかかり非効率的である。効率的な

車両体制を整備することが課題となっている。 

 現行の収集方法は、戸口収集に近いことから収集車の停止・徐行回数が多く、収集に時間がかかってい

る。したがって、住民啓蒙を続けながら、日本のようなステーション収集に近づける必要があると考えら

れる。 

 

(4) 人力道路清掃 

 各市とも、市内広範囲にわたって人力道路清掃を毎日実施している。これは、作業員が箒とハンドカー

トで不適切に投棄された廃棄物を拾い集めるものである。集められた廃棄物はコンテナへの投入や収集・

運搬車両の収集地点への仮置きが行われ、コンパクタ車やダンプトラック等により運搬される。 

人力道路清掃には多くの要員を必要とするため、住民啓蒙による「投げ捨て」の減少や適正排出の促進

を図り、人件費を抑制することが課題である。 

 

(5) 医療廃棄物 

 病院・診療所等の医療機関で発生する感染等の危険性が高い廃棄物は、医療廃棄物として医療機関で分

別されることになっている。これを、地方自治体の専用車両が収集することが原則である。医療廃棄物は、

収集作業員が手を触れる必要がないよう、病院・診療所関係者により収集・運搬車両へ積み込まれる。し

かし、プロジェクト対象地域では、ホムス市のみしか専用車収集を実施していない。ラタキア市は専用車

として 1 台を充当しているが、この車両は都市一般廃棄物も収集するため、厳密な意味での専用車ではな

い。 

 なお、非感染性の一般の廃棄物は、都市一般廃棄物の取り扱いを受ける。しかし、分別の徹底は不足し

ているため、監査や指導の徹底が必要と考えられる。 

 

ア．ホムス市 

専用車収集を実施しているが、1 台の老朽化小型コンパクタ車を充当しているに過ぎず、能力は発

生量の約 25%でしかない。専用収集されない医療廃棄物は、一般の都市廃棄物として収集されるため、

収集・処分作業には感染等の危険が伴う。また、浸出水への感染の可能性がある。したがって、早期

に専用収集車を調達する必要がある。 

 

イ．ラタキア市 

 1 台の老朽化小型コンパクタ車を都市一般廃棄物収集と兼用で使用している。能力不足である上、

効率的な収集が困難である。また、荷室を通した都市一般廃棄物への感染の危険が伴う。都市一般廃

棄物への感染は、収集・処分作業員への感染に繋がる可能性がある。したがって、早期に専用車両を

調達する必要がある。 
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ウ．ジャブレ市 

 3 軒の病院のうち、最大規模の国立病院は焼却炉を有しており、自己焼却処理を行っている。他 2

軒の民間病院は、発生量が少ない上、焼却炉があるジャブレ市の国立病院へ自己運搬して焼却処理し

ている。したがって、現時点では医療廃棄物収集に係る問題はほとんどない。 

 

エ．アルハフェ市 

 現時点では病院がない。したがって、医療廃棄物はほとんど発生していないと考えられる。国立病

院を建設中であり、2005 年初旬から供用が開始される予定であるが、当国立病院は焼却炉を有してい

るため自己焼却処理が可能である。したがって、現時点では医療廃棄物収集に係る問題はほとんどな

い。 

 

オ．ジャブレ市 

 1 軒の国立病院があるが、焼却炉があるジャブレ市の国立病院へ自己運搬して焼却処理している。

したがって、現時点では医療廃棄物収集に係る問題はほとんどない。 

 

(6) 産業廃棄物 

 原則として大規模工場は、自己責任での中間処理と処分場への運搬が義務付けられている。これを怠る

と操業の中止を求められるため、自己責任による運搬は概ね浸透していると考えられる。したがって、都

市一般廃棄物収集に対象を絞った場合、産業廃棄物と本プロジェクトとの関連は薄い。ただし、ジャブレ

市は合計約 10t/日になる 3 軒の公営工場の廃棄物をほとんど無料（1 軒につき 8,000SP/年：約 1 万 7000 円

/年）で収集しているため、自己責任を浸透させる必要がある。 

 なお、有害廃棄物の処理不徹底があると言われており、本プロジェクトとは別の対策を講ずる必要があ

ると考えられる。 

 

(7) 建設廃棄物 

 建設工事で発生する残土や建物解体で発生する瓦礫類を含む建設廃棄物は、事業者による処分場への運

搬が必要である。しかし、多くの建設廃棄物が路上に放置されており、清掃事業実施機関が搬出せざるを

得ない状況である。これらの収集は、定期的にホイールローダとダンプトラックが行っているものの、量

が多くなった場合は、作業を外注せざるを得ない。 

 建設事業の許認可、建設工事の契約、罰則制度等、本プロジェクトとは別の対策が必要である。 

 

(8) ジャブレ市の簡易中継作業 

ジャブレ市には、処分場への運搬能力が低い周辺 10 村落が収集した廃棄物の仮置き場があり、ジャブ

レ市がホイールローダでトラクタに積み込み運搬する簡易中継輸送を行っている。当周辺 10 村落は、将

来、ジャブレ市に統合される予定であり、この簡易中継作業は県から指示されているジャブレ市の業務で

ある。 
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(9) クルダハの樹木廃棄物 

 クルダハ市は美化意識が高く、公園・街路樹等が整備されている。それに伴い、樹木剪定で生ずる廃棄

物が日常的に発生している。また、山間部に位置するため、大雨の後に山間部から路上に樹木が流されて

くることが頻発している。現在、老朽化した小型ホイールローダ（0.5m3 級）でトラクタへ積み込んでい

るが、故障頻発と低効率のため十分な作業ができない状態である。樹木廃棄物の効率的な収集・積み込み

体制整備が課題である。 

 

4. 既存収集・運搬機材の現状 

 プロジェクト対象地域の既存収集・運搬機材の現状は、以下のとおりである。機材数が不足している上、

老朽化した車両が主力車両となっているため故障発生頻度が高く、安定かつ効率的な収集作業ができない状

況である。老朽化車両維持管理費も高額化しているため、早期の機材数拡大と更新が必要である。 

 

(1) ホムス市 

 現在ホムス市が保有する収集・運搬車両は、表 1-1-4 に示す 54 台である。36 台のコンパクタ車を主力

機材として保有するが、21 台は調達から 20 年以上が経過した老朽化車両である。残りの 15 台について

も、11 台は調達から 8 年が経過しており老朽化が始まっている。なお、小型コンパクタ車の 1 台を医療

廃棄物専用車に充当している。 

 20 年以上が経過した老朽化車両は、故障の頻度が高いため、一日に平均 1 トリップ*4程度の作業しかで

きない。低稼働率をカバーするために、動ける車両は 2 シフト体制で昼夜間作業を行う。機材不足をカバ

ーするために、1996 年調達の 11 台は、原則として 2 シフトで稼動させている。なお、2001 年に調達した

4 台の整備状況は良いものの、急激な老朽化を避けるために 2 トリップ/日に抑えた使い方をしている。 

 

                                                           
*4 収集後、処分場へ運搬する回数 
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表 1-1-4 ホムス市の既存収集車両 

 
 

(2) ラタキア市 

 現在ラタキア市が保有する収集・運搬車両は、表 1-1-5 に示す 59 台である。35 台のコンパクタ車を主

力機材として保有するが、24 台は調達から 20 年以上が経過した老朽化車両である。残りの 11 台につい

ても、5 台は調達から 10 年が経過しており老朽化が始まっている。なお、コンパクタ車の 1 台を医療廃

棄物収集と兼用で都市一般廃棄物収集に充当している。 

 20 年以上が経過した老朽化車両は、故障の頻度が高いため、一日に平均 1 トリップ強程度の作業しか

できない。低稼働率をカバーするために、動ける車両は 2 シフト体制で昼夜間作業を行う。 

 

分類 調達年 台数 平均積載量 平均ﾄﾘｯﾌﾟ 収集能力 
t/ﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 

都市一般廃棄物 
 コンパクタ車 1970 1 1.5 1 1.5 
 コンパクタ車 1973 1 6 1 6 
 コンパクタ車 1974 1 6 1 6 
 コンパクタ車 1974 10 6 2 120 
 コンパクタ車 1977 1 6 1 6 
 コンパクタ車 1982 4 3.5 2 28 
 コンパクタ車 1982 2 1.5 1 3 
 コンパクタ車 1996 11 7 4 308 
 コンパクタ車 2001 4 8 2 64 
 トラクタ 1996 18 2 2 72 

都市一般廃棄物合計 53 614.5 
医療廃棄物 
 コンパクタ車 1982 1 0.75 1 0.75 

医療廃棄物合計 1 0.75 
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表 1-1-5 ラタキア市の既存収集車両 

 
   注）医療廃棄物収集車は、都市廃棄物収集と兼用のため、全体の保有台数は 59 台 

 

 なお、ラタキア市は、コンテナが置けない道路狭小地域・市場等混雑地域の廃棄物を人力収集し、路上

に仮置き後、ホイールローダでダンプトラック及びトラクタへ積み込む収集作業を実施している。しかし、

表 1-1-6 に示す既存ホイールローダの老朽化が目立ち、安定的かつ効率的な作業ができない。機材の更新

が課題になっている。 

 

表 1-1-6 ラタキア市の既存ホイールローダ 

機種 調達年 バケット容量（m3） 数量（台） 
ホイールローダ 1970 1.0 1 
小型ローダ 1979 0.5 3 
ホイールローダ 1983 2.0 2 
小型ローダ 1983 0.5 4 

合計   10 
 

(3) ジャブレ市 

 現在ジャブレ市が保有する収集・運搬車両は、表 1-1-7 に示す 5 台である。2 台のコンパクタ車を主力

機材として保有するが、1 台は調達から 20 年以上が経過した老朽化車両である。 

 20 年以上が経過した老朽化車両は、故障の頻度が高いため、動けるときに動けるだけの作業をすると

いう不安定な操業をしている。 

 

分類 調達年 台数 平均積載量 平均ﾄﾘｯﾌﾟ 収集能力 
t/ﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 

都市一般廃棄物 
 コンパクタ車 1974 8 3.5 1 28 
 コンパクタ車 1978 11 6 1 66 
 コンパクタ車 1983 5 6 2 60 
 コンパクタ車 1994 5 5 2 50 
 コンパクタ車 1996 4 7 2 56 
 コンパクタ車 2001 2 8 2 32 
 ダンプトラック 1983 7 3 2 42 
 トラクタ 1968 1 2 1 2 
 トラクタ 1974 2 2 1 4 
 トラクタ 1976 3 2 1 6 
 トラクタ 1983 5 2 1 10 
 トラクタ 1999 2 2 1 4 
 トラクタ 2000 2 1 2 4 
 トラクタ 2002 2 1 2 4 

都市一般廃棄物合計 59 368 
医療廃棄物 
 コンパクタ車 1974 1 2 0.5 1 

医療廃棄物合計 1 1 
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表 1-1-7 ジャブレ市の既存収集車両 

 
 

 なお、ジャブレ市は、人力収集による仮置き場からの収集や周辺 10 村落からの廃棄物の簡易中継輸送

のために、ホイールローダでトラクタへ積み込む作業を実施している。しかし、表 1-1-8 に示す既存ホイ

ールローダの老朽化が目立ち、安定的かつ効率的な作業ができない。機材の更新が課題になっている。 

 

表 1-1-8 ジャブレ市の既存ホイールローダ 

機種 調達年 バケット容量（m3） 数量（台） 
小型ローダ 1983 0.5 1 

合計   1 
 

(4) アルハフェ市 

 現在アルハフェ市が保有する収集・運搬車両は、表 1-1-9 に示す 2 台のトラクタである。2 台のうち 1

台は調達から 20 年以上が経過した老朽化車両である。 

 20 年以上が経過した老朽化車両は、処分場が近いため負担が少ないことと丁寧な運転でなんとか計画

の稼動をさせているものの、老朽化はかなり進んでいる。 

 

表 1-1-9 アルハフェ市の既存収集車両 

 
 

(5) クルダハ市 

 現在クルダハ市が保有する収集・運搬車両は、表 1-1-10 に示す 3 台である。2 台のコンパクタ車を主力

機材として保有しており、比較的新しいため稼動状況は良好である。 

 

分類 調達年 台数 平均積載量 平均ﾄﾘｯﾌﾟ 収集能力 
t/ﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 

都市一般廃棄物 
 コンパクタ車 1978 1 8 2 16 
 コンパクタ車 2001 1 8 2 16 
 トラクタ 1975 3 2 3 18 

都市一般廃棄物合計 5 50 

分類 調達年 台数 平均積載量 平均ﾄﾘｯﾌﾟ 収集能力 
t/ﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 

都市一般廃棄物 
 トラクタ 1970 1 2 4 8 
 トラクタ 1990 1 2 4 8 

都市一般廃棄物合計 2 16 
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表 1-1-10 クルダハ市の既存収集車両 

 
 

 なお、クルダハ市は、樹木剪定廃棄物や大雨で山間部から流されてくる樹木類収集のために、ホイール

ローダでトラクタへ積み込む作業を実施している。しかし、表 1-1-11 に示す既存ホイールローダの老朽化

が目立ち、安定的かつ効率的な作業ができない。機材の更新が課題になっている。 

 

表 1-1-11 クルダハ市の既存ホイールローダ 

機種 調達年 バケット容量（m3） 数量（台） 
小型ローダ 1987 0.5 1 

合計   1 
 

5. 廃棄物収集量 

プロジェクト対象地域は適切な廃棄物計量施設を保有していないため、日常活動から収集量を推定してい

る。プロジェクト対象地域の各市が、行政サービスとして収集している推定廃棄物量を以下に述べる。また、

一覧を表 1-1-12 に示す。 

各市の都市一般廃棄物収集率は 61～83％、医療廃棄物分別収集率は 25％程度であり、機材増強等による早

期の収集率向上が求められている。 

 

分類 調達年 台数 平均積載量 平均ﾄﾘｯﾌﾟ 収集能力 
t/ﾄﾘｯﾌﾟ ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 

都市一般廃棄物 
 コンパクタ車 1996 2 7 2 28 
 トラクタ 1987 1 2 2 4 

都市一般廃棄物合計 3 32 
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表 1-1-12 プロジェクト対象地域の行政サービス廃棄物収集量 

区分 収集量 発生量 収集率 区分 収集量 発生量 収集率

(t/日) (t/日) (%) (t/日) (t/日) (%)

都市廃棄物 建設残土

　ホムス市 750 900 83% 　ホムス市 70 110 64%
　ラタキア市 250 336 74% 　ラタキア市 105 110 95%
　ジャブレ市 43 70 61% 　ジャブレ市 1 7 14%
　アルハフェ市 12 16 75% 　アルハフェ市 4 5 80%
　クルダハ市 30 39 77% 　クルダハ市 2 5 40%
医療廃棄物 合計

　ホムス市 0.5 2.0 25% 　ホムス市 821 1,067 -
　ラタキア市 0.25 1.0 25% 　ラタキア市 355 585 -
　ジャブレ市 0.0 0.2 0% 　ジャブレ市 54 87 -
　アルハフェ市 0.0 0.0 - 　アルハフェ市 16 19 -
　クルダハ市 0.0 0.2 0% 　クルダハ市 32 42 -
産業廃棄物

　ホムス市 0 55 -
　ラタキア市 0 138 -
　ジャブレ市 10 10 100%
　アルハフェ市 0 0 -
　クルダハ市 0 0 -
注1：　（収集率）＝（日常活動での収集量）／（推定市内発生量）

注2：　ホムス市の都市廃棄物には、民間委託分含む

注3：　ラタキア市の医療廃棄物は自己処理が多いので収集率が低いことが未処理ということではない

注4：　ジャブレ・クルダハ市は医療廃棄物を自己処理・運搬しているので未処理ということではない  
 

(1) ホムス市 

 ホムス市の日常的な都市一般廃棄物収集率と医療廃棄物収集率は、それぞれ、83%と 25%程度であると

考えられる。約 150t/日の都市一般廃棄物が収集困難な量である。 

 産業廃棄物は、事業者責任で中間処理・処分場への運搬がされている。 

 建設廃棄物は、64%程度を収集していると考えられる。この収集能力は、建設廃棄物の事業者責任によ

る処理が徹底されれば、都市一般廃棄物収集に充当できるものである。 

 ホムス市が行政サービスとして収集している推定都市一般廃棄物収集量合計は、表 1-1-13 に示す 821t/

日である。市保有機材での収集は 621t/日と推定されており、前述した収集能力が約 615t/日であることか

ら、妥当な推定収集量と考えられる。 

 

表 1-1-13 ホムス市の廃棄物収集量 

収集形態 収集量（t/日） 
直営収集（市保有機材・要員による） 620.5 
民間委託収集 200.0 

合計 820.5 
  出典：ホムス市 
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(2) ラタキア市 

 ラタキア市の日常的な都市一般廃棄物収集率と医療廃棄物収集率は、それぞれ、74%と 25%程度である

と考えられる。約 126t/日の都市一般廃棄物が収集困難な量である。 

 産業廃棄物は、事業者責任で中間処理・処分場への運搬がされている。 

 建設廃棄物は、95%程度を収集していると考えられる。この収集能力は、建設廃棄物の事業者責任によ

る処理が徹底されれば、都市一般廃棄物収集に充当できるものである。 

 ラタキア市が行政サービスとして収集している推定廃棄物量合計は、355t/日である。前述した収集能力

が約 368t/日であることから、妥当な推定収集量と考えられる。 

 

(3) ジャブレ市 

 ジャブレ市の日常的な都市一般廃棄物収集率は、61%程度であると考えられる。約 27t/日の都市一般廃

棄物が収集困難な量である。また、周辺 10 村落から集められた廃棄物の簡易中継輸送を行うことになっ

ており、この輸送率は残置量から 50%程度であると考えられる。収集・運搬機材が不足していることから

十分な作業ができておらず、市内各所に残置された堆積廃棄物を認めることができる。 

 産業廃棄物は、無料に近い金額で収集・運搬を行っている。また、建設廃棄物も約 1t/日程度運搬して

いると考えられる。これらの収集能力は、事業者責任による処理が徹底されれば、都市一般廃棄物収集に

充当できるものである。 

 医療廃棄物は、病院による自己処理・運搬が行われているため、市は収集をしていない。 

 ジャブレ市が行政サービスとして収集している推定廃棄物量合計は、54t/日である。前述した収集能力

が約 50t/日であることから、妥当な推定収集量と考えられる。 

 

(4) アルハフェ市 

 アルハフェ市の日常的な都市一般廃棄物収集率は、75%程度であると考えられる。約 4t/日の都市一般

廃棄物が収集困難な量である。廃棄物発生量が少ない上、ドラム缶への投入やプラスチック袋による収集

が浸透しており、建設廃棄物等の処理以外にホールローダの必要性は低い。 

 医療廃棄物及び産業廃棄物は、現在のところほとんど発生していない。 

建設廃棄物は約 4t/日程度運搬していると考えられる。これらの収集能力は、事業者責任による処理が

徹底されれば、都市一般廃棄物収集に充当できるものである。 

 アルハフェ市が行政サービスとして収集している推定廃棄物量合計は、16t/日である。前述した収集能

力が約 16t/日であることから、妥当な推定収集量と考えられる。 

 

(5) クルダハ市 

 クルダハ市の日常的な都市一般廃棄物収集率は、77%程度であると考えられる。約 9t/日の都市一般廃

棄物が収集困難な量である。収集率が比較的高いことから、市内の廃棄物残置はほとんどない。将来的に

は市内に中継基地が建設され、運搬距離の大幅な短縮が図られることから収集効率が 1.5～2 倍程度向上

すると考えられる。したがって、剪定廃棄物等の樹木廃棄物用機材以外の収集機材調達の緊急性は低い。 
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 医療廃棄物は、病院による自己運搬が行われているため、市は収集をしていない。 

産業廃棄物は、現在のところ発生していない。 

建設廃棄物は約 2t/日程度運搬していると考えられる。これらの収集能力は、事業者責任による処理が

徹底されれば、都市一般廃棄物収集に充当できるものである。 

 クルダハ市が行政サービスとして収集している推定廃棄物量合計は、32t/日である。前述した収集能力

が約 32t/日であることから、妥当な推定収集量と考えられる。 

 

6. 民間委託による廃棄物収集 

プロジェクト対象地域の中で、ホムス市だけが都市廃棄物収集の民間委託を行っている。委託は、3 箇所

の地域について行われており、合計の委託収集量は約 200t/日である。民間委託は契約地域内の廃棄物を収集

するという内容で契約されており、委託業者は必要な資機材・要員手配を含め、契約地域の廃棄物収集の責

任を負うこととなっている。 

なお、この民間委託は機材不足を補うためのホムス県の助成であり、契約・管理はホムス市で実施してい

るものの、支払いはホムス県が行っている。 

ホムス市は、委託業者の作業員雇用条件が低いため、民間委託は社会的に歓迎されるべきものではないと

の意見を持っており、原則として拡大する方針ではない。 

 

7. 中継輸送 

ジャブレ市が周辺 10 村落の廃棄物の簡易中継輸送を実施しているものの、プロジェクト対象地域の各市は、

施設を有する本格的な中継輸送を実施していない。収集車両が、直接、処分場へ運搬している。 

 

8. 中間処理 

ラタキア市がコンポスト化と公営病院施設を利用した医療廃棄物の焼却、ジャブレ市が公営病院施設を利

用した医療廃棄物の焼却を実施している。ただし、ジャブレ市の場合、市が収集を行っていないことから市

清掃部の関与はほとんどなく、病院の自己処理と言える。ホムス市、アルハフェ市及びクルダハ市には、中

間処理施設と呼べるものはない。 

ホムス市は、全市で約 2t/日の医療廃棄物が発生すると推定されており、その中間処理の必要性に迫られて

いる。医療廃棄物処理施設に係る入札を 2004 年 9 月に行ったが、応札者がなかった。現在、民間業者が参入

しやすい仕組みを検討中である。 

全国的にコンポスト化・選別を含む中間処理が必要との認識が高まってきており、中間処理体制の適切な

整備が課題となっている。 

 

(1) ラタキア市のコンポストプラント 

僅かではあるが、2000 年～2002 年に実施された JICA 開発調査（シリア国地方廃棄物管理計画、以下、

「前段開調」と称する）時にパイロットプロジェクトとして実施したマニュアル式コンポスト処理が、そ

の後も以下の要領で継続されている。 
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これは、ラタキア市のコンポスト化に対する熱心な取り組み姿勢の現れであり、評価に値する。 

ア． 対象廃棄物    ： 青果市場ごみ 

イ． 処理量      ： 5t/日（パイロットプロジェクト時は 1t/日） 

ウ． コンポスト生産量 ： 1t/日 

エ． 実施場所     ： アルバッサ旧コンポストプラント敷地内 

オ． コンポスト販売単価： 450 SP/t（パイロットプロジェクト時は 350 SP/t） 

カ． コンポスト販売先 ： 近郊農民 

キ． 売上高      ： 約 10,000 SP/月 

ク． 作業員数     ： 8 人 

ケ． 運転費      ： 約 50,000 SP/月 

 

(2) ラタキア市の医療廃棄物焼却炉 

ラタキア市には焼却炉が 2 基あり、1 基は国立病院内に 1999 年に設置された英国製のバッチ型焼却炉

である。ここでは、同病院の医療廃棄物に加え、市内の病院からラタキア市が収集した医療廃棄物を処理

している。現在の処理量は、約 500kg/日（市内推定発生量の約 50％）であり、その状況は以下のとおり

である。 

ア． 1 回当り焼却量  ： 約 250kg/回（バッチ） 

イ． 焼却回数     ： 1 日 2 回 

ウ． 1 日当り焼却量  ： 約 250kg x 2 = 約 500 kg/日（毎日運転、休日なし） 

エ． 焼却時間     ： 約 6 時間/回（準備、焼却後の冷却、灰出し等約 2 時間含む） 

オ． 焼却灰量     ： 約 15kg/回（廃棄物は 6％に減量） 

カ． 焼却灰処理    ： 都市一般廃棄物として市が収集 

キ． 環境影響     ： 住民の苦情特になし 

 

当炉の能力は 150kg/h であり、ラタキア市の医療廃棄物推定発生量程度まで対応できると考えられる。 

もう 1 基はアルアサッド大学病院に 1984 年に設置された炉で、院内の医療廃棄物を主体に約 200kg/日

（市内推定発生量の約 20％）を処理している。 

 

(3) ジャブレ市の医療廃棄物焼却炉 

国立病院が能力 150kg/h の炉を有しており、現在、市内の 2 軒の民間病院とクルダハの国立病院の医療

廃棄物を処理している。その対象総ベッド数は 360 であり、現在の焼却能力は十分である。 

 

9. 最終処分 

 現在、クルダハ市以外は、各市の運営する処分場で廃棄物を埋立処分している。クルダハ市はラタキア市

が運営するラタキア市既存処分場へ運搬し、ラタキア市へ処分を委託している。各市の埋立処分状況を以下

に述べる。 
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(1) ホムス市 

 ホムス市の既存処分場は、市中心部の北方約 6km に位置し、ディルバールバ処分場と呼ばれている｡当

処分場は 1947 年から利用されている。用地面積は約 40ha であり、10ha が現在以降の埋立用地である。 

 当処分場では近年までオープンダンピングが続けられてきたが、発火、発煙、悪臭等の環境悪影響を防

止することを目的に、2000 年より改善事業を開始した。改善事業は、自助努力による改善パイロットプ

ロジェクト、前段開調時による技術支援を通し、2003 年に完了した。改善事業により、堰堤、ガス抜き

管、浸出水収水管等が設置され、日常的に覆土を実施するようになった。その結果、現在では発火・発煙

のない良好な衛生埋立を行っている。 

 現在、当処分場は表 1-1-14 に示すとおり、ホムス市以外の廃棄物も受け入れており、一日当たりの平

均処分量は 810t/日と推定されている。 

 

表 1-1-14 ホムス市ディルバールバ処分場の処分量 

廃棄物発生地 処分量（t/日） 
ホムス市 775 
タルビエサ市 15 
ディルバールバ村 10 
他 6 村落 10 

合計 810 
 

なお、改善事業の内容は以下のとおりである。 

開始時期 

パイロットプロジェクト：2001 年 

本格リハビリテーション：2002 年 

リハビリテーション内容 

ア． 敷地内にランダムダンピングされていた廃棄物を、処分場西側等に集積し覆土を施行。 

イ． 廃棄物集積層は、高さ約 6.5m の廃棄物層の上に 30-50cm の石灰質粘土による不透水覆土

（K=10-9m/s）を形成し、更に表面には 40cm の客土を施行。（覆土材は全て敷地内の掘削によ

り入手） 

ウ． 上記覆土施工後 5,000 本の植樹を実施、今後 25,000 本にする予定。 

エ． 植林散水等の水源として、敷地内に新規に井戸（深さ 1,170m）を掘削。 

オ． ガス抜き管として、径 100mm の塩ビ管を深さ 4m まで 32 箇所に埋め込む。 

カ． 南側の道路に面するフェンス前に、幅 100m、長さ約 400m の緑化緩衝帯を構築。 

キ． 浸出水対策として、浸出水集水管及び 150m3の貯水池を設置。 

ク． 敷地周囲にはフェンスを設置し、3 箇所（将来 2 箇所追加予定）のゲートに守衛を配置。 

ケ． 敷地外周囲には専用の舗装道路を構築中。 

コ． 総工事費は約 2.3 百万米ドル。 
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 医療廃棄物については、一般の都市廃棄物と混ざらないように管理しており、専用のセルに埋立を行っ

ている。専用セルは浸出水が地層へ影響を与えないようにポリエチレンで防水被覆している。 

 

(2) ラタキア市 

前段開調時の状況から、アルバッサ処分場と呼ばれる既存処分場は著しく改善されている。前段開調時

の 2001 年では、観光エリアの海岸線に沿って廃棄物が無造作に投棄され、自然発火・発煙とハエ等の発

生が各所に見られた。更に、多数のウェイストピッカーが不衛生・不安全な状態でごみを漁っており、近

寄りがたい状況であった。しかし、現在は一変しており、きれいな海浜を取り戻しつつある状況になって

いる。 

ラタキア市は、前段開調のパイロットプロジェクトを通して習得した処分場のリハビリ手法と衛生埋立

の技術を生かし、既存処分エリア（約 120ha）の半分にあたるゾーン 1 及び 2 の 60ha で衛生埋立を施行

し、現在はゾーン 2 の最終区域で受け入れを行っている。 

ゾーン 1 及び 2 に引き続き、2005 年には残り半分のゾーン 3 に対するリハビリを行い、2006 年から埋

立を開始する予定である。 

 なお、現在の廃棄物受け入れ量は、表 1-1-15 にしめす 650t/日である。 

 

表 1-1-15 ラタキア市アルバッサ処分場の処分量 

廃棄物発生地 処分量（t/日） 
ラタキア市 510 
クルダハ市 30 
バニアス市 25 
他 35 村落 85 

合計 650 

 

(3) ジャブレ市 

収集された廃棄物は市の南部の海岸にオープンダンピングされ、覆土は全くされていない。発火・発煙・

ハエ等害虫の発生・悪臭等による環境の汚染を招いている。前段開調は、この状況を改善するために、ラ

タキア市の新広域処分場が完成するまでの間、ジャブレ市の廃棄物をリハビリするラタキア市既存処分場

に持ち込むことを提案した。しかし、現在でもジャブレ市の廃棄物は既存の処分場でオープンダンピング

されている。 

同海岸はラタキア市海岸と同じく観光エリアであることと環境影響が大きいことから、ラタキア県は堆

積廃棄物をラタキア市既存処分場へ搬出する計画を有しているが、現段階では開始されていない。 

 

(4) アルハフェ市 

収集された廃棄物は、市内採石場跡地に乱雑に覆土のないオープンダンピングをされている。量は少な

いものの、発煙等による環境汚染を招いている。処分場管理者がいないため、投棄場所管理がなされてお

らず、収集車運転手が投棄しやすい場所へ任意に投棄している。将来的には、ラタキア市の新広域処分場

へ運搬することになっているが、それまでの期間の改善が必要である。 
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10. 民間委託による最終処分場運営 

 ホムス市・ラタキア市は、処分場の埋立作業を民間業者へ委託している。ジャブレ市・アルハフェ市は、

前述のとおり、ほとんど管理されておらず、委託は行われていない。 

 

(1) ホムス市 

 ホムス市は、現在、表 1-1-16 の内容で既存処分場の埋立・覆土作業を民間委託している。委託費用は

約 14 百万 SP/年（約 28 百万円/年）である。 

 

表 1-1-16 ホムス市既存処分場民間委託概要 

No. 項  目 内  容 備考 
1. 委託開始時期 2003 年 1 月 リハビリ完了後より 
2. 委託元部署（管理部署） 契約：ホムス市財務局契約部 

操業監理：ホムス市清掃局 
 

3. 委託先業者の選定 入札によりその都度決定  
4. 契約期間 1 回目は 6 ｹ月間、現在は１年間  
5. 廃棄物受入量 約 800 ﾄﾝ/日 計量器は現在なし 
6. 埋立処分方式 積み上げ・覆土による衛生埋立 

ごみ層 2m に対し、30cm の覆土 
市作成の操業要領による 

7. 保有機材 ブルドーザ   ：2 台 
ホイールローダ ：1 台 
ダンプトラック ：5 台 

現在の委託業者の機材 

8. 維持管理要員数 ドライバー  ：8 名 
管理作業要員 ：4 名 
守衛     ：3 名（市職員） 
スーパーバイザー 
・業者    ：3 名 
・市職員   ：2 名 

 

9. 操業時間 3 交代、22 時間操業 午前 07:00am～03:00pm 
午後 03:00pm～09:00pm 
夜間 09:00pm～05:00pm 

10. 関連施設 雨天時のごみ受入エリアあり 
（コンクリート床） 

夜間照明施設：2004 年末設置予定 

場内がぬかるみ、車両が埋立

場所に行けない場合に使用 

11. 委託費用 月額定額払い 但し、非操業日があれば日割

りで減額する 
出典）ホムス市 

 

(2) ラタキア市 

ラタキア市は、表 1-1-17 のように既存処分場のリハビリと埋立作業を国営建設企業に委託している。

委託費用はランプサム契約で約 40 百万 SP である。 
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表 1-1-17 ラタキア市既存処分場民間委託概要 

No. 項  目 内  容 備考 
1. 委託開始時期 2003 年 1 月  
2. 委託元部署（管理部署） 契約：ラタキア市財務局契約部 

監理：ラタキア市廃棄物処理局 
 

3. 委託先業者 国営建設企業  
4. 契約期間 2005 年 12 月まで ゾーン 1 と 2 埋立終了まで 
5. 廃棄物受入量 約 650 ﾄﾝ/日 計量器は現在なし 
6. 埋立処分方式 積み上げ・覆土による衛生埋立 

ごみ層 4～5m に対し、50～75cm の覆
土 

 

7. 保有機材 ブルドーザ  ：2 台 
ホイールローダ：1 台 
バックホウ  ：1 台 
ダンプトラック：3 台 

現在の委託業者の機材 

8. 維持管理要員数 ドライバー  ：10 名 
作業員    ：16 名 
スーパーバイザー 
・業者    ：4 名 
・市職員   ：2 名 

 

9. 操業時間 2 交代、17 時間操業 日中 08:00am～02:00pm 
夜間 02:00pm～01:00pm 

10. 委託費用 40 百万 SP ランプサム 
出典）ラタキア市 

 

11. 既存処分場の残余年数 

 プロジェクト対象地域の既存処分場の残余年数について、以下に述べる。 

 

(1) ホムス市 

ホムス市は、現在の手法で埋立を継続した場合、既存処分場の残余年数は約 3 年と考えている。2007

年末には満杯になると考えられ、新処分場の建設計画を進めている。 

なお、延命化に係る検討にも着手しており、現在の埋立用地に以下の対策を施すことにより残余年数を

約 5～6 年にできると考えられる。したがって、2010 年程度までの活用が可能である。 

ア． 埋立高さを 12m にする。 

イ． 非常用用地として確保している南側緑化緩衝帯（5ha）を埋立用地に充当する。 

ウ． 埋立時の圧密を十分に行う。 

エ． 廃棄物発生抑制を促進させる。 

 

(2) ラタキア市 

ラタキア市は、既存処分場のゾーン 3 のリハビリを 2005 年に行い、2006 年から新広域処分場完成の 2008

年までの 3 年間、既存処分場で廃棄物を受入れる予定である。しかし、ゾーン 3 の面積が広いことから、

2010 年後半までの処分が可能と考えられる。 

 

(3) ジャブレ市 

 劣悪なオープンダンピング状況であり、早急な閉鎖が必要である。 
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(4) アルハフェ市 

 環境影響調査が実施されていないが、100ha 以上あると考えられる広大な面積を有するため、残余年数

には心配が不要である。環境影響評価後、適切な処置を行うことにより、継続的な処分は可能である。 

 

12. 道路機械清掃 

 プロジェクト対象地域の道路機械清掃の状況を以下に述べる。 

 ホムス、ラタキア及びジャブレの 3 市は道路清掃車が不足しており、人力清掃で補っている。しかし、分

離帯を有する高速／幹線道路や交通混雑の激しい箇所では作業員が通行車両との接触で負傷することもある。

少なくとも幹線道路清掃に対する機械清掃体制の整備が必要である。 

 道路上の廃棄物・塵芥は、砂漠地方から飛ばされた埃等が多いものの、住民の投げ捨てによるものも少な

くない。住民啓蒙による投げ捨て低減も重要な課題の一つと考えられる。 

 

(1) ホムス市 

 ホムス市の機械清掃対象道路延長は 139km（清掃延長で 558km）である。なお、交通事故の危険性が高

いダマスカス・アレッポ間高速道路や市内幹線道路に絞り込んだ場合、対象道路延長は 77km（清掃延長

で 360km）となる。 

表 1-1-18 に示す 1981 年に調達した道路清掃車を 6 台保有しているが、老朽化のため故障が頻発してお

り、十分に機械清掃できていない。 

 なお、1975 年に調達した散水車を 2 台保有しているが、市が節水の見本を示す必要があることから、

ほとんど道路清掃には使用されていない。 

 

表 1-1-18 ホムス市の既存道路清掃車 

機種 調達年 数量（台）

道路清掃車 1981 6 
合計  6 

 

(2) ラタキア市 

 ラタキア市の機械清掃対象道路延長は、地中海岸の高速道路と市内幹線道路の 99km（清掃延長で

396km）である。表 1-1-19 に示す 1983 年と 1994 年に調達した道路清掃車をそれぞれ 2 台と 3 台保有して

いるが、1983 年製のものは老朽化のためほとんど稼動していない。 

 道路散水用として、1983 年と 1996 年に調達した散水車をそれぞれ 1 台ずつ保有しているが、1983 年製

のものは故障が頻発しており安定的な作業ができない状態である。観光都市であることから散水による道

路清掃が必要なため、安定した散水作業が可能な体制を整備することが必要である。なお、ラタキア一帯

は比較的水資源に恵まれており、ラタキア市は散水程度の水消費は水資源に支障がないと考えている。現

在、塩水化で飲用不可能となった井戸を散水等の雑用水源に充当しており、ここには散水車・給水車へ給

水する設備がある。 
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表 1-1-19 ラタキア市の既存道路清掃車 

機種 調達年 数量（台）

道路清掃車 1983 2 
道路清掃車 1994 3 
散水車 1983 1 
散水車 1996 1 

合計  7 
 

(3) ジャブレ市 

 ジャブレ市の機械清掃対象道路延長は、地中海岸の観光用道路と市内幹線道路の 29km（清掃延長で

58km）である。表 1-1-20 に示す 2000 年に調達した道路清掃車を 1 台保有しているが、機材が不足してお

り、毎日、道路清掃をすることができない。 

 道路散水は、道路清掃車が装備している散水機能程度で十分であり、散水車は使用していない。 

 

表 1-1-20 ジャブレ市の既存道路清掃車 

機種 調達年 数量（台）

道路清掃車 2000 1 
合計  1 

 

(4) アルハフェ市 

 アルハフェ市は、道路の機械清掃を実施していない。山間部の都市であるため、道路交通量は市場周囲

を除きあまり多くない。機械清掃を行うことにより効率的な清掃が可能になるが、緊急性は低いと考えら

れる。 

 

(5) クルダハ市 

 クルダハ市は、アルハフェ市同様に交通量は大きくない。しかし、美化意識が高いため、表 1-1-21 に

示す道路清掃車で道路機械清掃を行っている。機材追加等の緊急性は低いと考えられる。 

 

表 1-1-21 クルダハ市の既存道路清掃車 

機種 調達年 数量（台）

道路清掃車 1998 1 
合計  1 

 

13. 機材の運営・維持管理状況 

 プロジェクト対象地域の廃棄物収集・運搬機材の運営・維持管理状況を以下に述べる。 

 

(1) 故障の頻発 

 プロジェクト対象地域の各市は、機材調達を行う十分な資金がないため、廃棄物収集能力を確保するた

めに老朽化車両を使いこなさなければならない状況に置かれている。20 年以上活用している機材も珍し
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くなく、故障の頻発による稼動率の低下、多大な維持管理費用による低資金効率及び路上故障による交通

障害等を招いている。 

 現在の課題は、車両の適切な更新と路上故障に対する早期対応体制の整備である。特にホムス市とラタ

キア市は保有台数が 50台を超え、現在新しい機材でも数年が経過すれば 10台規模で老朽化が始まるため、

迅速な路上故障対策が必要である。 

 

(2) 予備品調達 

 「シ」国の行政機関は、保有機材に係るスペアパーツを定期計画（概ね 1 年単位）でまとめ買いして保

管・使用することが一般的である。1 回の調達額が 50,000SP（約 10 万円）以上になる場合は入札が必要

であり、通常、このまとめ買いは入札で購入する。入札の際、国内に販売業者が存在しない場合、国際入

札が行われる。 

 まとめ買いによるストックがない場合は、自動車・建設機械の国内マーケットから単品で調達する。国

内で見つからない時や納期が長い場合、トルコやレバノンの販売会社へ買い付けに赴くケースもある。国

内外に関わらず、1 回の調達額が 50,000SP 以上になると入札が必要なため、時間をかけて少量ずつ買い付

けを行いながら修理を続けているのが現状である。なお、一件で 50,000SP になる部品調達は、入札にな

るため迅速に実施することは困難である。 

 「シ」国内でスペアパーツ調達が特に困難な機材は、経済制裁で直接輸出をしない米国の機材及びモデ

ルの古い機材である。適切な純正部品が調達できない場合、他社・他機種の類似部品や模造部品を購入し

ている。なお、「シ」国内に代理店を置いているメーカー機材の場合、老朽化車両用である場合や需要が

低いモデル／特殊部品でない限り、「シ」国内での迅速な調達が可能である。 

 上述の制度的な問題がある上、入札前にどこのメーカーの機材が納品されるかがわからない（国際入札

の場合、レバノン業者が米国機材で応札し、最低価格で落札する等のケースがある）ため、「シ」国行政

機関は、機材購入時に機材価格の 10～20%のメーカー推薦スペアパーツを同時購入し、緊急的な修理に対

応をする準備をしている。 

 

(3) 日常整備と修理 

 ホムス市とラタキア市は自動車部局が管理・運営する整備工場を有しており、日常的な点検とオイル交

換や簡単な部品交換等の整備を当整備工場で実施している。ラタキア周辺 3 市は、車両保管場所はあるも

のの十分な整備工場を有しておらず、オイル交換程度の整備も民間工場へ委託している。なお、ホムス市

とラタキア市においても、大掛かりな修理は民間工場へ委託している。 

 

14. コンテナの洗浄 

 ラタキア市は、1983 年製のコンテナ洗浄車を 1 台有しており、この機材でコンテナ洗浄をしていた。この

機材は、コンテナを車体の中に抱き込み、車体の中でコンテナを洗う大型食器洗浄器のような機材である。 

現在では洗浄機が故障しており修理ができないため、当機材が装備する高圧洗浄ガン（ホース+ガン）のみ

でコンテナ洗浄をしている。しかし、老朽化で稼働率は低い。ラタキア市は、観光都市であるため異臭の放
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置が社会的に困難であるため、コンテナ設置場所で迅速かつ計画的にコンテナ洗浄できる体制の再整備が課

題である。 

  

15. 本プロジェクトに関係する課題 

 上述の廃棄物管理面の課題の中から、本プロジェクトに直接的に関係するものを抽出すると、以下のよう

に整理される。 

 

(1) 収集・運搬関連機材 

 早急な対処が必要な課題を以下に述べる。課題と対象地域各市との関連は、表 1-1-22 のように整理で

きる。 

 

ア．収集能力整備 

 日常的な収集活動で収集・運搬できる廃棄物量は、発生量を十分にカバーできるものではない。

今後、更なる既存機材の老朽化と人口増等による廃棄物発生量の増大化が予測される。したがって、

早急なる収集・運搬能力の整備が最も優先される課題であると考えられる。 

 

イ．簡易中継／路上堆積廃棄物収集能力整備 

 ジャブレ市の簡易中継、ラタキア市の狭小道路・混雑地域の路上集積・収集は、放置すると集積

場所が処分場化する恐れがある。特にジャブレ市の場合、処分場化が始まっている。早急に安定し

た輸送をするための能力整備が必要である。 

 クルダハ市は樹木剪定廃棄物及び山間部から流されてくる樹木類が交通障害になっている。これ

らを迅速に清掃する能力が必要である。 

 

ウ．医療廃棄物収集能力整備 

 ホムス市及びラタキア市は医療廃棄物収集を実施しているが、機材不足の上、不適切な車両が使

用されている。医療廃棄物からの二次感染が懸念されるため、適切かつ安定収集能力を整備する必

要がある。 

 

エ．コンテナ洗浄能力 

 ラタキア市は観光都市であるため、悪臭を抑えるための定期的なコンテナ洗浄が必要である。現

在は、機材不足かつ機材老朽化のために十分な洗浄ができない。早急に適切規模の洗浄能力を整備

する必要がある。 

 

オ．道路清掃能力整備 

 高速道路や交通量の多い幹線道路は機械清掃する計画であるが、清掃機材が不足しているため不

十分ながら人力清掃で補っている。効率が低い上、自動車との接触で作業員が負傷することもある

ため、早期に機械整備能力を整備する必要がある。 
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カ．老朽化車両維持管理能力整備 

 現在使用されている収集・運搬車両等は、調達から 20 年以上経過しているものが珍しくない。ホ

ムス市及びラタキア市は、20 年以上が経過した収集車両をそれぞれ 20 台以上有しており、まとまっ

た新規機材購入が行われるまでは、それらを駆使して収集作業せざるを得ない状況に置かれている。

これら老朽化機材は頻繁に路上故障するため、路上での迅速な修理が必要である。 

 新規機材購入が行われても、5 年から 10 年単位で 10 台程度ずつ老朽化が始まるため、老朽化機材

を迅速に修理する能力を整備する必要がある。 

 

表 1-1-22 早急に必要な機材整備と対象地域 

必要課題 ホムス市 ラタキア市 ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市 
1. 収集能力整備（コンパクタ車） ○ ○ ○ ○  
2. 簡易中継／路上堆積廃棄物収

集能力整備（ホイールローダ・

ダンプトラック） 

 ○ ○  ○ 

3. 医療廃棄物収集能力整備 ○ ○    
4. コンテナ洗浄能力整備  ○    
5. 道路清掃能力整備（道路清掃

車、散水車） 
○ ○ ○   

6. 老朽化車両維持管理能力整備

（移動修理車） 
○ ○    

注： ○印は、緊急課題があることを示す。 

 

(2) 最終処分場 

 ホムス市及びラタキア市の既存処分場は、飛躍的な衛生的改善が実施された。しかし、2010 年頃には

満杯になると考えられている。両市とも 2008 年供用開始を目標に新処分場建設を計画しており、中央政

府である地方自治・環境省を巻き込んでプロジェクトを進めている。 

 ジャブレ市は、現在、市内でオープンダンピングしている。ラタキア市の新処分場供用までは、ラタキ

ア市既存処分場への運搬へ変更する計画である。既に、閉鎖と当面のラタキア市既存処分場への運搬に係

る知事の許可は出ており、閉鎖や廃棄物輸送方法に係る検討が行われている。 

 アルハフェ市も、現在、市内でオープンダンピングしている。覆土程度の実施は必要と認識されており、

処分方法を改善する計画である。ラタキア市の新処分場供用までの、当面の覆土実施に係る検討を開始し

た。 

本プロジェクトの収集・運搬機材調達が我が国の無償資金協力で実施された場合、運搬先である処分場

の衛生埋立が成されている必要があるため、「シ」国政府において、計画どおりの適正処分体制を整備す

る必要がある。 
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1-1-2 開発計画 

1. 国家総合開発計画 

 「シ」国は、5 年ごとに経済社会 5 ヶ年計画を策定しており、現在は第 9 次 5 ヶ年計画（2001-2005 年）に

基づき各種インフラ整備等が実施されている。同計画は以下の 8 種類のセクターに分類して施策・行動計画

等を示しており、廃棄物管理の施策・行動計画は環境・女性セクターに含まれる。 

(1) 農業・灌漑 

(2) 鉱業 

(3) 水・電力 

(4) 建設 

(5) 商業・貿易・観光 

(6) 運輸・通信・貯蔵 

(7) 貨幣・保険・不動産 

(8) 環境・女性 

 

 環境分野では以下を目標としている。廃棄物管理の改善は、「環境悪化の防止」へ直接的に寄与し、要員整

備や住民啓蒙を通して「環境分野の人材強化」や「環境意識啓蒙」へ寄与する。後述する全国廃棄物管理マ

スタープランの策定は、「環境政策と計画の策定」に直接つながるものである。したがって、廃棄物管理の改

善は目標達成に寄与する手段の一つと言える。 

- 継続的成長、自然資源の保全、開発と環境のバランス維持 

- 開発計画に環境配慮を取り入れる 

- 環境悪化の防止、主要環境問題のリストアップ 

- 環境政策と計画の策定 

- 環境分野の人材強化 

- 環境保護区域の確立 

- 環境意識啓蒙 

 

2. 全国廃棄物管理マスタープラン 

 「シ」国の地方自治・環境省は、仏国のコンサルタント会社へ全国廃棄物管理マスタープラン（Master Plan 

of Waste Management in Syrian Arab Republic 2004：以下、全国 M/P と称する）の策定を、自国資金の約 200 千

EURO（約 27 百万円：１EURO=¥135 で計算）で委託した。当全国 M/P の策定は、以下のように 2003 年に開

始され、2004 年 12 月に完了した。 

当全国 M/P は、今後、首相承認を受けた後に正式なマスタープランになるとされている。しかし、当報告

書に資金調達計画は含まれておらず、10 年間で約 220 億 SP（約 440 億円）に上る提案プロジェクトの資金確

保については未確定である。また、提案プロジェクトの優先順位は、全国 M/P 承認後の作業になる予定であ

る。 

 フェーズ－１： 現状分析  報告書 2004 年 4 月 
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 フェーズ－２： 解決策の提案 報告書 2004 年 8 月 

 フェーズ－３： 解決策と提言 報告書 2004 年 9 月 

 フェーズ－４： 入札・契約方法 報告書 2004 年 12 月 

 

 ステアリングコミッティには、地方自治・環境省関係者の他、ダマスカス市及びホムス市の廃棄物管理実

務者が含まれており、フェーズ－３の「解決策と提言」は、フェーズ－２のコンサルタント提案へ実務者の

持つ経験と改善案を取り入れる形でまとめられた。フェーズ－４は、プロジェクト実現化に必要な入札・契

約方法を述べたものであり、フェーズ－３報告書が将来に向けた戦略を示した最終的なマスタープランと言

える。 

 当全国 M/P の内容は以下のとおりである。 

 

(1) 計画目標年次 

 計画目標年次は、報告書完成の 10 年後に当たる 2014 年である。 

 

(2) マスタープランの計画対象廃棄物 

 都市廃棄物を対象としており、事業者が処理責任を負うべきと考えられる産業廃棄物は対象外としてい

る。なお、当都市廃棄物には、現時点で地方自体が処理責任を負っている医療廃棄物と商業地域の廃棄物

を含んでいる。 

 

(3) マスタープランの戦略内容 

 当全国 M/P は、廃棄物管理を以下のように分割して今後の戦略を述べている。 

- 発生抑制 

- 廃棄物収集の改善 

- 中継輸送の改善 

- 廃棄物の中間処理・最終処分 

- 小規模の地方自治体の廃棄物管理方法 

- 医療廃棄物の適正処理 

- 有害廃棄物の適正処理 
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ア．発生抑制 

 発生抑制は、立法より住民意識や文化の変革が必要であるとしており、全国的／地域ごとの住民

意識向上キャンペーンの実施が提案されている。また、住民が廃棄する量を抑えるために、瓶・電

池・タイヤ・プラスチックバッグ類のデポジット制度、家庭でのコンポスト化が提案されている。 

 なお、行政機関自らが事務所の廃棄物や公共工事の建設廃棄物の発生抑制及び再利用を実施し、

活動例として広報することが戦略の一つとして取り上げられている。 

 

イ．廃棄物収集の改善 

 主要戦略は、以下の 5 種類の活動であるとしている。 

- コンテナ数量を増加させる。 

- 収集車両（コンパクタ車）数量を増加させる。 

- 収集活動の作業員を強化する。 

- コンテナ設置場所と収集車ルートの最適化、効率的な収集車トリップ数確保等のための管

理部門強化 

- 民間委託の活用 

 

 整備が必要な具体的な機材数としては、表 1-1-23 のように人口当たりの数値目標が提案されてい

る。なお、有機廃棄物に多くの土砂類の混入が認められる農村部や低所得者層地域では、過積載に

ならないようにダンプトラックを利用することが望ましいとしている。 

 

表 1-1-23 全国 M/P に示される必要機材数 

機材 都市部 郊外・農村部 
コンテナ 人口一人当たり 2 ㍑の確保 
コンパクタ車 人口 20 千人に 1 台 人口 10 千人に 1～2 台 

 

 また、分別収集の導入が提案されており、分別の優先度は以下のとおりとされている。しかし、

分別収集は専用コンテナと専用収集車を必要とし、総合的なコスト面で割高になると予測されてい

る。したがって、特定エリアでのパイロットスタディからの開始が提案されている。 

 優先順位 1 位 プラスチックバッグ、缶 

 優先順位 2 位 紙 

 優先順位 3 位 ガラス、繊維等 

 

 コンポスト化対象となる有機廃棄物については、以下の理由により有機廃棄物のみを分別する必

要はないとしている。 

- 混合収集廃棄物から精製している現状のコンポスト品質でも十分に売ることができる。 

- 専用収集機材が増加し、コスト増になる。 

- 非常に高い住民意識が必要である。 
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- 都市部では、非常に強力な管理組織を構築する必要がある。 

 

 なお、全国各所に資源回収センターを設置し、粗大廃棄物・スクラップ等を住民が持ち込むよう

にし、再利用・再生利用に供することが提案されている。 

 

ウ．中継輸送の改善 

 中継輸送は、各市町村単位で導入するのではなく、都市部や周辺村落をカバーするように県単位

で導入する必要があるとしており、全国で 109 箇所の中継基地が必要としている。このうち、ホム

ス県では 9 箇所、ラタキア県では 13 箇所である。 

 なお、138 台の中継輸送車の購入が必要であるとしている。 

 

エ．廃棄物の中間処理・最終処分 

 収集廃棄物は原則として中間処理後に最終処分する計画であり、中間処理・最終処分施設として、

以下の提案が行われている。 

- 総合清掃センター： 基幹施設として総合センターを各県に設置する。当施設は、選別プ

ラント、コンポストプラント、資源回収センター、医療廃棄物処理プラント、有害廃棄物

貯蔵所、衛生埋立処分場等で構成する。 

- 選別センター： 総合清掃センター以外に、混合廃棄物を約 30～1,300t/日受け入れること

ができる選別センターを全国各所に設置する。 

- 最終処分場： 全国で 38 箇所（総合清掃センター含む）の衛生埋立処分場が必要としてい

る。このうち、10 箇所は既存処分場のリハビリで対応する。 

 

 施設配置は県単位で考えられており、清掃事業実施機関である市町村単位の計画ではない。市町

村間の距離を考慮して施設配置を行う県単位の広域処理・処分計画と言える。 

 

オ．小規模の地方自治体の廃棄物管理方法 

 小規模地方自治体の廃棄物管理方法として以下のように提案されている。 

- システム： 都市部の廃棄物と一緒に中間処理・処分（広域処理・処分）することを理想

とする。それが不可能な場合、発生地近くで適正処分する。 

- 収集： 非効率なトラクタからコンパクタ車へ変更する。財務的にコンパクタ車導入が困

難な場合は、小型トラックを用いることとし、積み込みが容易なプラスチックバッグによ

る袋収集を取り入れる。 

- 運搬距離が 25km（コンパクタ車、トラック）／10km（トラクタ）以上の場合、中継輸送を

行う。 

- 人口が 2,000 人未満の場合、中継輸送はコストが非常に大きくなる。また、小規模地方自治

体が衛生埋立を実施することは技術的に困難かつ小規模処分場の運営は割高である。した
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がって、中継輸送が困難な場合は、発生地近くでコンポスト化させて再生利用する。 

 

カ．医療廃棄物の適正処理 

 県単位で蒸気滅菌施設を設置することが提案されている。なお、蒸気滅菌の代替案として焼却処

理が提案されているが、これは全国の医療廃棄物を1箇所の大規模焼却施設へ集約するものであり、

当焼却施設から遠い箇所の処理を小規模焼却／蒸気滅菌施設で補完する計画である。大規模焼却施

設位置は、「シ」国中央部のホムス市付近が提案されている。 

 最終処分は中間処理後に埋立処分する計画されており、専用セルに埋め立てることと十分な環境

モニタリングの実施が提案されている。 

 

キ．有害廃棄物の適正処理 

 収集については分別収集の確立が強調されており、特に自動車関連商店や化学ラボラトリーから

の収集体制の確立や特定収集ポイントの設置等が必要としている。 

 収集された有害廃棄物は、各市町村や総合清掃センターで一旦貯蔵し、一定量になったところで

処理センターへ運搬する計画である。処理センター位置は、「シ」国中央部のホムス市付近が提案さ

れている。処理センターでは、再生利用、物理的／化学的処理、焼却等を行うとされており、PCB

等の「シ」国技術で処理できないものは、欧州等へ運搬して処理をすることが提案されている。  

 

ク．本プロジェクトとの関連 

 当全国 M/P は、地方自治・環境省自らが主導して策定されており、今後、同省により具体化やプ

ロジェクトの地方展開が図られることとなる。本プロジェクトの対象サイトであるホムス市、ラタ

キア市、ラタキア周辺 3 市においても、マスタープランに沿った開発が求められることになる。 

 全国 M/P で示されるホムス市、ラタキア市、ラタキア周辺 3 市の主要施設／機材整備計画は表

1-1-24 のとおりであり、本プロジェクトはこれらの一部である。したがって、本プロジェクトは、

全国 M/P の実現に寄与するものであると言える。 
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表 1-1-24 全国 M/P による本プロジェクト対象地域施設／機材整備計画 

 ホムス市 ラタキア市 ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市 
システム概要 当面、中間処理

後、既存処分場で

処分。新処分場完

成後は、中間処理

後、新処分場へ輸

送。 

新処分場を建設

し、中間処理後に

処分。 

中継輸送を行い、

左記処分場へ中

間処理後に処分 

左記処分場へ直

送、中間処理後に

処分 

中継輸送を行い、

左記処分場へ中

間処理後に処分 

収集改善 機材調達 機材調達 機材調達 機材調達 機材調達 
中継基地 新設 － 新設 － 新設 
選別センター － 既存コンポスト

プラントのリハ

ビリ 

－ － － 

埋立処分 マグリアに新設 既存処分場閉鎖 既存処分場閉鎖 既存処分場閉鎖 － 
総合清掃センター 
（衛生埋立含む） 

既存処分場に選

別センター・コン

ポストプラント

を新設。新処分場

が完成したら既

存処分場は閉鎖。 

アルカシアに新

設 
－ － － 

出典：全国 M/P（基本設計調査団がレポート内容を要約） 

 

3. シリア国地方廃棄物管理計画調査 

 JICA は、2001 年～2002 年、開発調査「シリア国地方廃棄物管理計画調査」（前段開調）を実施した。当調

査で、2010 年を計画目標年次としたラタキア市・ラタキア周辺 3 市のマスタープランの策定と 2006 年を計

画目標年次としたホムス市・ラタキア市・ラタキア周辺 3市の優先プロジェクトのフィージビリティ調査（F/S）

が行われた。 

 当調査の「シ」国政府の評価は非常に高く、ホムス市・ラタキア市・ラタキア周辺 3 市は、当調査結果に

沿ったプロジェクト具体化に着手している。既に当調査提言に沿った既存処分場のリハビリが進んでおり、

処分場の衛生状況は、発煙・発火が抑えられる等、画期的に改善された。 

 前段開調の概要及び要請プロジェクトの関係は以下に述べるとおりである。 

 

(1) ラタキア市・ラタキア周辺 3 市の計画 

ア．マスタープラン 

策定されたラタキア市・ラタキア周辺 3 市の 2010 年を計画目標年次としたマスタープランは以下

のとおりである。 

- 収集改善： 2006 年と 2010 年を目標にした 2 段階での機材整備。 

- 既存処分場のリハビリ： 新処分場が完成するまでの間、既存処分場を衛生的にリハビリ

して供用する。 

- 新処分場の建設： 2008 年の供用開始を目標に新たな広域処分場を建設する。 

- リサイクルセンター－１： 既存コンポストプラントのリハビリとともに選別センターを

併設させる。（前記全国 M/P の選別センターに当たる） 

- リサイクルセンター－２： 新処分場にコンポストプラントと選別センターを併設させる。
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（処分場へ併設であり、前記全国 M/P の総合清掃センターに当たる） 

- 中継基地： ジャブレ市・クルダハ市に、新処分場へ運搬するための中継基地を建設し、

中継輸送を開始する。 

- 医療廃棄物処理： 専用収集車を調達し、中間処理施設を建設する。 

 

イ．優先プロジェクト 

 2006 年までに完了すべき緊急プロジェクトとして、以下の機材調達／施設建設に係る F/S が実施

された。 

- 収集・道路清掃改善（機材調達） 

- リサイクルセンター－１の建設（既存コンポストプラントのリハビリを含む） 

- 既存処分場のリハビリ 

 

(2) ホムス市 

 2006 年までに完了すべき緊急プロジェクトとして、以下の機材調達／施設建設に係る F/S が実施され

た。この F/S は廃棄物管理全般について行われたため、現時点ではこの調査結果がホムス市におけるマス

タープランの位置づけで機能している。 

- 収集・道路清掃改善（機材調達） 

- 清掃センターの建設： 既存処分場にコンポスト化・選別・中継機能を持った清掃センタ

ーを建設する。中継は新設予定の新処分場への運搬を対象とする。（既存処分場供用中は、

前記全国 M/P の総合清掃センターに当たる） 

- 既存処分場のリハビリ： 新処分場が完成するまでの間、既存処分場を衛生的にリハビリ

して供用する。 

- 医療廃棄物処理： 専用収集車を調達し、中間処理施設を建設する。 

 

(3) 本プロジェクトとの関係 

 上述の F/S 結果が 2003 年 8 月の「シ」国の無償資金協力要請の土台となっており、要請プロジェクト

は F/S 対象プロジェクトそのものである。また、前段開調結果は、全国 M/P に取り入れられたと考えられ、

施設配置や必要機能等の面で全国 M/P と整合している。 

 

4. 廃棄物管理法 

 廃棄物管理に係る新法（Law of General Cleanliness for Administration Units and Its Beauty）が、2004 年 12 月

6 日に制定された。同法により、以下の廃棄物管理に係る処理責任等の大枠が定められた。廃棄物管理に係

る基本法と言え、上位計画の一つとして位置づける必要がある。なお、本プロジェクトの内容が当法に抵触

することはない。 

(1) 廃棄物の概略定義（都市一般廃棄物、産業廃棄物、有害廃棄物、医療廃棄物） 

(2) 都市一般廃棄物 
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- 都市一般廃棄物処理は、地方自治体が適切な方法で収集・運搬・処理・処分 

- 建設残土は、事業者が地方自治体の指示した処分場へ運搬 

- 50kg を超える廃棄物は、排出者が地方自治体の指示した処分場へ運搬 

- 農畜産業経営者は、その廃棄物を地方自治体の指示した方法で処分 

- ウェイストピッキングの禁止 

(3) 産業廃棄物 

- 産業廃棄物は、排出者責任で中間処理及び処分 

- 最終処分は、排出者が地方自治体の指示した処分場へ運搬 

(4) 有害廃棄物 

- 有害廃棄物は専門機関が無害化 

- 無害化に係る費用は、排出者、収集・運搬事業者、廃棄物となった製品の製作者等が負

担 

- 有害廃棄物の処理・運搬業者は許可が必要。 

(5) 医療廃棄物 

- 医療廃棄物は感染性のものや、鋭利なもの、放射性物質等の人体に危害を与えるもの 

- 医療廃棄物に当たらないものは都市一般廃棄物として処分 

- 医療機関が、医療廃棄物と都市一般廃棄物を分別 

- 医療廃棄物は、感染性と鋭利なものに分別 

- 医療廃棄物は専用車で運搬し、中間処理 

 

1-1-3 社会経済状況 

1. シリア国概況 

シリア国は、地中海の東側に位置し、北はトルコ、東はイラク、南はヨルダン、イスラエル、レバノンと

接する。その国土面積は我が国の約半分に当たる 18 万 5000km2、人口は約 1,800 万人（2003 年）である。首

都はダマスカス市に置いており、ダマスカス市の人口は約 150 万人（2003 年）である。 

国土は、概ね、海岸地域、山岳地域、内陸平野地域、砂漠地域の 4 つに分けることができる。プロジェク

トの対象地域のうち、ホムス市は内陸平野地域に属し、ラタキア市とラタキア周辺 3 市の一つであるジャブ

レ市は海岸地域に属す。ラタキア周辺 3 市のうち、アルハフェ市とクルダハ市は海岸地域と山岳地域にまた

がるように位置している。 

内陸平野地域は、冬季に比較的多くの降水量があるものの夏季は高温・乾燥し、寒暖差が大きい。海岸地

域は、年間を通じて温暖で降水量が比較的多い。山岳地域は、標高により気候が異なるものの、冬季は雨が

多くて寒く、夏季は涼しく過ごしやすい気候となる。 

シリア国の GDP は、219 億米ドル（2002 年）であり、経済成長率は 3.1%（2002 年）である。また、一人

当たりの GDP は 1,288 米ドル（2002 年）である。主要産業は、商業／サービス業、鉱工業、農業であり、商

業／サービス業が産業の約 45%を占める。鉱工業及び農業はそれぞれ約 26%ずつで商業／サービス業に続い

ている。鉱工業の中心は石油であり、1980 年代半ばの新油田発見以降、石油生産高を伸ばしている。現在の
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石油輸出収入は総輸出高の 60%（2002 年）以上となっており、石油が貴重な外貨取得源と言える。なお、確

認されている石油埋蔵量は、世界の 0.2%にあたる 25 億バレルであり、可採年数は約 11 年である。農業は、

果物、野菜及び綿花を中心としており、これらは石油及び石油製品に続く輸出主要品目となっている。 

シリア国の経済は 1990 年以降、低迷を続けており、2000 年 7 月に就任したバッシャール大統領は経済面

を中心とした改革を続けている。その結果、通信・出版・教育分野の規制緩和、証券市場・民間銀行の設立

等の政策が打ち出され、民衆の国内外事情の認識、政治意識や民主化・自由化を求める機運が高まってきて

いる。しかし、国内の既得権益層の抵抗や非効率な行政制度等から改革は必ずしも円滑には進捗していない。 

 

2. プロジェクト対象地域概況 

 プロジェクト対象地域の概況を以下に述べる。 

 

(1) ホムス市の概況 

 ホムス市はホムス県の県庁所在地である。ダマスカス市の北方約 160km、地中海から約 70km の内陸部

に位置し、市の面積は 140 km2である。県内に有名なパルミラ遺跡を有することと、首都ダマスカスから

アレッポやラタキアへ向かう際の通過点となることから、観光客が立ち寄ることも多い。地域一帯は農業

が主体の経済活動が行われているが、都市部では商工業が盛んである。なお、社会経済規模では、ダマス

カス市・アレッポ市に継ぐ「シ」国第 3 の都市になる。 

 

(2) ラタキア市 

ラタキア市はラタキア県の県庁所在地である。ダマスカス市の北方約 350km の地中海岸に位置し、市

の面積は 55 km2 である。「シ」国で数少ない海水浴場を有することから、「シ」国内及び海外からの観光

客で賑わう都市である。地域一帯は農業が主体の経済活動が行われているが、都市部では観光産業と商業

が盛んである。特に、貿易港を有していることから貿易に係る商業も行われている。なお、近年は、工業

化に力を入れている。社会経済規模では、ホムス市に継ぐ「シ」国第 4 の都市になる。 

 

(3) ジャブレ市 

 ラタキア市の南方約 30km に位置するラタキア県第 2 の都市であり、市の面積は 6 km2である。農業を

主体とするが、ラタキア市と同様に地中海岸に位置するため観光客が立ち寄ることが多い。観光開発は市

の課題の一つである。 

 

(4) アルハフェ市 

 ラタキア市の東方約 25km の山間部に位置するラタキア県第 4 の都市であり、4.5 km2の面積を有する。

山間部であることから夏季の避暑客が訪れることが多い。しかし、人口も少ないことから財政規模は比較

的小さい。 

 

(5) クルダハ市 

 ラタキア市の東南約 30km の山間部に位置するラタキア県第 3 の都市であり、14 km2の面積を有する。



- 36 - 

現大統領家の出身地ということもあり、町の美化意識が高い都市である。 

 

(6)  ラタキア市とラタキア周辺 3 市 

 ラタキア市、ジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ市の 4 市は、ラタキア県の主要都市である。この 4

市をコアにして 4 分割して行政管理が行われる場合がある。すなわち、ラタキア周辺 3 市は、ラタキア市

以外のラタキア県主要都市と言える。ラタキア県の人口は約 900 千人と推定されており、この 4 市の合計

人口は県人口の約 65%となる。 

 

3. 廃棄物に係る住民意識 

 住民の適正排出にかかる意識が低く、路上投棄、コンテナ外への排出が多く見られる。これは、収集活動

を困難にする一因である。また、3R（Reduce, Reuse, Recycle：発生抑制、再利用、再生利用）に対する意識

が低く、処分場残余年数対策や再利用・再生利用活性化に係る行動をとっている住民は非常に少ないと考え

られる。 

 住民啓蒙活動の強化が「シ」国の課題と言えるものの、その効率的かつ効果的な手法を模索中である。パ

イロットプロジェクト等の小規模の実験を繰り返しながら、各地方の風土に適応した手法を開発することが

必要である。特に、住民に適正排出・分別排出等を指導する場合、理由・効果・実績等を行政側が広報して

住民の意識と必要性に係る認識を高めていく必要があるため、適切な収集活動な実施、リサイクル施設／活

動の導入、リサイクル実績の整理等を先んじて行う必要があると考えられる。 

 

4. 3R（Reduce, Reuse, Recycle：発生抑制、再利用、再生利用）への対応 

 ウェイストピッカーと呼ばれる人達が処分場等で有価物を拾い出し、再利用・再生利用を行っているもの

の、行政としての本格的な取り組みは見られない。行政の 3R に係る認識は高いものの、ハード・ソフトの両

面で経験・技術力・資金力が不足している。 

 

5. ウェイストピッカーの存在 

 「シ」国では、長い間、ウェイストピッカーと呼ばれる廃品回収業者が処分場等から有価物を拾い出し、

廃棄物の再利用・再生利用を行ってきた。しかし処分場での作業は危険であるため、現在、処分場でのウェ

イストピッカーの勝手な活動は禁止されている。したがって、現在処分場で活動しているウェイストピッカ

ーは行政に活動を認められた業者のみであり、違法行為にはなっていない。 

処分場での活動に規制が設けられたことにより、追い出されたウェイストピッカーが都市内のコンテナや

集積所で活動する例が増加している。これが、コンテナ・集積所での廃棄物散乱の一因となっていると考え

られる。そのため、1-1-2、4.項で述べた廃棄物管理法で、街頭でのウェイストピッキングも禁止されること

となった。 

ウェイストピッカー排除は、彼らへの収入確保が必要となるため、廃棄物管理面のみでの完全な対応は困

難である。しかし、「シ」国側は、選別施設等の導入の際にウェイストピッカーの雇用も視野に入れているた

め、雇用方法等の整備が必要であると考えられる。 
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1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

1. 要請の内容 

「シ」国は、2003 年 8 月、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市の廃棄物管理機材・施設整備を目

的に、前段開調で優先プロジェクトと位置づけられた機材／施設整備について、事業資金に係る無償資金協

力を我が国へ要請した。 

 その要請内容は、表 1-2-1 に示すものであり、以下の 4 種類のコンポーネントに整理できる。 

(1) 中間処理・中継輸送施設の建設 

(2) 既存処分場のリハビリ及び処分場運営に必要な機材調達 

(3) 廃棄物収集・道路清掃に必要な機材調達 

(4) 住民啓蒙活動 

 

表 1-2-1 要請内容 

要請内容 
ホムス市 ラタキア市及びラタキア周辺 3 市 

施設建設 施設建設 
1. 清掃センター    1 式 1. リサイクルセンター 1 式 
2. 既存処分場リハビリ   1 式 2. 既存処分場リハビリ 1 式 
3. 医療廃棄物処理施設   1 式  
機材調達 機材調達 
1. 一般廃棄物収集車・道路清掃車 全 59 台 1. 一般廃棄物収集車・道路清掃車 全 47 台 
2. 医療廃棄物収集車 3 台 2. リサイクルセンター運営機材 全 6 台 
3. 清掃センター運営機材 全 8 台 3. 処分場運営機材 全 3 台 
4. 処分場運営機材 全 4 台  
その他 その他 
1. 住民啓蒙活動 1. 住民啓蒙活動 

 

2. 予備調査における要請内容確認 

 JICA は、2004 年 6 月に本プロジェクトに係る予備調査を実施し、優先コンポーネントを整理した。その結

果、以下の理由から、「廃棄物収集・道路清掃に必要な機材調達」に絞り込んだ無償資金協力の実施を提言し

た。 

(1) 中間処理／中継施設建設は、他のコンポーネントと比べて緊急性が低いと考えられる。 

(2) 既存処分場リハビリは、現在の改善状況からシリア国の自助努力で改善可能と考えられる。 

(3) 住民啓蒙活動は、無償資金協力スキームでの対応が困難と考えられる。 

(4) 廃棄物収集・道路清掃に必要な機材調達は、緊急性が高く早急な無償資金協力の必要性が高いと考え

られる。 

 

 なお、廃棄物収集・道路清掃に必要として 2003 年 8 月に要請された機材の数量は、前段開調時に 2006 年

を計画目標年次として設定されたものであった。したがって、2006 年に機材調達が完了すると考えられる本

無償資金協力で機材を調達しても、すぐに機材不足に陥る可能性が高いことから、要請機材数量の見直しが
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行われた。 

 

3. 基本設計調査における要請内容確認 

 本基本設計では、予備調査の合意・提言に基づき、本件の無償資金協力対象を「廃棄物収集・道路清掃に

必要な機材調達」へ絞り込むことを確認した。また、要請機材数は、予備調査の見直し数量であることを確

認した。 

 なお、基本設計時、「シ」国側から機材のスペアパーツ調達への協力が追加要請された。 

 廃棄物収集・道路清掃に必要な機材調達に係る「シ」国側要請機材内容の変遷を表 1-2-2 に示す。 

 

4. 要請プロジェクトの必要性 

2004 年現在、ホムス市：900t/日、ラタキア市：336t/日、ジャブレ市：70t/日、アルハフェ市：16t/日、クル

ダハ市：39t/日の都市一般廃棄物が発生しており、各市は、休日の金曜を除く 6 日間／週に廃棄物収集作業を

実施している。機材状態が良好な比較的新しい機材を中心に昼夜の 2 シフト作業も導入しているが、廃棄物

の収集・運搬機材の老朽化と不足により、プロジェクト対象地域の都市一般廃棄物の収集率は、発生量の約

61～83%程度である。 

即ち、ホムス市：150t/日、ラタキア市：126t/日、ジャブレ市：27t/日、アルハフェ市：4t/日、クルダハ市：

9t/日の都市一般廃棄物が日常収集活動で収集困難な量と考えられ、一部の地域で廃棄物の市内堆積が始まっ

ている。 

 また、ホムス市：約 2t/日、ラタキア市：約 1t/日の感染の危険性が高い医療廃棄物が発生しており、分別し

た専用収集が必要なものの、機材不足から約 25%しか収集されていない。専用収集されない医療廃棄物は都

市一般廃棄物として処分されるため、作業員や収集・運搬機材及び収集廃棄物を介した疾病の二次感染の危

険性が高い。 

 したがって、早急な収集・運搬機材の整備を必要としており、要請プロジェクトの必要性は高い。 
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表 1-2-2 要請機材内容の変遷 

機材数量単位： 台 
要請の段階 当初要請（2003 年 8 月） 予備調査時要請（2004 年 6 月） 基本設計時要請（2004 年 11 月） 

都市名 
 
 
 

機材名 

ホ
ム
ス 

ラ
タ
キ
ア 

ジ
ャ
ブ
レ 

ア
ル
ハ
フ
ェ 

ク
ル
ダ
ハ 

合
計 

ホ
ム
ス 

ラ
タ
キ
ア 

ジ
ャ
ブ
レ 

ア
ル
ハ
フ
ェ 

ク
ル
ダ
ハ 

合
計 

ホ
ム
ス 

ラ
タ
キ
ア 

ジ
ャ
ブ
レ 

ア
ル
ハ
フ
ェ 

ク
ル
ダ
ハ 

合
計 

コンパクタ車(8m3) 39 15 7 61 42 18 3 63 42 18 3  63 

コンパクタ車(4m3) 6 7 3 3 1 20 10 10 3 3 26 10 10 3 3  26 

コンパクタ車(2m3)   8  8 8  8 

ダンプトラック(8m3)    1 1 1  1 

ダンプトラック(6m3) 5 2 2 1 1 11 4 2 6 4 2  6 

医療廃棄物収集車   2 1  3 2 1  3 

ホイールローダ  1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

コンテナ洗浄車  1 1 3  3 3  3 

移動修理車   1 1  2 1 1  2 

道路清掃車 6  6 10 3 1 14 10 3 1  14 

散水車 3 2 5 2  2 2  2 

合計 59 28 13 4 2 106 65 51 10 5 1 132 65 51 10 5 1 132 

スペアパーツ    1 式 1 式 1 式 1 式 1 式  
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1-3 我が国の援助動向 

1. 技術協力 

平成 12 年 12 月～平成 14 年 1 月に JICA 開発調査：シリア国地方都市廃棄物管理計画（前段開調）が実施

された。この調査の結果は、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市の廃棄物管理に係る実質的なマス

タープランとなっており、ここで提案された優先プロジェクトが要請の骨格となっている。 

 

2. 過去の無償資金協力 

我が国は、過去に表 1-3-1 に示す 2 件の廃棄物管理に係る無償資金協力を実施した。本プロジェクトとの直

接的な関係はないが、「シ」国側は当 2 件で得た無償資金協力のプロジェクト管理ノウハウを活用できる。 

 

表 1-3-1  過去の無償資金協力 

No. 計画名 実施年度 事業費 概 要 

1 
ダマスカス市ごみ処理機材

改善計画 1995 年 6.24 億円

ダマスカス市のごみ収集・運搬及び最終

埋立処分場等の問題解決に必要な機材

の調達 

2 
アレッポ市ごみ処理機材整

備計画 1997 年 7.21 億円

アレッポ市のごみ収集・運搬及び最終埋

立処分場等の問題解決に必要な機材の

調達 
 

3. 過去の有償資金協力 

 廃棄物管理に係る有償資金協力は実施されていない。 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

 本プロジェクトに直接関与する他ドナーの協力はない。また、現時点では、ホムス・ラタキア両市の廃棄

物管理面への他ドナーの協力／計画はない。 

 なお、「シ」国には返済困難になっている独国資金協力の債務が約 5 億 DM（約 335 億円：1DM=67 円で換

算）あり、独国からは返済の代わりに返済資金を環境・教育等に係るプロジェクト実施に充当してよいとの

スワップ資金協力を得ている。これには「シ」国政府から独国政府への案件別申請が必要であり、承認され

るとプロジェクトコストの 2 倍の債務免除を受けることができる。この資金が様々な環境改善プロジェクト

に充当されている。ただし、地方自治体にとっては「シ」国政府からの助成金の扱いであり、援助機関によ

る直接的な協力ではない。また、プロジェクト資金を独国から直接的に得るものではなく、債務免除の条件

であるため、「シ」国が自国資金を調達する必要がある。そのため、プロジェクト実施機関の援助を受けてい

る認識は低い。なお、廃棄物管理関連では、これまでに 2 件の処分場建設／リハビリに充当されており、そ

のうち 1 件が本プロジェクトに関連するホムス市既存処分場のリハビリである。 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 

 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

「シ」国の廃棄物管理を統括する地方自治・環境省は、主要都市の廃棄物管理担当者等を集めたタスクフ

ォース（全国廃棄物管理マスタープランのステアリングコミッティの位置づけ）で全国的な廃棄物管理のマ

スタープランを策定中であるが、現時点では、図 2-1-1 に示すようにタスクフォースが全国各地方自治体のデ

ータ収集や情報交換等を実施している程度で、全国的に地方自治体を統括指導する形になっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 地方自治・環境省のタスクフォースと地方自治体の関係 

 

一方、2004 年 12 月に制定された廃棄物管理法で都市一般廃棄物の廃棄物管理責任者は各地方自治体である

と明確に位置づけられており、都市一般廃棄物については各地方自治体が独自に廃棄物管理の計画立案と運

営・維持管理を実施している。 

即ち、「シ」国の廃棄物収集、道路清掃、廃棄物最終処分等の清掃事業を含む廃棄物管理は、地方自治体の

責任で実施されており、プロジェクト対象地域では、ホムス市、ラタキア市、ジャブレ市、アルハフェ市及

びクルダハ市の各市がそれぞれの市域の清掃事業を実施している。 

なお、ラタキア市はラタキア周辺 3 市の代表機関として我が国関係者との折衝を行う。ラタキア周辺 3 市

は廃棄物管理機関として調達機材の運営・維持管理を実施する。 

各市では、それぞれの清掃担当部局が清掃作業を実施している。ホムス市の清掃担当部局は独立した一つ

の局となっているが、他市は、保健セクターが担当している。 

機材維持管理は、ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市が市の自動車・建設機械を一括管理する車両管理

座長 
地方自治・環境省 副大臣

全国廃棄物管理マスタープラン ステアリングコミッティ 

地方自治体代表 
ダマスカス市／ホムス市 

地方自治・環境省

担当 

地方自治体 地方自治体 地方自治体 地方自治体 

情報交換
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部局が担当しているものの、自治体の規模が小さく機材数の少ないアルハフェ市及びクルダハ市は機材管理

専門部局を設置していない。ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市では、廃棄物収集・運搬機材の所属は、

運転手を含めて車両管理部局となっている。しかし、廃棄物収集・運搬機材は、一旦車庫を出ると清掃局／

清掃部の指揮下に入る。 

環境保全に係る意識は全国的に高まってきており、大都市を中心に保健局清掃部から清掃局への引き上げ

が図られている。ホムス市は、2004 年 9 月に清掃局が創設された。ラタキア市も地方自治・環境省へ引き上

げの申請をしているが、2004 年 12 月に取りまとめられた全国 M/P の結果を反映させるために再検討を実施

している。清掃局として独立することにより、迅速な意志決定と効率的な経営資源活用等が期待されている。 

以下に各市の実施体制を述べる。 

 

1. ホムス市 

ホムス市の廃棄物管理は、図 2-1-2 に示す清掃局が実施している。収集から処分までの一貫作業を担当して

おり、局として独立しているため、清掃局長の指揮下で効率的に廃棄物管理作業を実施している。本無償資

金協力で調達する機材は清掃局の収集・清掃部で活用されることとなる。同部は 770 人の要員を有しており、

広範囲に収集・運搬作業要員を展開する能力を有している。清掃局の車両部は、車両維持管理担当部ではな

く、配車係の機能を果たしている。 

機材の点検・整備等の作業は市保有全機材を取り扱う車両管理局が行う。76 人の修理スタッフを擁し、日

常的な点検・整備には十分に対応可能である。しかし、車両管理局のワークショップで実施する作業は、オ

イル交換や簡易な部品交換程度であり、主要な修理・大規模整備は民間整備工場へ委託している。 

収集・運搬作業に活用される経営資源の所属は以下のようになっている。 

清掃局収集・清掃部： 収集・運搬機材の運転手以外の作業クルー、人力清掃作業員とそのツール 

車両管理局： 収集・運搬機材とその運転手 

 

機材の運転手は車両管理局の所属であるが、出庫後、清掃局の指揮下に入って収集・運搬作業を実施する。

現段階で活用されている収集・運搬機材数合計は 60 台であるが、運転手は廃棄物管理機材用に 112 人おり、

2 交代作業等を実施する場合にも対応可能である。 

 なお、ホムス市では、衛生局環境部が廃棄物管理の計画策定やモニタリングへ協力している。 
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：プロジェクトの担当部局

機材の活用：　清掃局収集・清掃部

機材の運転・維持管理：　車両管理局

清掃局 車両管理局
修理76人

運転手112人

収集・清掃部
770人

殺虫・保全部車両部 事務・財務部 処理・処分部

環境部

衛生局 財務局 総務局

市長

 
図 2-1-2 ホムス市の廃棄物管理組織図 

 

2. ラタキア市 

ラタキア市の廃棄物管理は、図 2-1-3 に示す保健局清掃部と廃棄物処理局が担当している。本無償資金協力

で調達する機材は保健局清掃部で活用されることとなる。同部は 704 人の要員を有しており、広範囲に収集・

運搬作業要員を展開する能力を有している。 

なお、廃棄物処理局は、廃棄物のコンポスト化と最終処分を担当しており、日常的に保健局清掃部と協力

して廃棄物管理作業を実施している。 

機材の点検・整備等の作業は市保有全機材を取り扱う車両管理局が行う。30 人の修理スタッフを擁し、日

常的な点検・整備には十分に対応可能である。しかし、車両管理局のワークショップで実施する作業は、オ

イル交換や簡易な部品交換程度であり、主要な修理・大規模整備は民間整備工場へ委託している。 

収集・運搬作業に活用される経営資源の所属は以下のようになっている。 

保健局清掃部： 収集・運搬機材の運転手以外の作業クルー、人力清掃作業員とそのツール 

車両管理局： 収集・運搬機材とその運転手 

 

機材の運転手は車両管理局の所属であるが、出庫後、保健局清掃部の指揮下に入って収集・運搬作業を実

施する。現段階で活用されている収集・運搬機材数合計は 77 台であるが、運転手は廃棄物管理機材用に 120

人おり、2 交代作業等を実施する場合にも対応可能である。 

 なお、ラタキア市では、技術局が廃棄物管理の計画策定やモニタリングへ協力している。 

 廃棄物管理の計画策定、収集・運搬、処理・処分、モニタリングの各段階で異なる局が関与するため、意

思決定や経営資源活用等の面で障害が発生する可能性がある。ラタキア市は問題点を認識しており、早期に

ホムス市と同様の清掃局としての独立をすることを計画している。 
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：プロジェクトの担当部局

機材の活用：　保健局清掃部収集課／道路清掃課

機材の運転・維持管理：　車両管理局

保健局 車両管理局
修理30人

運転手120人

廃棄物処理局 技術局 総務局

市長

ｺﾝﾎﾟｽﾄﾌﾟﾗﾝﾄ部 埋立部清掃部
704人

財務局

保健部

 
図 2-1-3 ラタキア市の廃棄物管理組織図 

 

3. ジャブレ市 

ジャブレ市の廃棄物管理は、図 2-1-4 に示す保健局清掃部が担当している。本無償資金協力で調達する機材

は当保健局清掃部で活用されることとなる。同部は 125 人の要員を有しており、約 68t/日の廃棄物発生量に

十分対応できる。 

なお、最終処分場を有しておるが、現段階ではほとんど管理を実施していない。 

機材の運転・管理は市保有全機材を取り扱う財務局車両管理部が行う。25 人のスタッフを擁しているが、

このほとんどは廃棄物処理機材の運行要員であり、点検・整備は当部で実施していない。オイル交換を含む

機材の整備・修理は、民間整備工場へ委託している。 

収集・運搬作業に活用される経営資源の所属は以下のようになっている。 

保健局清掃部： 収集・運搬機材の運転手以外の作業クルー、人力清掃作業員とそのツール 

財務局車両管理部： 収集・運搬機材とその運転手 

 

機材の運転手は車両管理局の所属であるが、出庫後、清掃局の指揮下に入って収集・運搬作業を実施する。

現段階で活用されている収集・運搬機材数合計は 7 台であるが、25 人の十分な運行要員を保有している。 

 廃棄物管理の計画策定、処理・処分、モニタリング等の作業の実施体制は十分でないため、本プロジェク

トを契機に構築されたラタキア市清掃関係者の人的ネットワークを活用し、ラタキア市の保有する技術的ノ

ウハウを活用していく必要がある。 
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：プロジェクトの担当部局

機材の活用：　保健局清掃部

機材の運転・維持管理：　財務局車両管理部

保健局 技術局 総務局

市長

清掃部
125人

財務局

保健部 車両管理部
25人

経理部

 
図 2-1-4 ジャブレ市の廃棄物管理組織図 

 

4. アルハフェ市 

アルハフェ市は、市の行政規模や範囲が小さく、ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市のような明確な部

局制は敷かれていない。市の行政は食品管理等の保健衛生管理が主要業務であることから、保健部と総務・

財務部に 2 分される。 

アルハフェ市の廃棄物管理は、図 2-1-5 に示す保健部の清掃係が担当している。本無償資金協力で調達する

機材は同清掃係で活用されることとなる。同係は運転手を含めて 22 人の要員を有している。現在の保有機材

が 2 台のトラクタしかないこと、廃棄物発生量が約 16t/日であることから、要員数は十分である。 

なお、最終処分場を有しておるが、現段階ではほとんど管理を実施していない。 

機材の点検・整備は、組織立って実施しておらず、清掃係の要員が委託している民間整備工場へ持ち込む

方法で実施している。 

 廃棄物管理の計画策定、処理・処分、モニタリング等の作業の実施体制は十分でないため、本プロジェク

トを契機に構築されたラタキア市清掃関係者の人的ネットワークを活用し、ラタキア市の保有する技術的ノ

ウハウを活用していく必要がある。 

 

：プロジェクトの担当部局

機材の活用／維持管理：　保健部清掃係

保健部 総務・財務部

市長

清掃係
22人

保健係 経理係 出納係

 
 

図 2-1-5 アルハフェ市の廃棄物管理組織図 
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5. クルダハ市 

クルダハ市は、市の行政規模や範囲が小さく、アルハフェ市と同様に、行政組織は保健部と総務・財務部

に 2 分される。 

クルダハ市の廃棄物管理は、図 2-1-6 に示す保健部の清掃係が担当している。本無償資金協力で調達する機

材は同清掃係で活用されることとなる。運転手は清掃係とは別の枠に位置づけられており、清掃作業員 11 人、

運転手 7 人の合計 18 人の要員体制である。現在の保有機材が計 5 台であること、廃棄物発生量が約 39t/日で

あることから、要員数は十分である。 

なお、最終処分場は有しておらず、処理・処分の計画もないことから、処理・処分に係る組織は必要ない。 

機材の点検・整備は、組織立って実施しておらず、清掃係の要員が委託している民間整備工場へ持ち込む

方法で実施している。 

 廃棄物管理の計画策定、処理・処分、モニタリング等の作業の実施体制は十分でないため、本プロジェク

トを契機に構築されたラタキア市清掃関係者の人的ネットワークを活用し、ラタキア市の保有する技術的ノ

ウハウを活用していく必要がある。 

 

：プロジェクトの担当部局

機材の活用／維持管理：　保健部清掃係／運転手

保健部

市長

運転手
7人

保健係清掃係
11人

総務・財務部

経理係 出納係

 
 

図 2-1-6 クルダハ市の廃棄物管理組織図 
 

2-1-2 財政・予算 

 プロジェクト対象地域の各市は、予算を職員給与、運営・維持管理、投資、ローン等に分割して管理して

いる。予算は、全市横断的に管理されており、局ごとやセクターごとの縦割り管理は実施されていない。た

だし、職員数、活動状況や支出項目等からセクターごとの支出状況を把握することは可能であり、各市の廃

棄物管理セクターは活動状況等から支出管理を行っている。 

 廃棄物管理の日常的な運営・維持管理費は、市予算の職員給与と運営・維持管理の費目から支出される。

また、収集・運搬機材等を購入する場合は投資の費目から支出され、ローン返済がある場合はローン等の費

目から支出される。 

 また、「シ」国では地方自治体が清掃料金を市民や事業所から徴収しているものの、これらは租税類の扱い

を受けており、地方自治体の一般財源に組み込まれる。したがって、清掃料金を直接的に廃棄物管理事業費

に充当することはできない。清掃料金は廃棄物管理事業の収入とは考えられておらず、地方自治体の行政財
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源の一つと考えられている。 

 各市の財政・予算状況を以下に述べる。 

 

1. ホムス市 

過去 3 年間のホムス市全体及び廃棄物管理予算の状況を表 2-1-1 に示す。市全体予算及び廃棄物管理予算と

もに年率 10～20%程度の増加率で安定して増加しており、今後も現在と同様の予算規模を確保できると考え

られる。 

なお、廃棄物管理予算は、予算規模約 160 百万シリアポンド（SP）及び市予算の約 20%と安定している。 

 

表 2-1-1 ホムス市の予算推移（単位：千 SP） 

2001 年 2002 年 2003 年 
費目 

実績 実績 実績 

市全体       
  職員給与 200,057 236,850 238,455 
  運営・維持管理 121,293 131,281 120,783 
  投資 216,579 312,777 421,954 
  ローン等 71,556 55,673 57,004 
  合計 609,485 736,581 838,196 
  前年比  121% 114% 

廃棄物管理のみ      
  職員給与  90,000  110,000 118,000 
  油脂  10,000  10,000 10,000 
  維持管理  17,000  17,000 19,000 
  健康管理  5,000  5,000 6,000 
  制服  4,000  4,000 4,000 
  食事手当て  5,000  3,600 2,500 
  機材調達  5,000  5,000 6,000 
  合計  136,000  154,600 165,500 
  前年比     114% 107% 
  市全体に占める割合  22%  21% 20% 
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2. ラタキア市 

過去 3 年間のラタキア市全体及び廃棄物管理予算の状況を表 2-1-2 に示す。市全体の予算規模は、8～9 億

SP である。2003 年の予算実績は前年実績を下回っているが、これは投資が少なかったことが原因であり、給

与や運営・維持管理費は安定している。今後も現在の給与／運営・維持管理費の予算規模を安定して確保で

きると考えられる。 

なお、廃棄物管理予算は、予算規模約 120 百万 SP 及び市予算の約 15%と安定している。 

 

表 2-1-2 ラタキア市の予算推移（単位：千 SP） 

2001 年 2002 年 2003 年 
費目 

実績 実績 実績 

市全体       
  職員給与 171,329 202,438 219,607 
  運営・維持管理 126,978 117,694 129,963 
  投資 280,941 522,127 443,230 
  ローン等 27,312 37,475 39,656 
  合計 606,560 879,734 832,456 
  前年比   145% 95% 

廃棄物管理のみ         
  職員給与  56,000  73,097  74,651 
  油脂  7,900  8,700  9,900 
  維持管理  21,100  21,322  23,199 
  健康管理  2,600  2,850  4,100 
  制服  3,800  4,200  4,785 
  食事手当て  3,399  3,528  3,680 
  機材調達  4,300  4,800  5,300 
  合計  99,099  118,497  125,615 
  前年比     120%  106% 
  市全体に占める割合  16%  13%  15% 
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3. ジャブレ市 

過去 3 年間のジャブレ市全体及び廃棄物管理予算の状況を表 2-1-3 に示す。市全体の予算規模は 90 百万 SP

で、10%程度の割合での増加傾向にある。廃棄物管理予算規模は、市予算の 13～14%程度であり、予算規模

は 12 百万 SP 程度と安定している。今後も現在の給与／運営・維持管理費の予算規模を安定して確保できる

と考えられる。 

 

表 2-1-3 ジャブレ市の予算推移（単位：千 SP） 

2001 年 2002 年 2003 年 
費目 

実績 実績 実績 

市全体       
  職員給与 15,758 17,217 18,351 
  運営・維持管理 7,836 8,230 6,375 
  投資 14,383 18,639 21,807 
  ローン等 37,977 44,086 46,534 
  合計 75,954 88,172 93,067 
  前年比   116% 106% 

廃棄物管理のみ       
  職員給与 5,932 7,123 7,577 
  油脂 1,203 1,171 1,181 
  維持管理 1,678 2,566 2,125 
  健康管理 0 0 0 
  制服 583 428 407 
  食事手当て 609 484 465 
  機材調達 430 388 390 
  合計 10,435 12,160 12,145 
  前年比   117% 100% 
  市全体に占める割合 14% 14% 13% 
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4. アルハフェ市 

過去 3 年間のアルハフェ市全体及び廃棄物管理予算の状況を表 2-1-4 に示す。市全体の予算規模は、10 百

万 SP 前後である。2003 年の予算実績は前年実績を下回っているが、これは投資が少なかったことが原因で

あり、給与や運営・維持管理費は安定している。今後も現在の給与／運営・維持管理費の予算規模を安定し

て確保できると考えられる。 

なお、廃棄物管理予算は、予算規模約 3 百万 SP 弱で安定している。 

 

表 2-1-4 アルハフェ市の予算推移（単位：千 SP） 

2001 年 2002 年 2003 年 
費目 

実績 実績 実績 

市全体       
  職員給与 2,471 2,806 3,207 
  運営・維持管理 2,016 2,317 2,528 
  投資 9,105 6,841 1,555 
  ローン等 0 0 0 
  合計 13,592 11,964 7,290 
  前年比   88% 61% 

廃棄物管理のみ        
  職員給与  1,644  1,873  2,094 
  油脂  107  105  92 
  維持管理  365  526  293 
  健康管理  0  0  0 
  制服  100  110  109 
  食事手当て  88  91  95 
  機材調達  128  170  125 
  合計  2,432  2,875  2,808 
  前年比     118%  98% 
  市全体に占める割合  18%  24%  39% 
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5. クルダハ市 

過去 3 年間のクルダハ市全体及び廃棄物管理予算の状況を表 2-1-5 に示す。投資の有無でばらつきが発生す

るものの、市全体の予算規模は 6～7 百万 SP 前後である。給与や運営・維持管理費は安定しており、今後も

現在の給与／運営・維持管理費の予算規模を安定して確保できると考えられる。 

なお、投資額が少ないため、廃棄物管理費の市予算に占める割合が 50%以上と高くなっているが、予算規

模は約 3.5 百万 SP 弱で安定している。 

 

表 2-1-5 クルダハ市の予算推移（単位：千 SP） 

2001 年 2002 年 2003 年 
費目 

実績 実績 実績 

市全体       
  職員給与 2,684 2,420 3,000 
  運営・維持管理 2,680 2,890 3,025 
  投資 998 272 200 
  ローン等 377 500 382 
  合計 6,739 6,082 6,607 
  前年比   90% 109% 

廃棄物管理のみ       
  職員給与 535 889 1,092 
  油脂 1,204 1,390 1,167 
  維持管理 860 860 878 
  健康管理 0 0 0 
  制服 0 6 20 
  食事手当て 23 24 44 
  機材調達 329 385 348 
  合計 2,951 3,554 3,549 
  前年比   120% 100% 
  市全体に占める割合 44% 58% 54% 

 

2-1-3 技術水準 

 プロジェクト対象地域の各市は、機材不足ながら機材能力を最大限に引き出すように収集・運搬車両を運

行管理しており、廃棄物収集・運搬に必要な技術力を十分に有している。 

 本プロジェクトで調達する機材は、現在活用されている既存機材と同種の機材である上、汎用機材である。

そのため、プロジェクトの実施機関や実施機関が整備委託している民間整備工場が有する整備ノウハウで維

持管理が可能である。 

 したがって、プロジェクト実施機関はプロジェクトに必要な運営・維持管理能力を十分に有していると評

価できる。 
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2-1-4 既存施設・機材 

1. 既存施設・機材 

 既存施設・機材の状況は 1-1-1-2 で述べたとおりである。 

 

2.  廃棄物管理インフラ整備の将来計画と進捗状況 

 現在、ホムス市・ラタキア市・ラタキア周辺 3 市は、前段開調結果に沿って廃棄物管理インフラの整備に

着手している。インフラ整備進捗状況は以下のとおりである。 

なお、「シ」国は当インフラ整備により、図 2-1-7 の廃棄物の流れを構築する計画である。 
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ラタキア市
新広域処分場
衛生埋立処分

ホムス市

都市一般廃棄物

医療廃棄物

収集困難
発生の5%

委託業者収集

市の収集

市の専用車収集

ホムス市
新広域処分場
衛生埋立処分

ラタキア市

都市一般廃棄物

医療廃棄物

収集困難
10%

市の収集

市の専用車収集

自家焼却

焼却処理

ジャブレ市

都市一般廃棄物

医療廃棄物

収集困難
10%

市の収集

自家運搬

自家焼却

焼却処理

都市一般廃棄物

アルハフェ市

都市一般廃棄物 収集困難
10%

市の収集

クルダハ市

医療廃棄物

都市一般廃棄物 収集困難
10%

市の収集

自家運搬

注）　中間処理残渣は都市一般廃棄物として収集される。

　　　コンポスト化・有価物選別しきれない量は、衛生埋立する。

　　　ジャブレ、アルハフェ、クルダハのコンポスト化・有価物選別は、新処分場併設施設。

コンポスト化
有価物選別

中継

中間処理
焼却／蒸気滅菌

コンポスト化
有価物選別

中継 コンポスト化
有価物選別

中継

コンポスト化
有価物選別

中継 コンポスト化
有価物選別

焼却処理 中継

既存 増強 新設  
図 2-1-7 計画中のインフラ整備後の廃棄物の流れ 
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(1) ホムス市 

 ホムス市はマグリア処分場と称する広域処分場を建設し、そこで周辺市町村の廃棄物を広く受け入れ、

衛生埋立する計画である。これに伴い、既存処分場は閉鎖し、隣接地にコンポスト化施設・選別施設・中

継施設を備えた清掃センターを建設し、市内の収集廃棄物を中継輸送する計画である。 

 医療廃棄物については、中間処理施設を建設し、中間処理後に埋立処理する計画である。 

 

ア．収集・道路清掃機材の調達 

 前段開調後の 2001 年、地方自治・環境省を通し、4 台のコンパクタ車を調達した。しかし、依然

として収集・道路清掃機材の不足は続いており、今回の無償資金協力で不足を解消する計画である。 

 

イ．清掃センターの建設 

 建設費として我が国の無償資金協力を要請したが、現時点では「シ」国資金または他ドナーの協

力により建設することとしている。 

しかし、追って述べる医療廃棄物処理施設や新処分場建設の優先度が高く、計画は規模を含め具

体化していない。 

中継基地は、2008 年の新処分場完成と同時に必要となるため、新処分場と同時に整備が行われる。

中継基地については、建設費が安いコンクリートフロアでのホイールローダでの積み替えを考えて

いる。中継基地建設費用は、60 百万 SP（約 120 百万円）と見積もられており、新処分場と同時に資

金調達することを考えている。 

 

ウ．既存処分場のリハビリ 

 既存処分場の浸出水対策とガス抜きの充実等のリハビリ資金について我が国の無償資金協力を要

請したが、現時点では「シ」国資金で進め始めている。作業は、運営の一部として進めている。な

お、2005～2008 年に必要な費用は 50 百万 SP（約 100 百万円）と見積もられている。 

 

エ．医療廃棄物処理体制の整備 

 専用収集車については、上述の収集・道路清掃機材の調達と同時に、今回の無償資金協力で調達

する計画である。 

医療廃棄物の中間処理施設の建設については、前段開調の提案（2005 年に 100kg/h の高圧蒸気滅

菌装置を設置する）に基づき、2004 年 9 月に医療廃棄物処理事業に対する公募を行った。しかし、

当事業が収集から焼却または高圧蒸気滅菌処理までを 5 年間の BOT 案件としたため、民間業者にと

って魅力が低くなり、応募者はなかった。 

したがって事業化計画の再検討をし、現在、以下の内容で 2005 年内に医療廃棄物処理施設を完成

させるよう、入札図書の作成等の準備作業を実施中である。なお、施設建設費用は、62 百万 SP（約

124 百万円）を見込んでおり、現時点では「シ」国資金を充当予定である。 

（ア） 収集対象：第一段階として大・中規模の 33 病院を収集対象とする。 
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（イ） 収集業務：市の業務とする。（民間委託範囲は無害化処理と最終処分とする） 

（ウ） 処理施設：市の施設として建設する。高圧蒸気滅菌装置をベースとするが、焼却炉につ

いての検討も引続き行う。 

（エ） 施設運転：民間委託を計画している。 

（オ） 設置場所：既存処分場隣接地を予定。 

 

オ．新処分場の建設 

前段開調時には、マグリア処分場と称する新広域処分場を2004～2005年に建設する予定であった。

現時点では、若干遅れており、既存処分場が満杯となる 2007 年までに建設し、2008 年から供用開始

する計画としている。100ha の土地を計画しているが、約 40%の土地取得は完了していない。現在、

EIA の基礎的な調査は完了しているが、本格的な評価・報告書作成には至っていない。現在、ホム

ス県を上げて計画どおりの完成を目指して業務を実施している。現在の計画工程は図 2-1-8 のとおり

である。 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
土地利用、地下水調査 完了       
建設位置の確定 ▽       
地形・地質詳細調査        
EIA        
施設設計        
土地取得   ▽     
建設工事        
供用開始        

図 2-1-8 ホムス市新処分場建設工程 

 

新処分場予定地に最も近い村は、700m 離れた住民約 2,000 人の村である。住民の中には建設反対

の意見を持った者もいる。したがって、対応策検討のために若干の遅れが発生する可能性がある。

現段階では、ホムス市は「彼らは、既存処分場のリハビリ前の状態をイメージして反対しているの

であり、リハビリ後の実態を説明するとともに、EIA 結果で科学的に説明すれば協力を得られる」

と考えている。 

建設費は、土地購入以外に約 500 百万 SP（約 1,000 百万円）を想定しており、国際援助を含めた

資金調達を計画している。 

 

(2) ラタキア市 

 ラタキア市はアルカシア処分場と称する広域処分場を建設し、そこで周辺市町村の廃棄物を広く受け入

れ、衛生埋立する計画である。これに伴い、既存処分場は閉鎖する計画である。新広域処分場は、リサイ

クル施設を備えた総合清掃センターとする計画である。 

 医療廃棄物については、適切な専用車収集を実施し、既存の焼却炉で焼却処理する計画である。 

 



- 56 - 

ア．収集・道路清掃機材の調達 

 前段開調後の 2001 年、地方自治・環境省を通して 2 台のコンパクタ車を調達した。しかし、依然

として収集・道路清掃機材の不足は続いており、今回の無償資金協力で不足を解消する計画である。 

 

イ．既存コンポストプラントのリハビリ 

 前段開調のパイロットスタディで、分別された廃棄物を受け入れることにより良質のコンポスト

を生産できることが確認され、既存施設の改善が提言された。ラタキア市は、当提言にしたがって

既存プラントのリハビリを実施する計画であり、その資金について我が国の無償資金協力を要請し

た。しかし、現時点では「シ」国資金により建設する予定である。 

 なお、施設規模は受入量 15t/日程度のものとし、2005 年初旬からリハビリを開始し、2006 年初旬

の供用開始を目標にしている。 

 

ウ．既存処分場のリハビリ 

 リハビリ資金について我が国の無償資金協力を要請したが、現時点では前段開調の提言に基づき、

「シ」国の資金によりリハビリを進めている。なお、リハビリ工事完了目標を 2005 年下旬としてい

る。 

リハビリ対象は、用地の約半分に当たるゾーン 3 である。リハビリ内容はゾーン 1 と 2 とほぼ同

じで、既存の堆積廃棄物を一箇所集積させるとともに周囲に堰堤を築き、内側には新受入スペース

を確保するものである。また、浸出水対策として粘土層の敷設、集水管・貯留池の設置等を行う。 

本リハビリ及びその後の埋立業務に要する費用は約 75 百万 SP（約 150 百万円）と見積もられて

おり、中央政府助成予算が確保されている。2005 年初旬には、工事の入札が行われる予定である。

ゾーン 1 及び 2 のリハビリは国営業者と埋立業務を含む随意契約を行ったが、ゾーン 3 については

コスト削減等の見地から、リハビリと埋立業務を分割し、民間業者へ競札を通しての発注をする予

定である。 

 

エ．医療廃棄物処理体制の整備 

 専用収集車については、上述の収集・道路清掃機材の調達と同時に、今回の無償資金協力で調達

する計画である。 

 中間処理施設については、現時点で十分な能力があるため、特段の具体的な新設計画はない。し

かし、今後、ラタキア県を 4 エリア（ラタキア地区、ジャブレ地区、アルハフェ地区、クルダハ地

区）に分けて集中焼却をすることを考えており、現時点で焼却炉がないアルハフェ地区、クルダハ

地区に焼却炉を設置することとしている。アルハフェ地区は、建設中の国立病院が整備することと

なっており、クルダハ地区には既存国立病院内に設置予定である。 

 

オ．新処分場と総合清掃センターの建設 

 ラタキア市郊外のアルカシアに新広域処分場と選別・コンポストプラント等を備えた総合清掃セ
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ンターの建設を計画している。これは前段開帳及び全国 M/P の両者で提案されているものであり、

建設の必要性に係る認識は高い。現時点では図 2-1-9 のスケジュールによる建設を計画しているもの

の、第 1 期工事に約 135 百万 SP（約 270 百万円）必要と考えられている資金の資金源は確定してお

らず、我が国の無償資金協力を含めた国際協力も含めた資金調達方法を検討している。 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EIA のための予備調査        
地形・地質詳細調査        
EIA        
施設設計        
土地取得   ▽     
建設工事        
供用        

図 2-1-9 ラタキア市新処分場建設工程 

建設予定地は約 60ha であり、用地そのものは軍所有の国有地であるため、用地取得に大きな障害

はない。処分場予定地に近い村が 3 箇所あるが、最も近いもので 2km 離れており、住民への環境影

響はほとんどないと言える。しかし、既存処分場のリハビリ前の状態から発火・発煙・ハエ等の発

生を心配している住民もいるので、リハビリ後の状況を説明するとともに、EIA 結果を説明すれば

協力を得られるとラタキア市は考えている。なお、処分場予定地の直ぐ横の民地に 2 軒の民家が最

近建ったが、ラタキア市の廃棄物収集業務従事者であり、処分場が出来ることを承知で住んでいる

ため問題ないとのことである。 

 

カ．ワークショップの移転 

 廃棄物収集車両の車庫兼メンテナンス施設となるワークショップは、近隣の住宅開発が進んでき

たことから既存施設の移転を求められており、2005 年中に新たなワークショップを建設し移転する

計画である。ラタキア市が新予定地の土地保有者である上、見積もられている建設・移転費用は約

40 百万 SP（約 80 百万円）と比較的小額であることから、現時点では移転に係る障害はない。 

 

(3) ジャブレ市 

 ジャブレ市は、既存処分場を閉鎖し、ラタキア市の新処分場であるアルカシア処分場へ廃棄物を運搬す

る計画である。 

 

ア．収集・道路清掃機材の調達 

 前段開調後の 2001 年、地方自治・環境省を通して 1 台のコンパクタ車を調達した。しかし、依然

として収集・道路清掃機材の不足は続いており、今回の無償資金協力で不足を解消する計画である。 

 

イ．既存処分場の閉鎖 

 オープンダンピングの既存処分場を閉鎖し、新設されるアルカシアの広域処分場へ運搬する計画

である。 
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しかし、アルカシア処分場供用開始まで約 3.5 年間を要する。既存処分場は環境に多大な悪影響を

及ぼしているため、直ちに閉鎖し、当面、ラタキア市の既存処分場へ運搬して衛生埋立をする計画

である。ラタキア市既存処分場への運搬に係るラタキア県知事の承認は降りており、現在詳細事項

の調整を実施中である。 

 

ウ．中継基地の建設 

 アルカシアでの広域処分計画に伴い、アルカシアへ運搬するための中継基地を建設する計画であ

る。しかし、当広域処分場供用開始まで約 3.5 年間の期間があることから、計画はまだ具体化してい

ない。これは、新処分場建設開始後に整備されることとなる。 

 

(4) アルハフェ市 

 アルハフェ市は、既存処分場を閉鎖し、ラタキア市の新処分場であるアルカシア処分場へ廃棄物を運搬

する計画である。 

 

ア．収集・道路清掃機材の調達 

 1990 年以降、新規機材調達は実施されていない。収集機材は大きく不足しており、今回の無償資

金協力で不足を解消する計画である。 

 

イ．既存処分場の処分方法改善 

 オープンダンピングの既存処分場を閉鎖し、新設されるアルカシアの広域処分場へ運搬する計画

である。 

しかし、アルカシア処分場供用開始まで約 3.5 年間を要する。既存処分場は環境に悪影響を及ぼし

ているものの、立地条件が比較的良い上、処分量が少ないことから、当面、供用を継続する計画で

ある。なお、必要最低限の処置として、覆土の実施を計画している。 

 

(5) クルダハ市 

 クルダハ市は、ラタキア市の新処分場であるアルカシア処分場の供用開始と同時に、廃棄物の運搬先を

ラタキア市既存処分場からアルカシア処分場へ変更する計画である。 

 

ア．収集・道路清掃機材の調達 

 収集機材は、概ね十分な量を保有している。しかし、公園・街路樹の剪定廃棄物や雨で山間部か

ら流されてくる樹木類を積み込むためのホイールローダ及びトラクタの老朽化が目立ってきている

ため、更新をする計画である。その資金については、今回の無償資金協力が計画されている。 

 

ウ．中継基地の建設 

 アルカシアでの広域処分計画に伴い、アルカシアへ運搬するための中継基地を建設する計画であ

る。しかし、当広域処分場供用開始まで約 3.5 年間の期間があることから、計画はまだ具体化してい
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ない。これは、新処分場建設開始後に整備されることとなる。 

 

2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

 本プロジェクトの関連インフラは港湾と道路である。港湾及び道路の状況を以下に述べる。 

 

1. 港湾 

 プロジェクトで調達する機材は、「シ」国の代表的な貿易港であるラタキア港またはタルトゥス港で荷揚げ

される。両港とも機材の荷揚げ及び通関作業に十分な施設を有している。 

 

2. 道路 

 上述の港湾から各プロジェクト対象地域までの道路は舗装されており、機材の運搬に十分である。したが

って、機材の内陸輸送に支障はない。 

 また、プロジェクト対象地域においても、すでに廃棄物の収集・運搬作業に活用する道路は十分に舗装さ

れており、機材選定の際に特段の留意事項はない。 

 

2-2-2 自然条件 

 プロジェクト対象地域の気候は、表 2-1-6 のとおりである。夏季に気温が 40 度を超えることがあるものの

一般的に温暖な気候である。したがって、設計等に特段の留意は必要ない。 

 

表 2-1-6 プロジェクト対象地域の自然条件 

条件 ホムス市周辺 ラタキア市周辺 
平均気温（1998-2002 年） 18 度 20 度 
平均最高気温（2002 年） 23.4 度 23.5 度 
平均最低気温（2002 年） 11.8 度 16.5 度 
最高気温（2002 年） 42.2 度 36.7 度 
最低気温（2002 年） -2.4 度 2.0 度 
平均降水量（1998-2002 年） 348mm/年 665mm/年 
平均湿度（2002 年） 66% 67% 

   出典： Statistical Abstract 2003, the Government of Syria 

 

2-2-3 その他 

 本プロジェクトは廃棄物の収集・運搬を改善するものであるため、プロジェクトによる負の環境影響は少

ない。しかし、以下の事項に留意して機材選定及び機材活用をする必要がある。 

 

1. コンテナ収集時の騒音 

 コンテナを地上に降ろす際に大きな衝撃音を発することがある。時折、これを騒音とする苦情があるよう

である。しかし、現地実施機関は、苦情を言うのは「何にでも苦情を言う限られた小数の人々」であること、
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大多数の人々は騒音と感じていないと考えられること、技術的な仕様で解決するのが困難であることから、

今後も住民理解を繰り返し求めていく方法で解決する計画である。 

 コンテナを軽いプラスチック製に変更することや、キャスターをゴム製に変更することで若干の対処は可

能であるが、これらは耐久性が低く維持管理費用が大きくなるため、現状では妥当性が低いと考えられる。 

 

2. コンテナ収集時の汚水飛散 

 汚水飛散は 2 種類の原因が考えられる。一つは、老朽化により、積み込み受け口のホッパーに穴が開いて

いて穴から漏れるものである。これは、繰り返し修理を行うか機材更新での対応が必要であり、機材仕様で

の問題解決は困難である。 

 もう一つは、コンパクタでの圧縮の際に、汚水が荷室下部からホッパーに流れ込み、これが車外へあふれ

出すことである。これは、コンパクタ車に十分な容量の汚水タンクを装備することで解決する。したがって、

仕様に汚水タンクを明記することで対応する。 

 

3. コンテナ収集による交通渋滞 

 コンテナ収集は、コンテナ自体もさることながら、収集時に交通障害となりやすい。これは機材仕様で解

決できる問題ではない。「シ」国側は、必要に応じて交通量の少ない夜間作業で対応する計画である。 

 ラタキア市は交通量の大きい商業地域では、コンテナ収集を取りやめ、路上集積・ホイールローダによる

夜間収集を行っている。ホムス市は、袋収集に切り替える時期を探っている。 

 袋収集に切り替える場合、排出方法・時間等を住民が遵守する必要が生じ、各清掃事業実施機関は、今す

ぐに袋収集に切り替えることは困難としている。したがって、当面、現在の収集方法を継続し、十分に清掃

事業実施機関の実績を引き上げながら住民啓蒙していく計画である。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 プロジェクトの内容 

 

 



 

- 61 - 

第３章 プロジェクトの内容 

 

3-1 プロジェクトの概要 

 本プロジェクトは、シリア・アラブ共和国（以下「シ」国と称す）のホムス市、ラタキア市及びジャブレ

市、アルハフェ市、クルダハ市からなるラタキア周辺 3 市の廃棄物収集・運搬能力を高めることを目的とし

ている。 

各市が日常的な活動で収集できる固形廃棄物の収集率は、発生量の約 61～83%程度であると考えられ、一

部の地域で廃棄物の市内堆積が始まっている。このままの状態を続けていると、機材の老朽化と人口増加に

よる廃棄物発生量の増大化から今後の収集率は更に落ち込み、市内各所の廃棄物堆積が拡大されると考えら

れる。堆積廃棄物は発火・発煙・悪臭を誘引し、環境悪影響を及ぼすことや不衛生な状況になることのみな

らず、火災の危険性も高まる。また、不衛生な状況から害虫・ねずみ等が繁殖し、それらを媒介とした疾病

の蔓延に至ることも考えられる。 

 プロジェクト対象地域の各市は、この問題を解決すべく廃棄物収集機材の増強・更新を計画しているが、

資金調達が困難であり、計画を十分に実施することができない。 

 現在（2004 年）、都市一般廃棄物の発生量はホムス市：900t/日、ラタキア市：336t/日、ジャブレ市：70t/

日、アルハフェ市：16/日、クルダハ市：39t/日と推定され、各市が日常活動で収集できる量は、ホムス市：

750t/日、ラタキア市：250t/日、ジャブレ市：43t/日、アルハフェ市：12t/日、クルダハ市：30t/日である。し

たがって、ホムス市：150t/日、ラタキア市：86t/日、ジャブレ市：27t/日、アルハフェ市：4t/日、クルダハ市：

9t/日の都市一般廃棄物が日常収集活動で収集困難な量と推定され、市内堆積防止の緊急性が高い。したがっ

て、早急な廃棄物収集・運搬機材の増強・更新が必要である。 

 

 医療廃棄物については、ホムス・ラタキア両市でそれぞれ約 2t/日と約 1t/日の発生があると考えられている。

これらは感染等の人体への悪影響があるため、医療機関で分別されている。しかし専用収集が十分に行えな

いため、収集車両・収集作業員・収集廃棄物等を介した 2 次感染の恐れがある。現在のホムス・ラタキア両

市の医療廃棄物収集率は約 25%と低く、適正収集・処理の緊急性が高いことから、早急な専用収集・運搬機

材の整備が必要である。 

 

 このような廃棄物収集・運搬能力不足の解消に加え効率的な廃棄物管理体制の構築を目的に、ホムス・ラ

タキア両市は、新たな広域衛生埋立処分場建設を進めており、これをコアにした広域処分体制を 2008 年を目

途に確立することを計画している。全体の事業内容は収集・運搬車両整備、中間処理施設整備、中継輸送施

設／機材整備、処分場建設からなり、本プロジェクトは、この中の収集車両整備に位置づけられる。本プロ

ジェクトは、日常的な活動で収集できる都市一般廃棄物の収集率をホムス市：95%、ラタキア市：90%、ジャ

ブレ市：80%、アルハフェ市：90%、クルダハ市：90%へ引き上げることと、医療廃棄物の収集率をホムス市：

100%、ラタキア市：100%へ引き上げることを目標としている。 

 本プロジェクトは、上記目標を達成するために、廃棄物収集・運搬機材の調達を行うとともに、それらを
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活用して収集・運搬作業を実施するものである。これにより、目標達成に必要な収集・運搬体制整備が期待

されている。この中において、協力対象事業は、廃棄物収集・運搬機材を調達するものである。 

 

3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

1. 基本方針 

 プロジェクトの対象地域をホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市（ジャブレ市、アルハフェ市、ク

ルダハ市）とし、同地域の固形廃棄物の収集・運搬及び道路清掃能力を向上させることを目的に、必要な機

材整備を行うこととする。 

 計画目標年次は 2010 年とし、協力対象事業の対象廃棄物は、都市一般廃棄物と医療廃棄物とする。医療廃

棄物は医療機関で分別する感染等の人体へ悪影響を与える危険性が高い廃棄物とし、都市一般廃棄物には、

産業廃棄物と建設廃棄物を含めないこととする。なお、産業廃棄物とは排出者責任で中間処理・運搬を行う

べき大規模工場の事業活動で発生する廃棄物とし、建設廃棄物は建設工事／建築物解体工事で発生する残

土・瓦礫類とする。 

 なお、「シ」国は移動修理機材の調達を要請しているが、先方で負担が必要な維持管理に活用するもののた

め、無償資金協力の対象から除外するものとする。 

 

2. 相手国との分担に対する方針 

 本プロジェクトの投入は、大きく以下の 4 種類に分割される。このうち、「シ」国財源で実施困難な「(1)

廃棄物収集・運搬車両の調達」と「(2)海上輸送」を我が国の無償資金協力で支援し、「(3)国内輸送」及び「(4)

収集用コンテナの調達」を「シ」国自助努力で実施するものとする。 

(1) 廃棄物収集・運搬機材の調達 

(2) 海上輸送 

(3) 「シ」国内輸送 

(4) 収集用コンテナの調達 

 

 したがって、無償資金協力の範囲は、機材の調達とラタキア港及び／またはタルトゥス港の「シ」国内貿

易港における荷揚げまでの輸送とし、通関作業を含めた「シ」国内輸送は「シ」国負担事項とする。また、

固形廃棄物収集に必要となるコンテナは、「シ」国側負担で調達し、プロジェクト対象地域へ設置するものと

する。 

 

3. 自然条件に対する方針 

 本プロジェクト対象地域の自然条件は、要請機材の設計に特段の留意を必要としない。したがって、自然

条件に要求される特別な設計は行わない。 

 

4. 社会経済条件に対する方針 
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 プロジェクト対象地域では、路上・空き地への安易な投棄が当たり前の形に定着してしまっている。また、

それらを行政機関が清掃することが当たり前との住民意識が伺える。日本流の定時収集、分別収集、住民に

よる集積所清掃等を提案するのは容易だが、それを実行するには長い年月を費やした住民啓蒙が必要である

と考えられる。更に、これらを急に導入すると住民反発を招き、不適切排出された収集困難な廃棄物が増大

化する恐れがある。したがって、対象地域の現在の排出方法に適した機材計画とする。 

 

5. 調達事情・商習慣に対する方針 

 「シ」国内での車両・建設機械のスペアパーツ購入を含む維持管理のしやすさは、機材メーカー代理店の

「シ」国内での有無が大きく関わる。したがって、要求される基本仕様の許す範囲内で、「シ」国内に代理店

を持つ業者が参入しやすい機材計画とする。 

 

6. 現地業者の活用に係る方針 

 要請されている機材は「シ」国内で製作されていないため、製作に係る現地業者への配慮は必要ない。た

だし、「シ」国内に代理店を置くメーカーの機材が納入されれば、運営・維持管理段階で現地業者が活用され

ることになる。 

 なお、「シ」国負担事項となる「シ」国内輸送やコンテナ製作は、現地業者が活用されることとなる。 

 

7. 実施機関の運営・維持管理能力に対する対応方針 

 収集車両運行の面では、現段階で保有車両数を超える要員（スペアドライバー）がいる上、新規車両調達

にともなう老朽化車両廃車が進むため、運行クルーの確保に問題はない。したがって、機材計画時に運行要

員確保能力への特段の配慮は必要ない。 

 維持管理については、現段階で難しい整備・修理のほとんどすべてを民間工場へ外注していること、今後

においても同様の体制となること、要請機材は「シ」国で珍しくない一般機材であることから、実施機関の

整備・修理技術に対する配慮は必要ない。 

 ただし、機材の適切な運行・維持管理には定期的な部品交換や事故等に起因する修理の財源が必要である

ため、必要な予算を「シ」国側が確保できる規模とする。 

 

8. 機材のグレードの設定に係る方針 

 上述の方針から、本プロジェクトで調達する機材には、特殊な設計が必要なく、通常の汎用機材で対応す

ることとする。 

 

9. 調達方法・工期に係る方針 

 調達機材は据付工事が必要ない廃棄物収集・運搬機材に限られるものの、納品は、複数メーカーの製品を

取りまとめて実施する必要がある。したがって、日本国の商社等が機材調達を請け負う「機材調達（据付な

し）」案件として計画を策定する。 

 ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市は、日常的な活動で収集困難な都市一般廃棄物が多いことから、都
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市一般廃棄物収集能力の絶対量を向上させることが緊急課題である。この課題に応えるために、容量・調達

数量の両面で計画数量が大きい機材を先行して調達する期分け案件として計画を策定する。 

なお、期分けの場合、各期の機材調達期間は、E/N から機材納品まで約 1 年間を要すると考えられる。し

たがって、各期の工期は、それぞれ「単年度」案件として完了するように設定する。 

 

3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 全体計画 

本プロジェクトでは、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市（ジャブレ市、アルハフェ市、クルダ

ハ市）を対象に、都市一般廃棄物及び医療廃棄物の収集・運搬及び道路清掃能力を向上させることを目的に、

以下の内容の機材調達を行う。全機材が車両系／建設機械系機材であり、据付の必要はない。 

(1) 都市一般廃棄物収集・運搬機材 

(2) 医療廃棄物収集・運搬機材 

(3) 道路清掃機材 

(4) コンテナ洗浄機材 

 

3-2-2-2 設計条件 

1. 計画対象人口 

 プロジェクト対象地域の計画目標年次 2010 年の人口は、表 3-2-2-1 のように推定される。本プロジェクト

においては、この人口を計画対象人口とする。 

 

表 3-2-2-1 計画対象人口（単位：千人） 

ラタキア周辺 3 市 
ホムス市 ラタキア市

ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市 

1,226 467 118 29 66 
 

 なお、各都市の人口推定根拠を以下に述べる。 

 

(1) ホムス市 

 集計中の 2004 年の人口調査結果に基づきホムス市が推定している 2004 年のホムス市の人口は 110 万人

であり、現在の人口増加率は 2.3%である。ホムス市には人口調査対象外である軍関係者と他都市から流

入する学生等が多く、それらの合計推定人口は 23 万 5000 人である。前述の 110 万人には、この 23 万 5000

人が付加されている。清掃事業の対象人口は、サービス対象となる居住者数とするべきであるため、総計

の 110 万人が現在の清掃サービス対象人口である。 

 現在の人口と人口増加率から推定した将来の人口を表 3-2-2-2 に示す。2010 年には、122 万 6000 人にな

ると推定されるため、当人口を計画対象人口とする。なお、軍関係者・学生等は、市の人口自然増とは直

接的な関係が少ないため、これらの増加は考慮しないこととする。 
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表 3-2-2-2 ホムス市の計画対象人口推定（単位：千人） 

項目 ／ 年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
人口 865 885 905 926 947 969 991 
考慮する他人口 235 235 235 235 235 235 235 
合計 1,100 1,120 1,140 1,161 1,182 1,204 1,226 

 

 なお、1994 年の人口調査に基づいて人口推定した前段開調では、2005 年の人口を 113 万 1000 人、人口

増加率を 3%としていることから、上記の推計は妥当なものと考えられる。 

 

(2) ラタキア市 

 集計中の 2004 年の人口調査結果に基づきラタキア市が推定している 2004 年のラタキア市の人口は 41

万人であり、現在の人口増加率は 2.2%である。なお、ラタキア市には特別な配慮が必要な加算人口はな

い。夏季に観光客が増加し、一時的に廃棄物発生量が増加するが、それは短期的なものであり、若干の超

過勤務で対応可能と考えられるため加算をしない。 

 現在の人口と人口増加率から推定した将来の人口を表 3-2-2-3 に示す。2010 年には、46 万 7000 人にな

ると推定されるため、当人口を計画対象人口とする。 

 

表 3-2-2-3 ラタキア市の計画対象人口推定（単位：千人） 

項目 ／ 年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
人口 410 419 428 437 447 457 467 

 

 なお、1994 年の人口調査に基づいて人口推定した前段開調では、2005 年の人口を 42 万 9000 人、2010

年人口を 47 万 6000 人、人口増加率を 2.7%としていることから、上記の推計は妥当なものと考えられる。 

 

(3) ジャブレ市 

 集計中の2004年の人口調査結果に基づきラタキア市及びジャブレ市が推定している2004年のジャブレ

市の人口は 10 万人であり、現在の人口増加率は 2.69%である。なお、当人口には、将来統合予定かつジ

ャブレ市が廃棄物運搬に協力している周辺村落人口が付加されている。周辺村落人口を含めた人口がジャ

ブレ市のサービス対象人口のため、総計の 10 万人が現在の対象人口である。 

 現在の人口と人口増加率から推定した将来の人口を表 3-2-2-4 に示す。2010 年には、11 万 8000 千人に

なると推定されるため、当人口を計画対象人口とする。 

 

表 3-2-2-4 ジャブレ市の計画対象人口推定（単位：千人） 

項目 ／ 年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
人口 98 101 104 107 110 113 116 
考慮する周辺村落人口 2 2 2 2 2 2 2 
合計 100 103 106 109 112 115 118 
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 なお、1994 年の人口調査に基づいて人口推定した前段開調では、2005 年の人口を 10 万 6000 人、2010

年の人口を 11 万 8000 人、人口増加率を 2.7%としていることから、上記の推計は妥当なものと考えられ

る。 

 

(4) アルハフェ市 

 集計中の2004年の人口調査結果に基づきラタキア市及びアルハフェ市が推定している 2004年のアルハ

フェ市の人口は 2 万 3000 人であり、現在の人口増加率は 2.69%である。なお、アルハフェ市には特別な

配慮が必要な加算人口はない。夏季に観光客が増加し、一時的に廃棄物発生量が増加するが、それは短期

的なものであり、若干の超過勤務で対応可能と考えられるため加算をしない。 

 現在の人口と人口増加率から推定した将来の人口を表 3-2-2-5 に示す。2010 年には、2 万 9000 人になる

と推定されるため、当人口を計画対象人口とする。 

 

表 3-2-2-5 アルハフェ市の計画対象人口推定（単位：千人） 

項目 ／ 年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
人口 23 24 25 26 27 28 29 

 

 なお、1994 年の人口調査に基づいて人口推定した前段開調では、2005 年の人口を 2 万 7000 人、2010

年の人口を 3 万人、人口増加率を 2.7%としていることから、上記の推計は妥当なものと考えられる。 

 

(5) クルダハ市 

 集計中の2004年の人口調査結果に基づきラタキア市及びクルダハ市が推定している2004年のクルダハ

市の人口は 5 万 5000 人であり、現在の人口増加率は 2.69%である。なお、クルダハ市には特別な配慮が

必要な加算人口はない。 

 現在の人口と人口増加率から推定した将来の人口を表 3-2-2-6 に示す。2010 年には、6 万 6000 人になる

と推定されるため、当人口を計画対象人口とする。 

 

表 3-2-2-6 クルダハ市の計画対象人口推定（単位：千人） 

項目 ／ 年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
人口 55 56 58 60 62 64 66 

 

 なお、1994 年の人口調査に基づいて人口推定した前段開調では、2005 年の人口を 5 万 6000 人、2010

年の人口を 6 万 3000 人、人口増加率を 2.7%としていることから、上記の推計は妥当なものと考えられる。 

 

2. 計画都市一般廃棄物発生量 

 2004 年に「シ」国が策定した全国 M/P から推定される都市一般廃棄物の発生原単位は、全国平均で約 0.72kg/

人･日である。また、同時に、「シ」国中核都市は平均の 1.2 倍～1.4 倍であると推定されている。この推定結

果と、現在の各市の推定発生量、収集量等から現在の都市一般廃棄物発生原単位は表 3-2-2-7 のとおりである
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と考えられる。本プロジェクトでは、この数値を計画都市一般廃棄物発生原単位として適用する。 

 

表 3-2-2-7 計画都市一般廃棄物発生原単位 

対象都市 
原単位 

(kg/人･日) 

ホムス市 0.82 
ラタキア市 0.82 
ジャブレ市 0.70 
アルハフェ市 0.70 
クルダハ市 0.70 

 

 上述の計画対象人口、計画都市一般廃棄物発生原単位から算定した計画都市一般廃棄物発生量を表 3-2-2-8

に示す。 

 

表 3-2-2-8 計画都市一般廃棄物発生量 

ラタキア周辺 3 市 
項目 ホムス市 ラタキア市

ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市

計画対象人口（千人） 1,226 467 118 29 66 
計画都市一般廃棄物発生原単位（kg/人･日） 0.82  0.82  0.70  0.70  0.70  
計画都市一般廃棄物発生量（t/日） 1,005 383 83 20 46 

 

 

3. 計画都市一般廃棄物目標収集率 

 プロジェクト対象地域の各市が日常的な収集作業で収集できる現在の都市一般廃棄物量とその収集率は、

表 3-2-2-9 に示すとおりである。 

 

表 3-2-2-9 現在の推定収集率 

対象都市 
収集量

(t/日) 
発生量

(t/日) 
収集率

(%) 

ホムス市 750 900 83% 
ラタキア市 250 336 74% 
ジャブレ市 43 70 61% 
アルハフェ市 12 16 75% 
クルダハ市 30 39 77% 

 

 現在の収集率より非常に大きな改善を目標とすると、運営・維持管理体制の改変や運営・維持管理費の大

きな増加が必要となる。したがって、計画目標収集率を、現在 80%以上の都市を 95%に、70%台の都市を 90%

に、60%台の都市を 80%に設定する。設定結果を表 3-2-2-10 に示す。 
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表 3-2-2-10 計画都市一般廃棄物目標収集率 

対象都市 
現在の収集率

(%) 

目標収集率 

(%) 

ホムス市 83% 95% 
ラタキア市 74% 90% 
ジャブレ市 61% 80% 
アルハフェ市 75% 90% 
クルダハ市 77% 90% 

 

4. 計画都市一般廃棄物目標収集量 

 上述の計画都市一般廃棄物発生量に計画都市一般廃棄物目標収集率を考慮することにより、各市が計画目

標年次に達成すべき計画都市一般廃棄物目標収集量を表 3-2-2-11 のように設定する。 

 

表 3-2-2-11 計画都市一般廃棄物目標収集量 

ラタキア周辺 3 市 
項目 ホムス市 ラタキア市

ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市

計画都市一般廃棄物発生量（t/日） 1,005 383 83 20 46 
計画都市一般廃棄物目標収集率（%） 95% 90% 80% 90% 90% 
計画都市一般廃棄物目標収集量（t/日） 955 345 66 18 41 

 

5. 計画都市一般廃棄物運搬先 

 計画目標年次における収集廃棄物は、ホムス市では新広域処分場へ運搬/処分される計画である。しかし、

新処分場に対する住民の反対があることから、新処分場の建設が遅れる可能性がある。その場合には既存処

分場へ運搬／処分されることになる。ホムス市の既存処分場は計画目標年次まで処分可能な容量を有してい

る。また、ラタキア市では、計画中の新広域処分場へ運搬／処分されることになる。したがって、本プロジ

ェクトで調達する機材の計画都市一般廃棄物運搬先は、新処分場または同時に整備される中間処理施設・中

継施設となる。各都市の計画都市一般廃棄物運搬先は、表 3-2-2-12 に示すとおりである。 

 

表 3-2-2-12 計画都市一般廃棄物運搬先 

計画都市一般廃棄物運搬先 対象市 現在の運搬先 
（処分先） 処分先 運搬先 現在との変動 

ホムス市 市内処分場 既存処分場または 
新処分場 

既存処分場または隣

接する中継基地 
運搬先変動なし 

ラタキア市 アルバッサ処分場 アルカシア新処分場 アルカシア新処分場 距離変動なし 
ジャブレ市 市内処分場 アルカシア新処分場 市内中継基地 距離変動なし 
アルハフェ市 市内処分場 アルカシア新処分場 アルカシア新処分場 距離微増（運搬回数

変動なし） 
クルダハ市 アルバッサ処分場 アルカシア新処分場 市内中継基地 距離減（可能運搬回

数増） 
 

6. 計画医療廃棄物目標収集量 

 現在、ホムス市及びラタキア市で発生している医療廃棄物は、それぞれ約 2t/日、約 1.2t/日と推定される。
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以下の点を考慮し、計画医療廃棄物収集量を表 3-2-2-13 のように設定する。なお、医療機関が少ないラタキ

ア周辺 3 市の医療廃棄物は、「シ」国側が自己焼却・自己運搬体制を充実させる計画とし、本プロジェクトの

対象に含めない。 

(1) ホムス市の総ベッド数が約 1,500、ラタキア市の総ベッド数が約 1,100 であることから発生源単位は、

それぞれ 1.33kg/ﾍﾞｯﾄﾞ･日、1.09kg/ﾍﾞｯﾄﾞ･日と算出される。これは、ホムス市の既往調査結果*5である

1.2kg/ﾍﾞｯﾄﾞ･日及び前段開調結果である 1.05kg/ﾍﾞｯﾄﾞ･日と同程度である上、医療廃棄物の発生原単位

として常識的な数値であることから、ホムス市：約 2t/日とラタキア市：約 1.2t/日の推定発生量は妥当

と考えられる。 

(2) 医療廃棄物は、人口増加よりも疾病・傷害発生量や診療対応能力が発生量増減に影響を与えると考え

られる。それらの急激かつ大きな増減は現段階で考えられないことから、計画医療廃棄物発生量は、

現在と同程度のホムス市：2t/日、ラタキア市：1t/日とする。 

(4) 医療廃棄物は感染の危険性があるため、100%の専用収集が必要である。したがって、計画医療廃棄物

目標収集率は 100%とする。 

 

表 3-2-2-13 計画医療廃棄物目標収集量 

対象都市 
計画収集量 

(t/日) 

ホムス市 2 
ラタキア市 1 

 

7. 計画医療廃棄物運搬先 

 計画目標年次のホムス市の医療廃棄物は、既存処分場脇に建設される医療廃棄物処理施設へ運搬されるこ

ととなる。ラタキア市の医療廃棄物は既存の国立病院及びアルアサッド大学の焼却施設へ運搬されることと

なる。したがって、計画医療廃棄物運搬先を表 3-2-2-14 のように設定する。 

 

表 3-2-2-14 計画医療廃棄物運搬先 

計画医療廃棄物運搬先 対象市 現在の運搬先 
（処理施設） 運搬先（処理施設） 現在との変動 

ホムス市 市内処分場 現市内処分場脇の処理施設 運搬先変動なし 
ラタキア市 国立病院及び 

アルアサッド大学 
国立病院及び 
アルアサッド大学 

運搬先変動なし 

 

8. 計画機械清掃対象道路 

 本プロジェクトで調達する道路清掃機材の計画機械清掃対象道路は、人力清掃が危険な高速道路及び都市

内の幹線道路とする。該当する道路の延長は、表 3-2-2-15 のとおりであり、これを計画機械清掃対象道路延

長に設定する。 

 

 
                                                           
*5 Homs Solid Waste Management Study Interim Report, August 2000, Mediterranean Environmental Technical Assistant Program 
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表 3-2-2-15 計画機械清掃対象道路延長 

都市 道路種類 道路延長（km） 清掃延長（km） 備考 
ホムス市 高速道路 13 104 分離帯数：3 
 幹線道路 64 256 分離帯数：1 
ラタキア市 高速道路 34 136 分離帯数：1 
 幹線道路 65 260 分離帯数：1 
ジャブレ市 幹線道路 29 58 分離帯数：0 
 

9. 計画洗浄対象コンテナ 

 現在、ラタキア市以外はコンテナ洗浄機材を有しておらず、悪臭が大きい場合や苦情が大きい場合に個別

対応で人力洗浄している。国内外の多くの人々が集まる観光都市の一つであるラタキア市は、観光振興の一

つとしてコンテナの計画的な定期洗浄を実施している。 

したがって、機械で洗浄する本プロジェクトの計画洗浄対象コンテナは、観光都市であるラタキア市のコ

ンテナのみを対象とし、その中でも観光エリアに置かれている約 600 個とする。 

 

10. 計画ごみ質 

 前段開調時に実施されたごみ組成に係る調査結果は、表 3-2-2-16 のとおりである。厨芥の占める割合が 70%

以上と多いため、コンポスト化に適した廃棄物と言うことができる。 

 

表 3-2-2-16 家庭ごみのごみ組成 

都市 厨芥 紙 プラスチック 金属 ガラス その他 合計 
ホムス市 75.6% 7.3% 7.4% 0.6% 1.2% 7.9% 100.0% 
ラタキア市 72.7% 9.2% 8.4% 1.5% 1.2% 7.0% 100.0% 
出典：シリア国地方都市廃棄物管理計画調査報告書、2001 年、JICA 

 

 なお、前段開調から、発生廃棄物の平均的な嵩比重は、約 0.2t/m3と推定できる。この嵩比重と厨芥が多い

ごみ質及びホムス市・ラタキア市の収集・運搬状況から、収集・運搬時の廃棄物の嵩比重は、表 3-2-2-17 の

ように推定できる。本プロジェクトでは、同表の数値を収集運搬時の計画廃棄物嵩比重として適用する。 

 

表 3-2-2-17 計画廃棄物嵩比重 

状況 嵩比重（t/m3） 備考 
発生時 0.2 圧縮のない状態 
運搬時（ダンプトラック等） 0.35 自重で圧縮された状態 
運搬時（コンパクタ車等） 0.5 機械で圧縮された状態 

 

11. 計画廃棄物処理フロー 

 上述の計画廃棄物発生量、収集量等及び「シ」国側が計画している処分フローをまとめた結果、計画廃棄

物処理フローは、図 3-2-2-1 に示すものとなる。ホムス市は民間委託収集を実施しているため、同図にその民

間委託収集量を含む。 
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ラタキア市
新広域処分場
衛生埋立処分

ホムス市

都市一般廃棄物
発生：1,005t/日

医療廃棄物
発生：2.0t/日

収集困難
50t/日

委託業者収集
200t/日

市の収集
755t/日

市の専用車収集
2.0t/日

ホムス市
新広域処分場
衛生埋立処分

または
既存処分場

ラタキア市

都市一般廃棄物
発生：383t/日

医療廃棄物
発生：1.0t/日

収集困難
38t/日

市の収集
345t/日

市の専用車収集
0.6t/日

自家焼却
0.4t/日

焼却処理
0.6t/日

ジャブレ市

都市一般廃棄物
ジャブレ：81.5t/日

医療廃棄物
発生：0.2t/日

収集困難
17t/日

市の収集
66t/日

自家運搬
0.02t/日

自家焼却
0.18t/日

焼却処理
0.02t/日

都市一般廃棄物
周辺村落：1.5t/日

アルハフェ市

都市一般廃棄物
発生：20t/日

収集困難
2t/日

市の収集
18t/日

クルダハ市

医療廃棄物
発生：0.2t/日

都市一般廃棄物
発生：46t/日

収集困難
5t/日

市の収集
41t/日

自家運搬
0.2t/日

注）　中間処理残渣は都市一般廃棄物として収集される。

　　　コンポスト化・有価物選別しきれない量は、衛生埋立する。

　　　ジャブレ、アルハフェ、クルダハのコンポスト化・有価物選別は、新処分場併設施設。

　　　アルハフェは病院を建設中だが、現在発生量がないため、図示していない。

コンポスト化
有価物選別

中継

中間処理
2.0t/日

コンポスト化
有価物選別

中継
66t/日

コンポスト化
有価物選別

中継

コンポスト化
有価物選別

中継
41t/日

コンポスト化
有価物選別

焼却処理
0.2t/日

中継

既存 増強 新設  
図 3-2-2-1 計画廃棄物処理フロー 
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3-2-2-3 都市一般廃棄物収集・運搬機材計画 

 都市一般廃棄物の収集・運搬に使用されている既存機材は、調達から 20 年を超えた老朽化機材が多いもの

の、10 年に満たない良好な状況のものもある。老朽化機材の修理を施しながら一定の稼働率を確保している

状況と言える。また、「シ」国の地方自治体は、5～10 年に一度程度、廃棄物収集・運搬機材の購入を行って

いる。更に、ホムス市では一部地域での廃棄物収集・運搬に係る民間委託を実施している。 

 したがって、本プロジェクトでは、計画目標年次における計画都市一般廃棄物目標収集量から以下を控除

した廃棄物量に対する機材の調達を計画する。 

- 計画既存機材能力 

- 計画自助努力調達機材能力 

- 計画民間委託収集量 

 

1. 計画既存機材能力 

 既存機材は、稼働率の低い老朽化車両が多いものの、低収集・運搬能力を補うために、できるだけの活用

が必要である。本プロジェクトでは、以下に述べるように既存機材を評価し、計画的に活用することとする。 

 

(1) 老朽化機材の現在の有効能力 

 プロジェクト対象地域の既存機材のうち調達から 15～20 年程度が経過した機材は、平均 1 ﾄﾘｯﾌﾟ/8h 程

度しか稼動していない。大型のコンパクタ車であっても平均 2 ﾄﾘｯﾌﾟ/8h は可能な作業量と考えられること

から、これらの機材の有効率は約 50%であると言える。一方、調達から 10 年以内の機材は、平均 2 ﾄﾘｯﾌﾟ

/8h の作業を行っており、適切な有効率と考えられる。 

 老朽化機材の有効率低下の原因は、以下の 2 点から稼働率が低下したためである。 

- 故障の頻度が高くなり、整備・修理に費やす時間が長くなる。 

- 故障を少なくするために、負荷を減らした運行をする。 

 

したがって、老朽化機材に依存した収集・運搬作業は、効率的な収集・運搬作業の障害となる可能性が

あると言え、適切な時期に更新する必要がある。 
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積載率、稼働率、有効率の本書での定義 

本書では、積載率、稼働率、有効率を以下のように定義する。 

積載率： 収集・運搬車両の 1 回当たりの公称運搬能力を 100%とした場合の実際に積載できる廃棄物量。 

積載率(%) ＝ 1 台 1 回当たりの収集・運搬量 ／ 1 台 1 回当たりの公称運搬能力 × 100 

稼働率： 休日・待機日・修理日等の非稼働日なしで 1 日当たりの計画作業量を実施した場合の合計作業量（日数）

を 100%とした場合の実際の作業量（日数）。 

稼働率(%) ＝ 実際の作業量（日数） ／ 非稼働日なしと仮定した作業量（日数） × 100 

有効率： 当初計画したまたは本来可能であると考えられる適切な積載率・稼働率での作業量（日数）を 100%とし

た場合の実際の作業量（日数）。機材能力の有効活用の指標と言え、追って述べる調達機材計画では、計

画有効率 100%を前提としている。老朽化で実際の稼働率が計画値（適切値）より低下すれば、有効率も

同時に低下する。 

有効率(%) ＝ 実際の作業量（日数） ／ 適切な積載率・稼働率での作業量（日数） × 100 

 

(2) 既存機材の有効率評価方法 

 効率的作業の障害となる可能性はあるものの、低稼働率を考慮した適切な有効能力評価により、計画的

な収集・運搬作業は可能である。本プロジェクトでは、以下のように既存機材能力を評価し、既存機材を

計画目標年次において活用する計画とする。その結果を表 3-2-2-18 に示す。 

- 機材年齢 10 年までの機材の故障の頻度が低いと考えられ、機材の持つ能力を十分に発揮すること

ができると考えられる。また、現時点でも適切なトリップ数が確保されている。したがって、計

画目標年次の機材年齢 10 年までの機材は、有効率 100%の作業ができると計画する。 

- 現時点で機材年齢 15 年を超える機材の有効率は、修理を繰り返すことにより 50%程度が確保され

ていると考えられる。したがって、計画目標年次の機材年齢 16 年以上の機材の有効率を 50%と計

画する。 

- 調達から 10 年以上が経過すると、機材の稼働率の低下が始まると考えられる。したがって、機材

年齢 11 年～15 年の機材の有効率は、平均 75%として計画する。 

- 調達から 20 年以上が経過すると、故障頻度も高くなると考えられる上、整備・修理費用が高額と

なる。また、適切なスペアパーツ調達も困難となり、完全な修理に至らない対症療法的修理とな

る可能性が高い。不完全な状態での危険な運行になる危険性が高いため、廃車にする。 

 

表 3-2-2-18 計画既存機材有効率 

計画目標年次 
における機材年齢 

計画有効率 

10 年以下 100%（現状と同じ） 
11 年以上 15 年以下 75% 
16 年以上 20 年以下 50% 
21 年以上 廃車 
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(3) 既存機材の能力 

 上述の計画既存機材有効率と本来可能と考えられるトリップ数から算定される既存収集・運搬機材の計

画目標年次における計画既存機材能力は表 3-2-2-19 のとおりである。 

 なお、表 3-2-2-20 から 3-2-2-24 に対象市別の計画既存機材能力算定結果を示す。 

 

表 3-2-2-19 計画既存機材有効能力 

対象都市 現況能力： 2004 年

(t/日) 
計画能力： 2010 年 

 (t/日) 
ホムス市 615 349 
ラタキア市 366 110 
ジャブレ市 44 16 
アルハフェ市 16 4 
クルダハ市 32 35 
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表 3-2-2-20 ホムス市の都市一般廃棄物用計画既存機材能力 

備考
No. タイプ メーカー 調達年 t/ﾄﾘｯﾌﾟ 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 ｼﾌﾄ数

1 コンパクタ車 Zeil 1970 1.5 3 4.5 1 1.5 0 0 1
2 コンパクタ車 Nissan 1973 6 2 12 1 6 0 0 1
3 コンパクタ車 Mercedes 1974 6 2 12 1 6 0 0 1
4 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
5 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
6 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
7 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
8 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
9 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
10 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
11 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
12 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
13 コンパクタ車 Mack 1974 6 4 24 2 12 0 0 2
14 コンパクタ車 Kamaz 1977 6 2 12 1 6 0 0 1
15 コンパクタ車 Toyota 1982 3.5 4 14 2 7 0 0 2
16 コンパクタ車 Toyota 1982 3.5 4 14 2 7 0 0 2
17 コンパクタ車 Toyota 1982 3.5 4 14 2 7 0 0 2
18 コンパクタ車 Toyota 1982 3.5 4 14 2 7 0 0 2
19 コンパクタ車 Toyota 1982 1.5 3 4.5 1 1.5 0 0 1
20 コンパクタ車 Toyota 1982 1.5 3 4.5 1 1.5 0 0 1
21 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
22 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
23 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
24 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
25 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
26 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
27 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
28 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
29 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
30 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
31 コンパクタ車 Heil 1996 7 4 28 4 28 3 21 2
32 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
33 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
34 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
35 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
36 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
37 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
38 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
39 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
40 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
41 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
42 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
43 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
44 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
45 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
46 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
47 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
48 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
49 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
50 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
51 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
52 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1
53 トラクタ ------ 1996 2 2 4 2 4 1.5 3 1

789.5 614.5 349.0

本来の能力既存機材 2004年時の能力 2010年時の能力

合計  
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表 3-2-2-21 ラタキア市の都市一般廃棄物用計画既存機材能力 

備考
No. タイプ メーカー 調達年 t/ﾄﾘｯﾌﾟ 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 ｼﾌﾄ数

1 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 0.5 1.75 0 0 1
2 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
3 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
4 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
5 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
6 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
7 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
8 コンパクタ車 Fiat 1974 3.5 2 7 1 3.5 0 0 1
9 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1

10 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
11 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
12 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
13 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
14 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
15 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
16 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
17 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
18 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
19 コンパクタ車 Mack 1978 6 2 12 1 6 0 0 1
20 コンパクタ車 Fiat 1983 6 4 24 2 12 0 0 2
21 コンパクタ車 Fiat 1983 6 4 24 2 12 0 0 2
22 コンパクタ車 Fiat 1983 6 4 24 2 12 0 0 2
23 コンパクタ車 Fiat 1983 6 4 24 2 12 0 0 2
24 コンパクタ車 Fiat 1983 6 4 24 2 12 0 0 2
25 コンパクタ車 Man 1994 5 2 10 2 10 1 5 1
26 コンパクタ車 Man 1994 5 2 10 2 10 1 5 1
27 コンパクタ車 Man 1994 5 2 10 2 10 1 5 1
28 コンパクタ車 Man 1994 5 2 10 2 10 1 5 1
29 コンパクタ車 Man 1994 5 2 10 2 10 1 5 1
30 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 1.5 10.5 1
31 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 1.5 10.5 1
32 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 1.5 10.5 1
33 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 1.5 10.5 1
34 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
35 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
36 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
37 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
38 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
39 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
40 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
41 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
42 ダンプトラック ------ 1983 3 4 12 2 6 0 0 2
43 トラクタ ------ 1968 2 2 4 1 2 0 0 1
44 トラクタ ------ 1974 2 2 4 1 2 0 0 1
45 トラクタ ------ 1974 2 2 4 1 2 0 0 1
46 トラクタ ------ 1976 2 2 4 1 2 0 0 1
47 トラクタ ------ 1976 2 2 4 1 2 0 0 1
48 トラクタ ------ 1976 2 2 4 1 2 0 0 1
49 トラクタ ------ 1983 2 2 4 1 2 0 0 1
50 トラクタ ------ 1983 2 2 4 1 2 0 0 1
51 トラクタ ------ 1983 2 2 4 1 2 0 0 1
52 トラクタ ------ 1983 2 2 4 1 2 0 0 1
53 トラクタ ------ 1983 2 2 4 1 2 0 0 1
54 トラクタ ------ 1999 2 2 4 1 2 0.8 1.6 1
55 トラクタ ------ 1999 2 2 4 1 2 0.8 1.6 1
56 トラクタ ------ 2000 1 2 2 2 2 2 2 1
57 トラクタ ------ 2000 1 2 2 2 2 2 2 1
58 トラクタ ------ 2002 1 2 2 2 2 2 2 1
59 トラクタ ------ 2002 1 2 2 2 2 2 2 1

590 366.25 110.2合計

2010年時の能力2004年時の能力既存機材 本来の能力
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表 3-2-2-22 ジャブレ市の都市一般廃棄物用計画既存機材能力 

備考
No. タイプ メーカー 調達年 t/ﾄﾘｯﾌﾟ 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 ｼﾌﾄ数

1 コンパクタ車 Mack 1978 8 4 32 2 16 0 0 2
2 コンパクタ車 Man 2001 8 2 16 2 16 2 16 1
3 トラクタ ------ 1975 2 2 4 2 4 0 0 1
4 トラクタ ------ 1975 2 2 4 2 4 0 0 1
5 トラクタ ------ 1975 2 2 4 2 4 0 0 1

60 44 16.0

既存機材 本来の能力

合計

2004年時の能力 2010年時の能力

 
 

表 3-2-2-23 アルハフェ市の都市一般廃棄物用計画既存機材能力 

備考
No. タイプ メーカー 調達年 t/ﾄﾘｯﾌﾟ 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 ｼﾌﾄ数

1 トラクタ ------ 1970 2 4 8 4 8 0 0 2
2 トラクタ ------ 1990 2 4 8 4 8 2 4 2

16 16 4.0合計

2004年時の能力既存機材 本来の能力 2010年時の能力

 
 

表 3-2-2-24 クルダハ市の都市一般廃棄物用計画既存機材能力 

備考
No. タイプ メーカー 調達年 t/ﾄﾘｯﾌﾟ 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 平均ﾄﾘｯﾌﾟ/日 t/日 ｼﾌﾄ数

1 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 2.5 17.5 1
2 コンパクタ車 Freight 1996 7 2 14 2 14 2.5 17.5 1
3 トラクタ ------ 1987 2 2 4 2 4 0 0 1

32 32 35.0

2010年時の能力

合計

既存機材 本来の能力 2004年時の能力

 
 

2. 計画自助努力調達機材能力 

 「シ」国では、中央政府機関が取りまとめ役となり、ニーズが高い地方自治体の廃棄物収集・運搬機材を

一括購入するケースが多い。概ね 5～10 年に一度の一括購入が行われており、各地方自治体はこの一括購入

を通して機材を調達する。最近では、2001 年にこの一括購入が実施され、ホムス市が 4 台、ラタキア市が 2

台及びジャブレ市が 1 台の 8t 級コンパクタ車を調達した。 

 これらの新規機材調達努力は無償資金協力後においても継続されるべきであるため、本プロジェクトで増

強が必要となる能力（調達必要台数）から控除することとする。 

 小規模の地方都市では 10～20 年という長期間にわたって新規機材購入が実施されないケースが多いもの

の、大規模都市では 5～10 年に一度の複数台数の新規調達が行われている。したがって、全国で第 3 位及び

第 4 位の社会経済規模になるホムス市とラタキア市については、2010 年までに自助努力で新規機材調達を実

施することを前提とする。その調達規模は、表 3-2-2-25 のとおり、2001 年時のプロジェクト対象地域の調達

台数合計 7 台の 10%増しの 8 台とし、調達機材は 2001 年時と同様の 8t 級コンパクタ車とする。 

 

表 3-2-2-25 計画自助努力調達機材能力 

2010 年時 計画自助努力調達機材能力 都市 2001 年時実績 
購入機材 計画平均トリップ数 

（ﾄﾘｯﾌﾟ/日） 
計画平均収集・運搬量 

（t/日） 
ホムス市 8t 級 4 台 8t 級 5 台 2 x 5 台 = 10 8t x 10 = 80t/日 
ラタキア市 8t 級 2 台 8t 級 3 台 2 x 3 台 = 6 8t x 6 = 48t/日 
ジャブレ市 8t 級 1 台 － － － 
合計 8t 級 7 台 8t 級 8 台  128t/日 
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3. 計画民間委託収集量 

 現在、ホムス市は、一部の地域で約 200t/日の廃棄物に係る収集・運搬作業を民間委託している。ホムス市

は、民間委託財源が不安定なことと民間業者作業員の雇用条件が社会的に望ましいレベルにないという理由

で民間委託の拡大は考えていない。しかし、現在の収集・運搬能力を補うための自助努力と評価できる。 

したがって、本プロジェクトでは、現在と同規模の民間委託収集・運搬の継続を前提に調達機材の必要数

量を計画することとし、ホムス市の計画民間委託収集量を 200t/日とする。 

 

4. 機材整備対象能力 

 計画目標収集量から上述で検討した計画既存機材能力、計画自助努力調達機材能力及び計画民間委託収集

量を控除した廃棄物量が、計画目標年次に不足する都市一般廃棄物収集・運搬能力となる。本プロジェクト

では、これを機材整備対象能力とし、表 3-2-2-26 に示す。 

 

表 3-2-2-26 都市一般廃棄物機材整備対象能力 

ラタキア周辺 3 市 
項目 ホムス市 ラタキア市

ジャブレ市 アルハファ市 クルダハ市

計画目標収集量 （t/日） 955 345 66 18 41 
計画既存機材能力 （t/日） 349  110  16  4 35  
計画自助努力調達機材能力 （t/日） 80 48 0 0 0 
計画民間委託収集量 （t/日） 200 0 0 0 0 
機材整備対象能力 （t/日） 326 187 50 14 6 

 

5. 調達機材計画 

 上述の計画都市一般機材整備対象能力に対応する機材を以下のように計画する。 

 

(1) 機種選定 

 プロジェクト対象の各市は、アルハフェ市以外、容量 12～16m3 程度の大型コンパクタ車を保有してい

る。したがって、比較的道路幅員の広い地域は既存機材の有効利用で対応する計画とする。 

 本プロジェクトでは、既存機材で対応が困難な臨機応変かつきめ細かな清掃サービスが可能な収集・運

搬機材として、以下の対応が必要である。したがって、表 3-2-2-27 の機種を計画する。 

ア． 道路幅員が狭小な地域では、道路通行及び地域に進入しやすい小型車を導入する。機材車種は、

小型かつ積載効率の高い 4m3級コンパクタ車とする。 

イ． 1m3 級のコンテナ収集に対応し、比較的道路幅員の小さな道路への進入が可能な、機動性の高

い中型車を導入する。道路幅員が中規模な地域を中心に都市全般で活用が可能である。機材車

種は積載効率の高い 8m3級コンパクタ車とする。 

ウ． ホイールローダでの積み込みが必要な道路集積廃棄物や簡易中継廃棄物の収集・運搬に、ホイ

ールローダで積み込みやすいダンプトラックを適用する。臨機応変かつ機動的な運行が要求さ

れるため、6m3級の小型塵芥用ダンプトラックとする。 
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表 3-2-2-27 プロジェクトで計画する都市一般廃棄物用収集・運搬機材 

対象区域 対象作業 機種 
中規模道路幅員地域を中心に

対象地域全般 
1m3 級のコンテナから収集す

る中心作業 
8m3級コンパクタ車 

狭小道路幅員地域 道路狭小地域での収集作業 4m3級コンパクタ車 
対象地域全般 路上集積廃棄物や簡易中継廃

棄物の収集 
6m3級塵芥用ダンプトラック 

 

(2) 選定機種の収集・運搬能力 

 以下を考慮し、選定機種の計画平均積載量を表 3-2-2-28 のように設定する。 
- 積み込み後の廃棄物嵩比重： コンパクタ車 0.5t/m3、ダンプトラック 0.35t/m3 

- 計画積載率： 10%の余裕である 90% 

- 計画稼働率： 週に 1 日の休日となる 86% 

 

表 3-2-2-28 都市一般廃棄物用選定収集・運搬機材の 1 運搬当たりの収集・運搬能力 

機種 コンパクタ車 ダンプトラック 

ボディ容積（m3） 8 4 6 

積み込み後の単位体積重量（t/m3） 0.5 0.5 0.35 

積載重量（t） 4 2 2.1 
計画積載率（%） 90% 90% 90% 
計画積載量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.6 1.8 1.9 
計画稼働率（%） 86% 86% 86% 
計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6 

 

 なお、2 シフト・3 シフトの作業は、運転手／クルー交代の必要が生じ、運転手／クルーの自分の車で

あるという意識及び責任感が希薄になる。その結果、機材に発生した不具合の見過ごしや丁寧さが不足し

た運転操作に至ることが考えられるため、1 シフトでの操業を計画する。 

 

(3) 調達機材数量 

 上述の選定機種の収集・運搬能力から、以下のように各都市の調達機材数量を計画する。 

 

ア．ホムス市 

 ホムス市の調達機材数量は以下のように計画する。算定結果を表 3-2-2-29 に示す。 

- 既存機材と自助努力で調達する大型コンパクタ車の能力は、計画都市一般廃棄物目標収集量の

約 40%に達する。したがって、大型コンパクタ車の調達を計画しない。 

- ホムス市では路上に集積させてホイールローダ等で積み込む収集方法を採用していない。した

がって、ダンプトラックの調達を計画しない。 

- 計画都市一般廃棄物目標収集量の約 20%は狭小道路地域で発生していると考えられるため、約

200t/日の狭小道路に対応できる機材能力が必要である。このうち、約 100t/日は民間委託で対応
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している。また、約 50t/日は既存トラクタで対応可能である。したがって、約 50t/日をカバー

するように小型（4m3級）コンパクタ車を計画する。 

- 調達機材の収集・運搬量のうち、約 50t/日を小型（4m3 級）コンパクタ車が対応するため、残りの

約 276t/日を中型（8m3級）コンパクタ車が対応するよう計画する。 

- 運搬先は既存処分場脇の中間処理施設・中継基地となるため、現在と同様のトリップ数を期待

できる。したがって、コンパクタ車(8m3)は現在と同規模の 2 トリップを計画し、収集時間の短いコン

パクタ車(4m3)は 3 トリップを計画する。 

 

表 3-2-2-29 ホムス市の都市一般廃棄物収集・運搬機材調達必要数量 

 項目 8m3 級 
コンパクタ

4m3 級 
コンパクタ

6m3 級 
ダンプ 合計 

計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6  
調達機材数量（台） 44 12 0  
計画平均トリップ数 2 3 0  
計画調達機材収集・運搬量（t/day） 273 54 0 327 
    > 

機材整備対象能力（t/日）    326 
 

イ．ラタキア市 

 ラタキア市の調達機材数量は以下のように計画する。算定結果を表 3-2-2-30 に示す。 

- 既存機材と自助努力で調達する大型コンパクタ車の能力は、計画都市一般廃棄物目標収集量の

約 43%に達する。したがって、大型コンパクタ車の調達を計画しない。 

- 路上に集積させてホイールローダ等で積み込む収集方法を採用している。したがって、ダンプ

トラックの調達を計画する。調達台数は現在の収集状況から 4 台とする。 

- 計画都市一般廃棄物目標収集量の約 20%は狭小道路地域で発生していると考えられるため、約

70t/日の狭小道路に対応できる機材能力が必要である。このうち、約 10t/日は既存トラクタで対

応可能である。したがって、約 60t/日をカバーするように小型（4m3 級）コンパクタ車を計画

する。 

- 調達機材の収集・運搬量のうち、約 13t/日をダンプトラックが、約 60t/日を小型（4m3級）コンパクタ

車が対応するため、残りの約 114t/日を中型（8m3 級）コンパクタ車が対応するよう計画する。 

- 運搬先は新設処分場またはその脇の中間処理施設となる。運搬距離は現在の約 15km から約

20km に伸びるが、現在と同様のトリップ数を期待できる距離である。したがって、コンパクタ

車(8m3)は現在と同規模の 2 トリップを計画し、収集時間の短いコンパクタ車(4m3)は 3 トリップを計画す

る。路上集積による積み込み待機が必要なダンプトラック(6m3)は 2 トリップを計画する。 
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表 3-2-2-30 ラタキア市の都市一般廃棄物収集・運搬機材調達必要数量 

 項目 8m3 級 
コンパクタ

4m3 級 
コンパクタ

6m3 級 
ダンプ 合計 

計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6  
調達機材数量（台） 18 14 4  
計画平均トリップ数 2 3 2  
計画調達機材収集・運搬量（t/day） 112 63 13 188 
    > 

機材整備対象能力（t/日）    187 
 

ウ．ジャブレ市 

 ジャブレ市の調達機材数量は以下のように計画する。算定結果を表 3-2-2-31 に示す。 

- 既存機材のうち 1 台の大型コンパクタ車が活用可能である。幹線道路の収集はこの機材で対応

可能なため、大型コンパクタ車の調達を計画しない。 

- 路上に集積させてホイールローダ等で積み込む簡易中継及び収集方法を採用している。したが

って、ダンプトラックの調達を計画する。調達台数は現在の収集状況から 3 台とする。 

- 調達機材の収集・運搬量のうち、約 14t/日をダンプトラックが対応するため、残りの約 36t/日を中型

（8m3級）と小型（4m3級）のコンパクタ車が約 50%ずつ対応できるよう計画する。 

- 運搬先は市内処分場から市内中継基地に変更される。同じ市内であるため、現在と同様のトリ

ップ数を期待できる。したがって、コンパクタ車(8m3)は現在と同規模の 2 トリップを計画し、収集時

間の短いコンパクタ車(4m3)は 3 トリップを計画する。簡易中継で路上集積済廃棄物を積み込むことが

多いダンプトラック(6m3)は 3 トリップを計画する。 

 

表 3-2-2-31 ジャブレ市の都市一般廃棄物収集・運搬機材調達必要数量 

 項目 8m3 級 
コンパクタ

4m3 級 
コンパクタ

6m3 級 
ダンプ 合計 

計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6  
調達機材数量（台） 3 4 3  
計画平均トリップ数 2 3 3  
計画調達機材収集・運搬量（t/day） 19 18 14 51 
    > 

機材整備対象能力（t/日）    50 
 

エ．アルハフェ市 

 アルハフェ市の調達機材数量は以下のように計画する。算定結果を表 3-2-2-32 に示す。 

- 山間部の都市であり、集落が分散しているため、機動性の高い小型（4m3 級）コンパクタ車で

対応する。 

- 路上に集積させてホイールローダ等で積み込む簡易中継及び収集方法を採用していない。した

がって、ダンプトラックの調達は計画しない。 

- 運搬先は市内処分場から新処分場に変更される。運搬距離は、約 15km になるが、常識的なト
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リップ数を期待できる距離である。したがって、収集時間の短いコンパクタ車(4m3)は 3 トリップを

計画する。 

 

表 3-2-2-32 アルハフェ市の都市一般廃棄物収集・運搬機材調達必要数量 

 項目 8m3 級 
コンパクタ

4m3 級 
コンパクタ

6m3 級 
ダンプ 合計 

計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6  
調達機材数量（台） 0 3 0  
計画平均トリップ数 0 3 0  
計画調達機材収集・運搬量（t/day） 0 14 0 14 
    = 

機材整備対象能力（t/日）    14 
 

オ．クルダハ市 

 クルダハ市の調達機材数量は以下のように計画する。算定結果を表 3-2-2-33 に示す。 

- 運搬先はラタキア市既存処分場から市内中継基地に変更される。運搬距離は、現在の約 25km

から大幅に短縮されるため、現状より大きなトリップ数を期待できる。したがって、既存コン

パクタ車の能力は計画目標収集量の 85%以上に達する。 

- 機材整備対象能力の 6t/日は、公園・街路樹等の剪定廃棄物及び山間部から流れ出てくる樹木類の

収集を中心作業におくダンプトラック(6m3)でカバーするよう計画する。 

- 運搬距離が短く、ホイールローダでの路上集積済廃棄物の積み込みが中心作業になるため、ダ

ンプトラック(6m3)のトリップ数を 4 トリップとして計画する。 

 

表 3-2-2-33 クルダハ市の都市一般廃棄物収集・運搬機材調達必要数量 

 項目 8m3 級 
コンパクタ

4m3 級 
コンパクタ

6m3 級 
ダンプ 合計 

計画平均収集・運搬量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 3.1 1.5 1.6  
調達機材数量（台） 0 0 1  
計画平均トリップ数 0 0 4  
計画調達機材収集・運搬量（t/day） 0 0 6 6 
    = 

機材整備対象能力（t/日）    6 
 

カ．路上集積廃棄物積込機材の計画 

 ラタキア市、ジャブレ市及びクルダハ市で調達予定のダンプトラックには、廃棄物を積み込むため

の機材が必要である。当 3 市は、現在 0.5～2m3級バケットのホイールローダを使用しているが、全て

機材年齢 20 年程度の老朽化機材である。稼動率及び容量の点で効率が低く、更新が必要である。した

がって、本プロジェクトで適切な機材を調達する計画とする。 

 調達機材は 6m3級の塵芥用ダンプトラックへ積み込む十分な能力があり、維持管理性に優れた汎用

性の高い 1.5m3級バケットのホイールローダを計画する。 
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 数量は、ダンプトラック 3～4 台に 1 台は必要と考えられるため、表 3-2-2-34 の数量のホイールロー

ダを調達する。 

 

表 3-2-2-34 路上集積廃棄物積込機材必要数量計算 

 項目 ラタキア市 ジャブレ市 クルダハ市 

ダンプトラック数（台） 4 3 1 
必要ホイールローダ数（台） 1 1 1 

 

3-2-2-4 医療廃棄物収集・運搬機材計画 

 ホムス市及びラタキア市が医療廃棄物の収集・運搬に使用している既存機材は、調達から 20 年を超えた老

朽化機材である。医療廃棄物の収集・運搬に不適切なコンパクタ車である上、頻繁な整備・修理等を必要と

し、効率的かつ安定的な収集・運搬作業の実施が困難である。したがって、本プロジェクトで適切な機材の

調達を行い、更新する計画とする。 

 なお、ラタキア周辺 3 市は、発生量が少なく病院での自家焼却等が浸透している。したがって、機材調達

の緊急性が低く、「シ」国側が自家焼却等の体制を充実化して対応する計画とする。 

 

1. 計画既存機材能力 

 上述のように、計画目標年次において既存機材を活用することは困難である。したがって、既存機材は廃

車にする計画とする。 

 
2. 計画医療機材収集・運搬量 

 計画医療廃棄物目標収集量から、以下を減じた量が、計画目標年次に不足すると考えられる医療廃棄物収

集・運搬量である。本プロジェクトの機材整備対象能力は、この計画医療廃棄物収集・運搬量とし、表 3-2-2-35

に示す。 

- 焼却炉がある医療機関の計画自家処理医療廃棄物量。（ホムス：なし、ラタキア：0.5t/日） 

 

表 3-2-2-35 医療廃棄物機材整備対象能力 

対象都市 
計画目標収集量

(t/日) 

計画自家処理量

(t/日) 

計画収集・運搬量 

(t/日) 

機材整備対象能力

(t/日) 

ホムス市 2 0 2 2 

ラタキア市 1 0.5 0.5 0.5 
 

3. 調達機材計画 

 上述の機材整備対象能力に対応する機材を以下のように計画する。 

 

(1) 機材数 

 収集対象の医療機関は、現段階で、ホムス市に 33 軒、ラタキア市に 21 軒ある。医療機関側担当者と時
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間を合わせた定時収集を行っているため、1 軒の医療機関からの収集に、到着から医療機関が収集車に積

み込むまで 15～20 分程度を要している。車庫での入出庫と処分場や中間処理施設までの運搬時間を考慮

すると、1 日に 1 台当たり 20 軒程度の医療機関しか巡回することができない。 

 したがって、ホムス市は 1 台当たり 16～17 軒、ラタキア市は 1 台で全医療機関を巡回することとし、

ホムス市に 2 台、ラタキア市に 1 台を整備することとする。 

 

(2) 機種選定 

 感染の危険性が高い医療廃棄物の収集ため、耐食性が高い素材で、飛散が防止できるようクローズドボ

ディである必要がある。圧縮により感染性物質が漏れ出す恐れがあるため、コンパクタ車は適さない。重

ねて積むことにより荷崩れや圧縮の危険性があるため、重量より積み易さと容積を優先させたトラックで

ある必要がある。 

 必要な荷台面積は、表 3-2-2-36 のとおりホムス用：約 5m2、ラタキア用：約 2.5m2と算出でき、積載重

量・必要容積の点から、ホムス用：2t 積クローズドボディトラック、ラタキア用：1t 積クローズドボディ

トラックを計画する。 

ホムス市の収集車は運搬量が比較的多い上、処分場での排出が考えられることからダンプ式とする。 

 

表 3-2-2-36 医療廃棄物収集車の必要荷台面積 

項目 ホムス市 ラタキア市 

計画医療廃棄物収集・運搬量（t/日） 2 0.5 
機材整備数量（台） 2 1 
収集車 1 台当たりの計画収集量（t/ﾄﾘｯﾌﾟ） 1 0.5 
積み込み後の単位体積重量（t/m3） 0.35 0.35 
積み込み後の容積（m3） 2.9 1.4 
必要荷台面積（m2： H=60cm 平積） 4.83 2.33 

 

 上記の結果、本プロジェクトで調達が必要な医療廃棄物収集・運搬機材は、表 3-2-2-37 のとおりとなる。 

なお、整備必要台数が少ないため、休日を考慮した稼働率補正は行わない。したがって、「シ」国側は、

機材整備等に必要な休日を適度に設け、平均的に収集する必要がある。 

 

表 3-2-2-37 医療廃棄物収集車両調達必要数量（単位：台） 

機種 ホムス市 ラタキア市 
クローズドダンプトラック(2t 級) 2 - 
クローズドトラック(1t 級) - 1 

 

3-2-2-5 道路清掃機材計画 

 道路清掃機材は、人力清掃が危険な高速道路及び分離帯を有する都市内幹線道路を対象とすることを原則

に整備することとし、必要機材数から活用できる既存機材数を控除した機材数を本プロジェクトで調達する

計画とする。 
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 本プロジェクトでは、散水車を含む道路清掃機材を要請しているホムス市、ラタキア市及びジャブレ市の

機材調達を以下のように計画する。 

 

1. 既存機材の能力 

 ホムス市、ラタキア市、ジャブレ市は、合計で 12 台の既存道路清掃車と 2 台の散水車の計 14 台を有して

いる。このうち 9 台は機材年齢 20 年以上の老朽化機材である。これらは、頻繁な整備・修理等を必要とし、

効率的かつ安定的な道路清掃の実施が困難である。したがって、本プロジェクトで適切な機材の調達を行い、

更新する計画とする。その他は、現段階で 10 年以内のため、計画目標年次においても活用する計画とする。

活用可能な既存機材は表 3-2-2-38 のとおりである。 

 

表 3-2-2-38 活用を計画する既存道路清掃機材 

都市 機種 調達年 数量（台） 
ラタキア市 道路清掃車 1994 3 
 散水車 1996 1 
ジャブレ市 道路清掃車 2000 1 
合計   5 

 

2. 調達機材計画 

 上述の機械清掃対象道路及び既存機材数を考慮し、本プロジェクトで調達する機材を以下のように計画す

る。 

 

(1) 機材数 

 本プロジェクト対象の機械清掃を以下のように計画する。その結果、ホムス市、ラタキア市、ジャブレ

市に必要な機材数（既存機材を含む総必要機材数）は表 3-2-2-39 のとおりとなる。 

- 清掃時速度を 5km/h と計画する。 

- 処分場運搬等に 1 時間、清掃時間 7 時間を平均作業時間とする。（清掃距離：35km/日） 

- 稼働率を 86%とする。（週に 1 日の休日） 

- 道路清掃車 1 台の計画平均清掃距離を 30km/日（35km/日 x 86%）とする。 

- 散水車は道路清掃支援車両のため、道路清掃車 2 台に 1 台の割合で整備する。なお、散水車は観

光振興として道路洗浄を実施しているラタキア市のみを対象とする。 

- 清掃頻度は、高速道路：1 回/2 日、市内幹線道路：1 回/3 日を計画する。 
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表 3-2-2-39 必要な道路清掃機材 

都市 道路種類 清掃延長

（km） 

清掃頻度

（日） 

1 日の清掃

距離（km）

計画平均清掃距

離（km/台） 
必要道路清

掃車台数 

必要散水

車台数 

ホムス市 高速道路 104 2 52 30 2 - 
  幹線道路 256 3 85 30 3   
ラタキア市 高速道路 136 2 68 30 3 3 
  幹線道路 260 3 87 30 3   
ジャブレ市 幹線道路 58 3 19 30 1 - 

 

 先に述べたように一部の既存機材の活用が可能なことから、調達が必要な機材数は表 3-2-2-40 のとおり

となる。 

 

表 3-2-2-40 道路清掃機材調達必要台数 

  道路清掃車 散水車 
都市 必要道路清

掃車台数 
既存機材数 必要調達台数

必要散水車

台数 
既存機材数 必要調達台数

ホムス市 5 0 5 - - - 
ラタキア市 6 3 3 3 1 2 
ジャブレ市 1 1 0 - - - 

 

(2) 機種選定 

 容量 3m3程度の小型道路清掃車の場合、半日に 1 度程度の処分場への収集廃棄物運搬が必要となると考

えられる。本プロジェクト対象地域は、処分場／中継基地までの距離が比較的短いことから、2 トリップ

/日は十分に可能と考えられる。したがって、小型道路清掃車の調達を計画する。 

 散水車は、路面の汚れの状況によって散水量が大きく異なる。平均散水量を 60 ㍑/分とした場合、半日

（約 3 時間）の作業に必要な水量は 10,000 ㍑である。したがって、10m3級の散水車の調達を計画する。 

 

3-2-2-6 コンテナ洗浄機材計画 

 現在、コンテナの機械洗浄を実施しているのは、観光振興が必要なラタキア市のみである。本プロジェク

トにおいても、ラタキア市についてのみコンテナの機械洗浄を計画する。対象コンテナは観光地域に設置し

ている約 600 個とし、必要な洗浄機材を以下のように計画する。 

 

1. 既存機材の能力 

 ラタキア市のコンテナ洗浄機材は、1983 年調達の機材が 1 台であり、20 年以上の老朽化機材である。これ

は、頻繁な整備・修理等を必要とし、効率的かつ安定的なコンテナ洗浄の実施が困難である。したがって、

本プロジェクトで適切な機材の調達を行い、更新する計画とする。 

 

2. 調達機材計画 

 上述の対象コンテナ数を考慮し、本プロジェクトで調達する機材を以下のように計画する。 
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(1) 機材数 

 対象コンテナの洗浄を以下のように計画する。その結果、ラタキア市に必要なコンテナ洗浄車は表

3-2-2-41 のとおりとなる。既存機材の活用が期待できないため、この機材数を本プロジェクトで調達する

ことを計画する。 

- コンテナ間移動を含め、コンテナ洗浄時間を 20 分/個と計画する。（24 個/日） 

- 週に 1 日の休日を考慮し、稼働率を 86%とする。 

- 計画平均洗浄個数を 20 個とする。（24 個 x 86%） 

- コンテナ洗浄頻度は、15 日に 1 回とする。 

 

表 3-2-2-41 コンテナ洗浄機材調達必要台数 

洗浄対象コ

ンテナ（個） 

洗浄頻度

（日） 

平均洗浄対象コ

ンテナ（個/日）

平均洗浄コンテナ

（個/台･日） 

必要コンテナ

洗浄車（台） 

600 15 40 20 2 
 

(2) 機種選定 

 先に述べたように、稼動日当たりの洗浄コンテナ数は約 24 個である。1 個当たり約 250 ㍑の洗浄水量

が必要と考えられるため、6m3の容量と高圧洗浄ガンを持った水タンク車とする。 

 

3-2-2-7 スペアパーツ 

 「シ」国の地方自治体は、国内マーケットで部品購入が困難な場合があることと、入札を通した調達が必

要なことから、年間計画で必要なスペアパーツをリストアップしてまとめ買いをして倉庫に保管している。 

 本プロジェクトで機材を調達する場合、機材調達前に必要なスペアパーツを準備しておくことが困難なた

め、機材調達と同時に約 1 年の稼動に必要なスペアパーツを、消耗品を中心に調達することを計画する。 

 

3-2-2-8 調達機材総括 

 本プロジェクトで調達する機材の数量の総括を表 3-2-2-42 に示す。 
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表 3-2-2-42 調達機材総括表（数量単位：台） 

機材 
番号 都市名 ホムス市 ラタキア市 ジャブレ市 アルハフェ市 クルダハ市 合計

1. コンパクタ車タイプ 1 
(8m3) 44 18  3 – –  65 

2. コンパクタ車タイプ 2 
(4m3) 12 14  4  3 –  33 

3. ダンプトラック 
(6m3) –  4  3  0  1   8 

4. 医療廃棄物収集車タイプ 1 
（2t ダンプトラック） 

 2 – – – –   2 

5. 医療廃棄物収集車タイプ 2 
（1t トラック） 

–  1 – – –   1 

6. ホイールローダ –  1  1  0  1   3 

7. コンテナ洗浄車 –  2 – – –   2 

8. 道路清掃車  5  3  0 – –   8 

9. 散水車 –  2 – – –   2 

 合計 63 45 11  3  2 124 

－ スペアパーツ 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式  
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3-2-3 基本設計図 

3-2-3-1 機材仕様 

 調達機材の基本仕様を以下のように計画する。 

 

1. コンパクタ車タイプ 1 (8m3) 

(1) 機材タイプ： 廃棄物収集用プレート型コンパクタ車 

(2) 荷室容量： 8m3以上 

(3) 最大積載量： 4t 以上 

(4) コンテナリフト： 屋根上ウインチ式 

(5) リフト対象コンテナ： 1.3m3級 

(6) 油圧装置操作： 手動機械式レバー 

(7) 汚水タンク： 要装備 

(8) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(9) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

2. コンパクタ車タイプ 2 (4m3) 

(1) 機材タイプ： 廃棄物収集用プレート型コンパクタ車 

(2) 荷室容量： 4m3以上 

(3) 最大積載量： 2t 以上 

(4) コンテナリフト： 屋根上ウインチ式 

(5) リフト対象コンテナ： 0.6m3級 

(6) 油圧装置操作： 手動機械式レバー 

(7) 汚水タンク： 要装備 

(8) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(9) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

3. ダンプトラック (6m3) 

(1) 機材タイプ： 塵芥用ダンプトラック 

(2) 荷室容量： 6m3以上 

(3) 最大積載量： 3t 以上 

(4) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(5) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

4. 医療廃棄物収集車タイプ 1 （2t ダンプトラック） 

(1) 機材タイプ： クローズド型ダンプトラック 

(2) 荷室床面積： 5m2以上 
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(3) 荷室高さ： 1.85m 以上 

(4) 荷室材質： フルステンレスまたは鋼製、鋼製の場合は内側をステレンスで被覆す

る。 

(5) 荷室後部扉： 手動観音開き 

(6) 最大積載量： 2t 以上 

(7) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(8) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

5. 医療廃棄物収集車タイプ 2 （1t トラック） 

(1) 機材タイプ： バンタイプトラック 

(2) 荷室床面積： 2.5m2以上 

(3) 荷室高さ： 1.85m 以上 

(4) 荷室材質： フルステンレスまたはアルミニウム製、アルミニウム製の場合は内側

をステレンスで被覆する。 

(5) 荷室後部扉： 手動観音開き 

(6) 最大積載量： 1t 以上 

(7) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(8) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

6. ホイールローダ 

(1) 機材タイプ： 一般用途用ホイールローダ 

(2) バケット： 一般用途用 1.5m3以上 

(3) エンジン出力： 95HP 以上 

(4) ダンピングクリアランス： 2,500mm 以上 

(5) キャブ： ROPS キャブ 

 

7. コンテナ洗浄車 

(1) 機材タイプ： 高圧洗浄ガン付き水タンク車 

(2) タンク容量： 6m3以上 

(3) 給配水ポンプ： 吐出量 500 ㍑/分・吐出圧 0.2Mpa 以上、揚程 20m 以上、一つのポンプ

をタンクへの給水と洗浄機への配水の両者に使用する。システム上、

一つのポンプにできない場合、二つのポンプを搭載可。 

(4) コンテナ洗浄機： ホース 20m 以上、ホース口径 30mm 以下、水量調整可能ノズル 

(5) 最大積載量： 6t 以上 

(6) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(7) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 
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8. 道路清掃車 

(1) 機材タイプ： 両側ブラシ・吸い込み式道路清掃車 

(2) 最大積載量： 1.7t 以上 

(3) ホッパー容量： 3m3以上 

(4) サブエンジン出力： 40ps 以上 

(5) ブロワ能力： 最小 130m3/分 

(6) 側ブラシ： 直径 600mm 以上、回転速度約 120rpm 

(7) 水タンク容量： 450 ㍑以上 

(8) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(9) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 

 

9. 散水車 

(1) 機材タイプ： 散水装置付き水タンク車 

(2) タンク容量： 10m3以上 

(3) 散水ポンプ： 吐出量 500 ㍑/分・吐出圧 0.5Mpa 以上、揚程 50m 以上 

(4) 給引ポンプ： 吐出量 500 ㍑/分・吐出圧 0.2Mpa 以上、揚程 20m 以上、散水ポンプが

兼ねること可。 

(5) 散水弁： 車両前面または後面に 2 個 

(6) 最大積載量： 10t 以上 

(7) シャシ運転操作： 左ハンドル、マニュアルトランスミッション 

(8) シャシ駆動方式： 後輪駆動、4x2 または 6x4 
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3-2-3-2 基本設計図 

 調達機材の姿図を図 3-2-3-1 から 3-2-3-9 に示す。 
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3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力制度の枠組に従って実施される。協力計画は日本国政

府において承認され、両国によるＥ/Ｎが締結された後に実施に移ることとなる。この後、「シ」国政府

により日本法人コンサルタントが選定され、実施設計作業に入る。実施設計結果に基づく入札図書の完

成後、入札によって決定した日本法人請負業者により、機材調達が行われる予定である。なお事業を実

施する場合の基本事項及び特に配慮を要する点は以下のとおりである。 

 

1. 事業実施主体 

本プロジェクトの「シ」国側責任機関は地方自治・環境省である。同省の責任下、ホムス市及びラタ

キア市が実施機関としてプロジェクトを実施する。「シ」国政府は、日本のコンサルタント及び請負業者

と密接な連絡並びに協議を行い、プロジェクトを円滑に実施するため、上記 3 機関から本プロジェクト

の担当者を選任し、総合的な管理組織を構築する必要がある。上記担当者は、関係者へプロジェクト内

容を十分に説明し、プロジェクトに対する協力活動を指導する必要がある。 

なお、ラタキア周辺 3 市については、当 3 市が廃棄物管理を行うこととなるが、ラタキア市が代表及

び窓口機関として日本国側と必要な折衝を行うこととなる。また、地方自治・環境省はプロジェクト全

体に係る折衝や無償資金協力を実施するためのコンサルタントや請負業者との契約及びその管理を行う

必要がある。 

 

上記をまとめると以下のようになる。 

- プロジェクト責任機関： 地方自治・環境省 

- プロジェクト実施機関： ホムス市及びラタキア市 

- ラタキア周辺 3 市代表機関： ラタキア市 

- 廃棄物管理機関： ホムス市、ラタキア市、ジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ市 

 

2. コンサルタント 

無償資金協力による機材調達のために、無償資金協力の基準及び手続きに精通した日本法人コンサル

タントが「シ」国政府と設計監理契約を結び、実施設計及び調達監理業務を行う必要がある。 

なお、コンサルタントは入札図書を作成するとともに事業実施主体に対し入札推進業務を代行する。 

 

3. 請負業者 

我が国の無償資金協力制度により、公開入札で選定される日本国法人請負業者が、機材の調達を行う。 

なお、調達機材は調達後も引続きスペアパーツの供給、故障時の対応等のアフターサービスが必要と

考えられるため、請負会社は、機材引渡しの後の連絡調整についても十分配慮する必要がある。 
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4. 技術者派遣の必要性 

本プロジェクトの無償資金協力は、廃棄物収集・運搬のための機材調達であり、据え付け工事等がな

い。したがって、機材調達に係る特段の技術者派遣の必要はない。 

 

3-2-4-2 調達上の留意事項 

1. 現地調達事情 

現地の廃棄物収集・運搬車両及びホイールローダの調達事情は、以下のとおりである。 

 

(1) 機材の製造国 

無償資金協力で調達する計画の廃棄物収集・運搬車両及びホイールローダは、「シ」国で製造され

ていない。したがって、我が国または第三国からの輸入が必要である。 

ただし、「シ」国はイスラエル国製品の輸入を禁止しているため、イスラエル国を機材の適格調達

国とすることは避ける必要がある。また、経済制裁による「シ」国への輸出禁止措置をとっている米

国の製品は、円滑なスペアパーツ調達等に支障があるため、米国を適格調達国とすることを避ける必

要がある。 

 

(2) 「シ」国のトラック・建設機械市場の状況 

「シ」国政府は既存機材を我が国や欧米等から輸入している。輸入機材は国際入札で調達すること

が原則のため、特定の国やメーカーの製品を指定した調達方法はとられていない。したがって、さま

ざまなメーカーの機材が活用されている。現在使用されている廃棄物収集・運搬車両及びホイールロ

ーダは、概ね以下のようにまとめられる。 

ア．大型収集車： 米国・欧州製（マック、フレイトライナー、マン、ボルボ等） 

イ．中小型収集車： 日本製（トヨタ・いすず等） 

ウ．ホイールローダ： 米国・欧州製（ケース、ボルボ、キャタピラー等） 

 

上記のメーカーは、原則として入札価格から選択されており、アフターサービス体制等の評価は契

約時に十分に行われていない。そのため、機材調達後にスペアパーツ購入が困難な場合がある。「シ」

国内でのスペアパーツ供給や修理の面で比較的充実したアフターサービス体制を有している機材メ

ーカーは、少数のメーカーに特定され、これらのメーカーの機材を調達することが望ましいと考えら

れる。したがって、本プロジェクトでは、代理店を「シ」国内に有するメーカーが要求される仕様の

機材供給が可能な場合かつそのメーカーの機材原産国が第三国の場合、第三国調達の措置を講じてア

フターサービスの充実したメーカーの機材調達を促進する必要がある。 

 

2. 調達計画上の注意点 

 無償資金協力で調達する機材の調達計画上の注意点は、以下のとおりである。 
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(1) 機材仕様の統一 

本プロジェクトで調達する機材のうち、要求される仕様が同じかつ複数の地方自治体で活用される

ものについては、地方自治体間の維持管理ノウハウの共有を促進するために、同一メーカーかつ同一

モデルの機材を調達できるように機材調達契約条件を設定する必要がある。 

また、機材モデル間のスペアパーツ共有や円滑なスペアパーツ購入を期し、可能な限り同一メーカ

ー及び／または同一系統機材の調達ができるように機材調達契約条件を設定する必要がある。 

 

(2) 機材調達契約のロット分け 

無償資金協力で調達を計画している機材は、トラック系機材である廃棄物収集・運搬車両と建設機

械系機材であるホイールローダである。据え付け工事等の必要がない機材調達のみのため、機材調達

の適格請負業者は自動車及び建設機械の売買をしている商社とすることが適切であると考えられる。 

なお、本プロジェクトは総計 100 台以上の機材を調達する大規模案件であること、商社により得意

機材が分かれることが考えられることから、多くの入札者を確保して競争性を保つことを目的に、必

要に応じて機材調達契約を車種や費用等の面からいくつかのロットに分割することが望まれる。 

 

(3) 機材調達業務の期分け 

ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市では、日常的な活動で収集困難な都市一般廃棄物が 27t/日か

ら 150t/日と多く、都市一般廃棄物収集能力の絶対量を向上させることが緊急課題である。この課題

に応えるためには、容量・調達数量の両面で計画数量が大きいコンパクタ車タイプ 1（8m3）の早期

調達が効果的である。 

したがって、ホムス市、ラタキア市及びジャブレ市の都市一般廃棄物収集能力緊急改善に必要なコ

ンパクタ車タイプ 1(8m3)を第 1 期、その他の機材を第 2 期で調達する 2 期分け案件とする必要があ

る。また、後述の効率的な廃棄物収集体制の早期整備に必要なソフトコンポーネントは第 1 期に実施

する。 

 

3-2-4-3 調達・据付区分 

本プロジェクトにおける我が国及び「シ」国の負担区分は、以下のとおりである。 

 

1. 我が国の負担範囲 

(1) 廃棄物収集・運搬機材の調達 

(2) 上記機材の「シ」国貿易港までの海上輸送と荷揚げ 

(3) 後述する廃棄物収集効率向上に係る技術支援（ソフトコンポーネント） 

 

2. 「シ」国の負担範囲 

(1) 廃棄物収集・運搬機材の通関作業と「シ」国内陸輸送 

(2) 無償資金協力で調達するコンパクタ車に対応するコンテナの調達と市内配備 
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(3) 無償資金協力で調達する機材の運営・維持管理に必要な要員の配置 

(4) 無償資金協力で調達する機材の運営・維持管理に必要な予算措置と廃棄物収集・運搬の実施 

 

3-2-4-4 調達監理計画 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の枠組みの中で実施される必要がある。したがって、我が

国の無償資金協力制度が要求する規定・基準等を遵守し、その枠組みの中でプロジェクト対象地域の廃

棄物収集・運搬状況改善に必要な適切な機材を調達することを基本方針とする。 

 

1. 調達監理の業務内容 

コンサルタントは、基本設計の主旨を踏まえ、入札図書作成業務・調達監理業務に係る一貫したプロ

ジェクトチームを編成し、円滑に業務実施を行う必要がある。また、無償資金協力の制度に沿った機材

調達となるよう、表 3-2-4-1 に示す業務を実施することとする。 

 

表 3-2-4-1 コンサルタントの業務内容 

業務の段階 業務の内容 
調達契約前 入札図書の作成 

入札業務代行 
入札結果評価 
契約業務補佐 

調達契約後 機材調達の工程・品質監理 
機材品質確認 
第 3 者機関による船積前検査 
請負業者の契約作業履行確認 
報告書作成等 

 

コンサルタントは、上記業務の実施のために、業務の進捗に応じて表 3-2-4-2 に示す要員を配置する必

要がある。 

 

表 3-2-4-2 コンサルタントの要員配置計画 

業務の内容 配置要員 
入札図書の作成 総括技術者、機材計画技術者、契

約条件策定技術者 
入札業務代行 総括技術者、積算技術者、入札業

務管理技術者 
入札結果評価 総括技術者、入札評価技術者、価

格評価技術者 
契約業務補佐 総括技術者、入札業務管理技術者 
機材調達の工程・品質監理 工程上の必要時期に、総括技術

者、機材評価技術者 
機材品質確認 機材評価技術者 
第 3 者機関による船積前検査 機材評価技術者 
請負業者の契約作業履行確認 総括技術者、機材評価技術者 
報告書作成等 総括技術者、機材評価技術者 
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2. 調達監理時の実施体制 

調達監理時の調達監理体制及び関連機関等の全体的な関係は、図 3-2-4-1 に示すとおりである。 

 

日本国政府 「シ」国政府交換公文

地方自治・環境省
契約管理

全体取りまとめ

コンサルタント
入札図書作成
入札業務代行

調達監理

各契約書の承認
入札図書の承認
進捗報告・確認

請負業者
機材製作・調達

海上輸送
機材の現地引渡し

ホムス/ラタキア市
コンテナ製作・調達

内陸輸送
機材の現地受領

契約

契約

調達監理

連絡・指示

連
絡
・
調
整

連
絡
・
調
整

連絡・指示

 

図 3-2-4-1 調達監理時の実施体制 
 

3-2-4-5 品質管理計画 

 以下に品質管理計画を工程管理と品質管理に分割して述べる。 

 

(1) 工程管理 

 本プロジェクトの無償資金協力は機材調達のみで構成されるため、所定の工程遵守に重要な作業は

機材の工場製作である。原則として請負業者の工場の管理に基づく工程管理とし、コンサルタントは

請負業者の報告から進捗状況を確認し、必要に応じて工程遵守の警告等を発する計画とする。 

なお、コンサルタントの工程監理として、以下の作業を計画する。 

ア． 無償資金協力制度で要求される期間と機材製作に必要と考えられる期間を考慮し、必要かつ

十分な工期を設定し、機材調達契約条件となる計画工程表を作成する。この計画工程表は入

札図書で提示する。 

イ． 入札時に請負業者の提示する工程が工期厳守に十分であることを確認する。 

ウ． 計画工程と請負業者の実績を比較しながら工程の進捗状況を確認する。 

エ． 請負業者の工程が計画から大きく遅れてきた場合、請負業者に対する警告を発し、請負業者

の工期遵守を促す。また、必要に応じて工期遵守への対応策の検討・提案を行う。 

 

(2) 品質管理 

 無償資金協力で調達する機材は工場で製作される。したがって、請負業者の工場の管理に基づく品

質管理を原則とし、コンサルタントは完成時の性能検査確認等から機材品質を確認する。 

なお、コンサルタントの品質監理として、以下の作業を計画する。 

ア． 基本設計を踏まえた機材仕様書を入札図書で提示する。 



 

- 107 - 

イ． 入札時に、請負業者の提案する機材が入札図書で規定した仕様を満たしていることを確認す

る。 

ウ．必要に応じ、入札図書規定より詳細な部分の仕様を請負業者の承認図書等を通じて確認する。 

エ．工場製作完了時の品質検査への立会い及び／または検査結果報告書のレビュー等を通して機

材の品質を出荷前に確認する。必要に応じて、製品の手直し等を請負業者へ指示する。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

1. 機材の調達計画 

 「シ」国での機材調達難易度及び機材メーカーのアフターサービス充実度を踏まえ、以下のように機

材調達を実施することを計画する。 

 

(1) 機材の調達先 

 前述のように無償資金協力で調達することを計画している機材は「シ」国内で生産されておらず、

我が国及び／または第三国において調達する必要がある。 

調達する機材の大部分を占める自動車系機材は、全てが中小型トラックに分類され、我が国の自動

車会社が得意とする機材である。欧州等のメーカーは、大型トラックを中心に供給しており、中小型

トラック供給実績が少ない。したがって、自動車系機材は、日本国調達とすることを計画する。 

一方、建設機械に分類されるホイールローダは、欧州連合（EU）諸国のメーカーの供給実績が比

較的多く、メーカーのアフターサービス体制が充実している。また、本プロジェクトで要求されるホ

イールローダは専用設計の必要がない汎用機であるため、請負業者の既成の工場製作ラインでの製造

が可能である。したがって、我が国の請負業者も十分に調達管理を実施することが可能であると考え

られ、調達適格国を第三国へ開くことを計画する。ただし、EU 諸国全般に門戸を拡大すると現地に

代理店を有しないメーカーの参入が可能となり、門戸拡大の目的を達成することが不可能なため、第

三国調達する場合は、現地に公式代理店を有することという条件を設けることを計画する。 

 なお、本プロジェクトで「シ」国側が調達するコンテナは現地で生産されているため、現地調達が

可能である。 

 上記の結果、無償資金協力による機材の調達先を表 3-2-4-3 のように計画する。 

 

表 3-2-4-3 機材調達先 

調達先 
機材名 

現地 日本 第三国 
備考 

コンパクタ車タイプ 1 (8m3)  ○   
コンパクタ車タイプ 2 (4m3)  ○   
ダンプトラック (6m3)  ○   

医療廃棄物収集車タイプ 1 （2t ダン

プトラック） 
 ○   

医療廃棄物収集車タイプ 2 （1t トラッ

ク） 
 ○   

ホイールローダ  ○ （○） （EU 諸国）注）
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調達先 
機材名 

現地 日本 第三国 
備考 

コンテナ洗浄車  ○   

道路清掃車  ○   

散水車  ○   

注）ホイールローダは、積算上は最低価格であった日本調達である。しかし、現地に公式代理店のあるEU 諸国製機

材は、プロジェクトに十分な仕様かつアフターサービス体制も整備されているため、入札時はEU 諸国へ門戸を

開く計画である。 
 

(2) スペアパーツの調達範囲 

 「シ」国の地方自治体が年間計画で約 1 年間に必要なスペアパーツをまとめて調達していることを

踏まえ、約 1 年間の機材稼動に必要と考えられる消耗品を中心としたスペアパーツの調達を機材と同

時に無償資金協力で調達することとする。 

 2 年目以降に必要なスペアパーツ及び無償資金協力でカバーしないスペアパーツの調達は、「シ」

国側の自助努力で調達することとする。 

 

(3) 機材のメーカー保証 

 1 年以上が経過した後の不具合は、原因の特定が困難になる。したがって、機材納品から 1 年以内

に発生した不具合は、不適切な使用・管理／事故等に起因するもの以外、製作したメーカーを含む請

負業者が無償修理／交換を保証することとする。 

 なお、機材供給後、モデル変更等により将来のスペアパーツの入手が困難になる可能性があるため、

少なくとも機材納品後 10 ヶ年にわたり、一般商業ベースで適切なスペアパーツを供給することを請

負業者へ義務付ける必要があると考えられる。 

 

2. 輸送計画 

我が国で調達される機材は、我が国の貿易港から「シ」国の貿易港まで海上輸送されることとなる。

また、EU 諸国から第三国調達が行われた場合、その機材は原産国の直近の EU 諸国貿易港から「シ」国

の貿易港まで海上輸送されることとなる。「シ」国の代表的な貿易港はラタキア港とタルトゥス港であり、

輸送船のスケジュール等による使い分けが必要である。両港とも本プロジェクトの調達機材の荷揚げ及

び通関作業等が可能である。 

本無償資金協力の範囲は、「シ」国貿易港での荷揚げ作業までとし、その後に必要な通関作業及び「シ」

国内陸輸送は「シ」国側負担で実施する計画とする。スペアパーツ以外の調達機材は自走機材であるた

め、自走を活用した内陸輸送が可能である。 

なお、「シ」国側が実施する内陸輸送距離（市中心部まで）は、表 3-2-4-4 のとおりである。 
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表 3-2-4-4 調達機材の内陸輸送距離 

荷揚港

輸送先 
ラタキア港 タルトゥス港 

ホムス市 186km 96km 
ラタキア市 - 90km 
ジャブレ市 33km 60km 
アルハフェ市 26km 116km 
クルダハ市 24km 90km 

 

3. 据付工事施工計画 

調達機材のすべてが納入渡しであり、据付工事はない。 

 

4. 調整・試運転実施計画 

調達機材のすべてが船積前に工場で完成しているため、現地での調整・試運転業務はない。海上輸送

の際、一部のパーツが取り外されることがあるが、その取付けは通常の納品業務と考えられるため、特

段の取付・調整作業の計画は必要ない。 

 

5. 初期操作指導実施計画 

調達機材のすべては、「シ」国側が取扱いに慣れている汎用機材である。納品時に若干の取扱い説明・

維持管理上の注意点説明が必要であるが、それらの説明は通常の納品業務と考えられる。したがって、

特段の初期操作指導の必要はない。 

 

6. 運用指導実施計画 

プロジェクトの目的である廃棄物収集率の向上には、廃棄物収集の効率化が必要である。効率化に住

民の排出に対する協力が不可欠である。したがって、効果的な住民協力を得るための住民啓蒙活動が必

要である。本プロジェクトでは、後述するソフトコンポーネントで廃棄物収集効率向上に係る技術指導

を実施する。 

 

7. 検査・検収等実施計画 

本プロジェクトでは以下の検査・検収を計画する。 

 

(1) 請負業者による検査 

 機材製作メーカーを含む請負業者は、以下の検査を実施することとする。 

 

ア．工場検査 

製作工場において完成した機材の品質・形状、性能等の確認検査を行う。特にコンパクタ車の

コンテナリフトの作動確認検査を行う。スペアパーツ以外の検査は、全数検査とする。スペアパ

ーツは、メーカーの品質保証システムに基づく抜き取り検査とする。 
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イ．出荷前検査 

輸出梱包に先立ち、機材の員数（品目・数量）確認検査を行う。 

 

ウ．船積前機材照合検査 

後述するコンサルタントの船積前機材照合検査の準備を行い、検査に立会う。 

 

(2) コンサルタントによる検査 

コンサルタントは、以下の検査を実施する。 

 

ア．工場検査 

請負業者の工場検査結果を書類で確認するとともに、製作工場で抜き取り検査を実施し、検査

結果と抜き取り検査結果を照合する。同時に、入札時／契約後に請負業者が提出した図書類と完

成品の照合を行う。 

 

イ．船積前機材照合検査 

第三者検査機関に委託し、船積前機材照合検査を実施する。検査内容は、機材の員数と梱包状

況とし、契約どおりに機材が船積されることを確認する。 

 

ウ．現地引渡し時検収 

「シ」国貿易港への機材到着後、契約どおりの機材員数が納品されたことを確認する。その際、

輸送中の事故の有無等を確認し、必要に応じて無償修理等の指示を請負業者へ発出する。また、

取扱説明等の実施を含む請負業者の業務完了を確認する。 

 

3-2-4-7 ソフトコンポーネント計画 

1. ソフトコンポーネントを計画する背景 

本プロジェクトでソフトコンポーネントを必要とする背景は、以下のようにまとめられる。 

 

(1) プロジェクトの目標との関連 

本プロジェクトは、ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市（ジャブレ市、アルハフェ市、ク

ルダハ市）からなるプロジェクト対象地域で発生する廃棄物の収集・運搬能力の向上を目的としてい

る。収集・運搬能力の代表的な評価指標である日常作業で収集・運搬可能な都市一般廃棄物収集量（率）

は、2004 年現在、ホムス市：750t／日（83%）、ラタキア市：250t／日（74%）、ジャブレ市：43t／日

（61%）、アルハフェ市：12t／日（75%）、クルダハ市：30t／日（77%）と低迷している。本プロジェ

クトでは、無償資金協力での機材調達を通し、2010 年の収集量（率）をホムス市：955t／日（95%）、

ラタキア市：345t／日（90%）、ジャブレ市：66t／日（80%）、アルハフェ市：18t／日（90%）、クル

ダハ市：41t／日（90%）とすることを目標としている。 
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本プロジェクトの目的は上記目標達成に必要な収集・運搬体制整備であり、必要な体制整備は機材

等のハード面と機材等を活用するソフト面 2 面から構成される。したがって、ソフト面整備は目標達

成に必要なものである。 

 

(2) プロジェクトの目標と投入及び活動 

プロジェクト目標の指標である収集率は、廃棄物発生量と収集量で管理される。したがって、目標

達成のためには、計画どおりの廃棄物収集量確保が必要である。また、廃棄物収集量は、機材の 1 ト

リップ（1 回の処分場等への運搬）当たりの収集・運搬量と 1 日当たりのトリップ数（処分場等への

運搬回数）の乗であり、両者の計画どおりの整備／実施が必要である。 

言い換えると、1 回に運搬する量を確保する機材投入と 1 日に運搬する回数を確保する効率的な収

集・運搬活動により目標を達成しようとするものである。このうち、機材投入はハード整備として無

償資金協力が活用され、十分な量の機材整備が行われることになる。一方、収集・運搬活動の効率化

へ機材整備のみで対応するは困難であり、ソフト面の整備が要求される。 

 

(3) プロジェクトの目標達成に必要な活動 

本プロジェクトでは、調達する機材の容量及び運搬距離等から、効率的な車両運行で実施可能と考

えられる 2～4 トリップ/日を計画トリップ数として設定しており、この計画トリップ数に基づいて調

達機材を計画している。したがって、「シ」国側はこの計画トリップ数を確保する収集・運搬活動を

実施する必要がある。計画トリップ数が確保されなければ、機材能力を十分に生かせず、目標収集率

の達成が不十分になる可能性がある。 

 

(4) 効率的な廃棄物収集・運搬の阻害要因 

トリップ数は、収集効率を示す代表的な指標と言うことができ、トリップ数の確保は適切な収集効

率の確保と言い換えることができる。効率的な廃棄物収集・運搬活動の主な阻害要因としては、以下

の事項が考えられる。 

ア． 不安定な配車と要員配置 

イ． 無駄の多い収集・運搬ルート 

ウ． 交通渋滞等、非生産的な時間の浪費 

エ． 不適切に排出された廃棄物の収集 

 

上記のうち、アとイについては、廃棄物管理実施機関内部の作業データ蓄積と分析による配車・ル

ート等の改善／再構築で対応する必要がある。調達機材の機種・数量に応じた新たな詳細収集計画策

定の必要があるものの、プロジェクト対象地域の各市が日常的に実施している作業であるため、「シ」

国側で十分に対応可能な阻害要因であると考えられる。 

ウは、交通渋滞等の外部要因で発生するものであるが、作業時間を夜間にする等の処置で対応が可

能であり、「シ」国側で十分に対応可能な阻害要因である。 
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エは、住民の不適切排出が原因であり、外部要因と言うことができる。しかし、住民排出の管理や

適正排出への住民啓蒙は廃棄物管理実施機関の活動としてプロジェクト内部へ取り込むことが可能

である。しかし、適正排出促進に係る既存の活動は実施されておらず、本プロジェクトの実施機関は

必要な知識や経験を有していない。そのため、新たに適正排出促進に取り組む必要がある。 

 

(5) 適正排出に係る状況と課題 

 新たに取り組む必要のある適正排出促進に係る状況と課題は以下のとおりである。 

 

ア．不適切排出の状況と問題点 

 プロジェクト対象地域では、住民による路上・空き地への安易な投棄が当たり前の形に定着し

てしまっている。道路脇にコンテナが設置されていてもコンテナへ投入しない、コンテナが近く

になければ自宅の戸口や空き地に投棄／排出する、大きな金属・タイヤ・瓦礫等をコンテナに投

入してコンパクタ車に障害を与える等の住民行動が横行している。 

 このため、廃棄物収集の責任を担う行政機関が、散乱した廃棄物や無秩序に投棄／排出された

廃棄物を収集せざるを得ない状況に置かれており、以下のように住民行動が効率的な廃棄物収集

作業の障害になっている。 

- コンテナ外に散乱した廃棄物を積み込むため、収集車両の収集時停車時間が長くなる。 

- 一軒ごとの戸口から廃棄物を拾うため、停車回数が多くなる。 

- コンパクタ車に積めない廃棄物を除去するため、収集車両の収集時停車時間が長くなる。 

 

イ．課題 

 廃棄物収集は行政機関の責任で実施する必要があるため、ホムス市、ラタキア市、ラタキア周

辺 3 市は、これまで、不適切排出廃棄物へも対応できるハード的な収集能力の整備が課題である

と考えてきた。そのため、機材増強や人力収集の作業員増強で対応する一面的な努力を続けてき

たと言える。 

しかし、増大化する廃棄物量にハード的な投入のみでの対応を続けていくことは財務的に困難

である。また、問題の原因は住民の不適切排出であるため、住民の排出方法を改善して収集活動

の効率化を図る必要がある。適正排出という住民協力が得られれば、最低限の物理的投入で収集

作業の効率化が可能である。したがって、問題解決への課題は住民の適正排出であり、適正排出

促進を廃棄物管理業務の中に取り込むことであると考えられる。 

なお、「シ」国の廃棄物管理状況を考慮して当課題を詳細化すると以下のとおりである。 

- 適正排出を促進するための住民啓蒙体制を構築する。 

- 適正排出の必要性を住民へ周知する手法を習得する。 

- 継続的に住民啓蒙を実施し、啓蒙結果／適正排出を管理する。 
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(6) ソフトコンポーネントの必要性 

 「シ」国は、機材調達によるハード整備と同時に、廃棄物収集効率向上のためのソフト整備を実施

する必要がある。したがって、機材調達への協力と同時に、我が国が廃棄物収集効率化を目的とした

技術支援を実施することは有意義な協力であると考えられる。 

整備が必要なソフトは、上述の効率化の阻害要因対策が主なものとなる。そのうち、配車、ルート

選定、作業時間選定等の阻害要因対策は「シ」国の既存技術で対応が可能と考えられる。しかし、適

正排出促進は、本プロジェクトを契機に新たに取り組む活動であり、「シ」国でほとんど実施されて

いない。適正排出促進に必要な知識・経験が「シ」国に十分ないため、適正排出促進に内容を絞り込

んだ技術支援が必要であると考えられる。 

 

2. ソフトコンポーネントの目標 

本プロジェクトのソフトコンポーネントの目標を以下のように計画する。 

 

(1) ソフトコンポーネントの対象サイト 

 ソフトコンポーネントは、本プロジェクトの実施機関であるホムス市及びラタキア市で実施する計

画とする。 

 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

廃棄物収集効率向上を目的とし、必要なソフト整備に係る技術支援を計画する。対象とするソフト

は、適正排出促進に絞り込むこととする。 

適正排出という住民協力は、立法や行政からの一方的な指示のみで得ることは困難である。繰り返

し、協力の必要性と必要な協力を住民に周知する啓蒙活動が必要である。また、住民啓蒙の効果は、

迅速に発現するものではない。継続的な住民啓蒙と行政の廃棄物収集・運搬活動への努力・実績が住

民に認識され、住民が協力の必要性と協力による改善結果を理解した後に効果が発現する。 

ソフトコンポーネント期間中に適正排出促進活動の効果を期待することは困難なため、本プロジェ

クトのソフトコンポーネントの目標は、「ホムス市及びラタキア市が適正排出促進手法を習得し、適

正排出を普及できるようになる」こととする。 

 なお、現地実施機関に適正排出促進に係る実績がないため、ソフトコンポーネント期間中に第 1 回

目の適正排出普及活動を実施することとする。第 1 回目の普及活動については、現地実施機関にキャ

ンペーンのニーズが高いこと、前段開調のキャンペーン時に多くの来訪者を得たことから、キャンペ

ーンを伴うパンフレット配布が適切と考えられる。 

 

(3) ソフトコンポーネント期間中に実施する住民協力依頼内容 

 本プロジェクトで物理的な機材投入が行われ、廃棄物量の面での機材能力は整備される。したがっ

て、ホムス市・ラタキア市は調達機材を活用して廃棄物収集・運搬活動の視認可能な努力・実績を広

報することが可能となる。その結果、行政の努力が住民に認められ、啓蒙された住民が適正排出の意
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義を理解することになると考えられる。この実績広報を含む適正排出促進活動は、定期的かつ継続的

に実施される必要がある。 

 なお、理想的な住民協力として、定時排出、分別排出、戸口排出からステーション排出への変更、

住民によるコンテナ周囲や収集ステーションの散乱廃棄物の整理等、様々な導入すべき課題が挙げら

れる。しかし、これらの住民協力は、現在ほとんど得られておらず、これらの急激な導入は住民の反

発を招き、適正排出促進活動のみならず廃棄物管理事業全体の改善への障害となる可能性がある。こ

れらの理想的な住民協力は、長い年月をかけた廃棄物管理事業の改善と促進活動の結果として得られ

るものと考えられる。また、本ソフトコンポーネントの目的は廃棄物収集効率の向上であるため、分

別排出等の促進必要性は低い。 

 したがって、ソフトコンポーネント期間中に普及する適正排出は、現状から大きな飛躍がなく、収

集効率の改善効果が得られるものとして、以下の内容に絞り込む計画とする。将来的には、得られた

住民協力と廃棄物管理事業の全体的な改善進捗に応じて、「シ」国側が普及内容を拡大していく必要

がある。 

- コンテナ設置箇所では、コンテナへ投入する 

- 戸口排出地域では、道路沿いの一定間隔に設けるステーション収集にする 

- 路上・空き地への投棄を止める 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネント完了時に達成される成果は以下のとおりである。 

 

(1) ホムス市及びラタキア市に適正排出促進活動の実施体制（担当係等）が構築される。 

(2) ホムス市及びラタキア市関係者が、適正排出促進に係る住民へ広報／啓蒙すべき内容及び方法を

理解する。 

(3) ホムス市及びラタキア市関係者が、適正排出促進に係る広報すべきデータ類の収集・分析方法を

理解する。 

(4) ホムス市及びラタキア市は、適正排出促進に係る住民への広報／啓蒙方法を習得し、広報活動／

住民啓蒙活動を開始する。 

 

4. 成果達成度の確認方法 

上記の(1)～(4)の成果達成度の確認方法は、以下のとおりである。 

 

(1) 適正排出促進実施体制構築（担当者名、要員数） 

(2) 適正排出促進マニュアル、講習会日数、講習会参加人数 

(3) 広報データ一覧表（内部管理用文書） 

(4) キャンペーンプログラム、キャンペーン来訪者数、配布パンフレット類、パンフレット類配布部

数 
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 5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

ソフトコンポーネントの活動計画は、以下の適正排出促進に係る技術指導を計画する。各活動は、ホ

ムス・ラタキア両市で実施する。 

 

(1)  適正排出促進マニュアル案の作成 

住民が適正排出の必要性を理解するために必要な広報すべき廃棄物管理の指標を抽出する。また、

基本設計調査で分析した現在の排出状況を踏まえ、住民から協力を受ける必要がある事項を抽出する。

その後、現状の廃棄物管理指標から、住民協力の必要性、住民協力後の想定される改善状況、住民協

力が住民にとって有意義であることを説明するモデルフローを検討する。これらを、我が国の地方自

治体のデータ広報の事例や住民啓蒙事例等を活用して、適正排出促進マニュアル案としてとりまとめ

る。当マニュアル案は日本国内において英語で作成し、現地でアラビア語に翻訳する。 

マニュアル案には、効果的なパンフレット配布のためのキャンペーンの実施方法や、マスメディア

を活用した支援方法を含めることとする。また、キャンペーンが想定される第 1 回普及活動のマニュ

アルに限定せず、実施体制構築計画や定期的な広報活動計画も取りまとめる。 

なお、この作業は、ホムス・ラタキア両市に共通する作業とする。 

 

ア．期間 

 日本国内での適正排出促進マニュアル案作成に 0.33 ヶ月（10 日間）、「シ」国での翻訳に 1 週

間を計画する。 

 

イ．我が国の投入 

 廃棄物管理指標分析指導員と住民啓蒙手法指導員の 2 名の日本人技術者を計画する。 

 

ウ．「シ」国側ターゲットグループ 

 この段階では直接的なターゲットは存在しないが、ホムス市及びラタキア市の廃棄物管理セク

ターの管理職、環境セクター管理職、渉外担当者がマニュアルの主な利用者となる。 

 

エ．成果品 

 当作業の成果品は、適正排出促進マニュアル案とする。ただし、5.(3)で修正を加えたものを最

終成果品とする。 

 

(2) タイム・アンド・モーション調査（TMS: Time and Motion Survey）講習 

 TMS は、一台の廃棄物収集車が出庫から入庫までの間の移動と収集時停車を含む全作業の時間、

場所、移動距離を調査するものである。これは、廃棄物収集の効率性を調査する上で重要である上、

住民は調査結果を通じて効率性を理解しやすい。また、ソフトコンポーネント時の調査結果は適正排

出促進活動後の状況と比較するためのベースデータとなる。 

 ホムス・ラタキア両市は、独自に調査を実施してデータ分析する手法を身に着けていないため、TMS
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講習会の実施が必要である。 

 講習会は、廃棄物収集機材の配車担当者を対象に、実地講習形式で実施する。実地講習は、地域・

収集方式別の 5 回の現地調査とデータ分析講習とする。 

 

ア．期間 

 ホムス市及びラタキア市において 5 日間ずつ実施し、移動日を含め合計 0.47 ヶ月（14 日間）

を計画する。 

 

イ．我が国の投入 

 廃棄物管理指標分析指導員 1 名の日本人技術者を計画する。また、廃棄物管理技術に精通した

英語－アラビア語通訳として 1 名の技術補助員を現地傭上する。 

 

ウ．「シ」国側ターゲットグループ 

 ホムス市及びラタキア市の廃棄物管理セクターの収集車両配車担当部署とする。 

 

エ．成果品 

 当作業の成果品は、TMS 結果表とする。結果表は、4.(3)で述べた広報データ一覧表の一部と

なる。 

 

(3)  適正排出促進講習 

 5.(1)で作成した適正排出促進マニュアル案を用い、ホムス・ラタキア両市で適正排出促進講習会を

開催する。講習会は講師の一方的な講義ではなく、必要に応じて討論方式で実施し、関係者の意見・

アイデアを募る方法で行う。その結果、必要に応じて適正排出促進マニュアル案を補正し、ホムス・

ラタキア各市の現状に対応したマニュアルを作成する。 

 討議の視点は、適正排出促進の実施体制構築、住民の危機意識を引き出すために効果的な公開指標、

住民の協力意識を引き出すために効果的な公開指標、我が国の事例を参考とした指標公開方法、住民

の信頼を得るために取り組むべき行政の活動、事例を参考にした効果的かつ現実的な広報方法等とす

る。 

 この講習会を通して、ホムス・ラタキア両市は、適正排出促進担当係の創設を行い、住民啓蒙方法

のフロー、広報すべき廃棄物管理指標・データ及び必要な住民協力内容等を習得し、廃棄物管理デー

タの収集・分析作業及び住民協力内容の理由・効果等の数値化等の作業に着手する。基礎データの分

析作業は約 1 週間で完了させる。 

 

ア．期間 

 ホムス市及びラタキア市において 5 日間ずつ実施し、移動日を含め合計 0.4 ヶ月（12 日間）を

計画する。 
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イ．我が国の投入 

 廃棄物管理指標分析指導員と住民啓蒙手法指導員の 2 名の日本人技術者を計画する。また、廃

棄物管理技術に精通した英語－アラビア語通訳として 1 名の技術補助員を現地傭上する。 

 

ウ．「シ」国側ターゲットグループ 

 ホムス市及びラタキア市の廃棄物管理セクターの管理職、環境セクター管理職、渉外担当者と

する。 

なお、必要に応じてホムス・ラタキア両市で行政に協力して活動をしている住民委員や NGO

担当者の参加を促す。 

 

エ．成果品 

 当作業の成果品は、必要な修正を加えた適正排出促進マニュアル及び適正排出促進担当係の選

任一覧表とする。 

 

(4) パンフレット作成実地指導 

 5.(3)で収集・分析したデータ類と適正排出促進マニュアルに基づき、期待する住民協力と広報デー

タの関連を取りまとめる作業の実地指導を行う。その結果を用いて、住民の危機意識／協力意識を引

き出すために効果的なパンフレットの原稿作成に係る実地指導を行う。同時に、効果的な第 1 回適正

排出普及活動（キャンペーン及びマスメディア支援等を含むパンフレット配布）に係る啓蒙プログラ

ム作成の実地指導を行う。 

 なお、講習会終了後、ホムス市及びラタキア市は、パンフレットの印刷、マスメディアとの折衝、

キャンペーン開催準備を開始する。 

 

ア．期間 

 ホムス市及びラタキア市において 5 日間ずつ実施し、移動日を含め合計 0.5 ヶ月（15 日間）を

計画する。 

 

イ．我が国の投入 

 廃棄物管理指標分析指導員と住民啓蒙手法指導員の 2 名の日本人技術者を計画する。また、廃

棄物管理技術に精通した英語－アラビア語通訳として 1 名の技術補助員を現地傭上する。 

 

ウ．「シ」国側ターゲットグループ 

 ホムス市及びラタキア市の選任された適正排出促進担当係及び廃棄物管理セクターの管理職、

環境セクター管理職、渉外担当者とする。 

なお、必要に応じてホムス・ラタキア両市で行政に協力して活動をしている住民委員や NGO

担当者の参加を促す。 
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エ．成果品 

 当作業の成果品は、広報データ一覧表、パンフレット原稿及び啓蒙プログラムとする。 

 

(5) キャンペーン開催とパンフレット配布 

 5.(4)で作成したパンフレットを印刷し、啓蒙プログラムに従ってキャンペーンとパンフレット配布

を実施する。この活動は、「シ」国側の自助努力によるものとする。 

 

ア．期間 

 啓蒙プログラムに従って実施するものとする。ホムス市及びラタキア市において、数日ずつの

実施が必要であると考えられる。 

 

イ．我が国の投入 

 ソフトコンポーネントとしての投入は行わない。機材納品確認・検収を実施したコンサルタン

ト要員がキャンペーン及びパンフレット配布に立会い、ソフトコンポーネントの総合評価及び持

続的活動への提案を行う。 

 

ウ．「シ」国側活動主体 

 ホムス市及びラタキア市の選任された適正排出促進担当係を中心とした廃棄物管理セクター、

環境セクター、渉外セクターとする。 

なお、必要に応じてホムス・ラタキア両市で行政に協力して活動をしている住民委員や NGO

担当者の参加を促す。 

 

エ．成果品 

 当作業の成果品は、キャンペーンのプログラム、配布パンフレットとする。 

 

(6) 活動計画総括 

ソフトコンポーネントの活動計画の総括を表 3-2-4-5 に、ソフトコンポーネントの位置付けを表す

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を表 3-2-4-6 に示す。 
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表 3-2-4-5 ソフトコンポーネントの活動計画総括表
No 活動計画 ターゲットグループ 成果品 活動方法 必要な投入 

 
廃棄物管理指標分析指導員 
･マニュアル案の作成（英語） 
･上記マニュアル案のアラビア語翻訳 

 
日本人技術者 
1 人 x0.33 ヶ月 
(0.33M/M 国内) 
(10 日間) 

日本の地方自治体の広報データ内容調査 2 日 
シリアで公開可能かつ住民が理解しやすい指標抽出 1 日 
住民協力必要事項抽出と指標との関連付け 2 日 
指標公開面からの住民説明フロー検討 2 日 
適正排出促進マニュアル案作成 3 日 

 
住民啓蒙手法指導員 
･マニュアル案の作成（英語） 
･上記マニュアル案のアラビア語翻訳 

 
日本人技術者 
1 人 x0.33 ヶ月 
(0.33M/M 国内) 
(10 日間) 

日本の地方自治体の広報方法調査・事例収集 2 日 
事例を参考にした、シリアで受入やすい方法検討 1 日 
キャンペーンプログラム案作成 1 日 
パンフレット案作成 1 日 
方法面からの住民説明フロー検討 2 日 

1 適正排出促進マ
ニュアル案の作
成 

ホムス市及びラタキア市 
-廃棄物管理セクター管理職
-環境セクター管理職 
-渉外担当者 

 
-マニュアル案（英
語） 

-上記マニュアル案
のアラビア語翻訳

適正排出促進マニュアル案作成 3 日 
 
廃棄物管理指標分析指導員 
TMS 技術移転 
-TMS 方法説明 
-TMS 実地講習 
-データ分析講習 

 
日本人技術者 
1 人 x0.47 ヶ月 
(0.47M/M 現地) 
（14 日間） 

ホムスでの実地指導（1 回/日 x 5 回 =5 日） 5 日 
ラタキアでの実地指導（1 回/日 x 5 回 =5 日） 
移動（日本→シリア 2 日、シリア国内 2 日） 

5 日 
4 日 

2 タイム・アンド・
モーション調査
（TMS） 
講習 

ホムス市及びラタキア市 
-廃棄物管理セクター 
 配車部署 

 
-実地講習で得られ
た TMS 結果表 

 現地技術補助員 
1 人 x0.4 ヶ月 
(0.4M/M)(12 日間) 

 
廃棄物管理指標分析指導員 
適正排出促進技術移転 
-実施体制構築 
-マニュアル案説明 
-広報内容、公開指標講習 
-広報方法講習 
-マニュアルの補正 

 
日本人技術者 
1 人 x0.4 ヶ月 
(0.4M/M 現地) 
(12 日間) 

方法に係る講習・討論（ホムス） 3 日 
討論を通した実施体制構築（ホムス） 2 日 
方法に係る講習・討論（ラタキア） 3 日 

3 適正排出促進
講習 

ホムス市及びラタキア市 
-廃棄物管理セクター管理職
-環境セクター管理職 
-渉外担当者 

 
-適正排出促進担当
係選任表 

-補正したマニュア
ル（英語） 

-上記マニュアルの
アラビア語翻訳 

討論を通した実施体制構築（ラタキア） 
移動（シリア国内 2 日） 

2 日 
2 日 

日本人技術者 
国内 0.66M/M 
現地 2.34M/M 

現地技術補助員 
現地 1.23M/M 
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No 活動計画 ターゲットグループ 成果品 活動方法 必要な投入 
 
住民啓蒙手法指導員 
適正排出促進技術移転 
-実施体制構築 
-マニュアル案説明 
-広報内容、公開指標講習 
-広報方法講習 
-マニュアルの補正 

 
日本人技術者 
1 人 x0.47 ヶ月 
(0.47M/M 現地) 
(14 日間) 

方法に係る講習・討論（ホムス）   3 日 
討論を通した実施体制構築（ホムス） 2 日 
方法に係る講習・討論（ラタキア） 3 日 
討論を通した実施体制構築（ラタキア） 
移動（日本→シリア 2 日、シリア国内 2 日） 

2 日 
4 日 

    

 現地技術補助員 
1 人 x0.4 ヶ月 
(0.4M/M)(12 日間) 

 
廃棄物管理指標分析指導員 
パンフレット作成技術移転 
-広報データ取りまとめ講習 
-パンフレット作成講習 
-啓蒙プログラム策定講習 

 
日本人技術者 
1 人 x0.5 ヶ月 
(0.5M/M 現地) 
(15 日間) 

広報データ取りまとめ指導（ホムス） 3 日 
広報データのパンフレットへの活用指導（ホムス） 2 日 
広報データ取りまとめ指導（ラタキア）  3 日 
広報データのパンフレットへの活用指導（ラタキア） 
移動（日本→シリア 2 日、シリア国内 3 日） 

2 日 
5 日 

住民啓蒙手法指導員 
パンフレット作成技術移転 
-広報データ取りまとめ講習 
-パンフレット作成講習 
-啓蒙プログラム策定講習 

 
日本人技術者 
1 人 x0.5 ヶ月 
(0.5M/M 現地) 
(15 日間) 

広報データと期待する住民協力の関係確認指導（ホムス） 1 日 
パンフレット案作成指導（ホムス） 3 日 
啓蒙プログラム作成指導（ホムス） 1 日 
広報データと期待する住民協力の関係確認指導（ラタキア）1 日 
パンフレット案作成指導（ラタキア） 3 日 
啓蒙プログラム作成指導（ラタキア） 
移動（日本→シリア 2 日、シリア国内 3 日） 

1 日 
5 日 

4 パンフレット作
成実地指導 

ホムス市及びラタキア市 
-適正排出促進担当係 
-廃棄物管理セクター管理職
-環境セクター管理職 
-渉外担当者 

 
-広報データ一覧表
-パンフレット原稿
-啓蒙プログラム案

 現地技術補助員 
1 人 x0.43 ヶ月 
(0.43M/M)(13 日間)

5 キャンペーン開
催とパンフレッ
ト配布 
（「シ」国側によ
る実施） 

（活動主体） 
ホムス市及びラタキア市 
-適正排出促進担当係 
-廃棄物管理セクター 
-環境セクター 
-渉外セクター 

 
-配布パンフレット
-キャンペーンプロ
グラム 

 
キャンペーンの開催 
-キャンペーン開催に係る予備広報 
-キャンペーン開催・運営 
-パンフレットの配布 
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表 3-2-4-6 ソフトコンポーネントのプロジェクト・デザイン・マトリックス 
プロジェクトの要約 指標 指標データの入手手段 外部条件 

プロジェクト目標 
・ ホムス市、ラタキア市及びラタキア

周辺 3 市（ジャブレ市、アルハフェ

市、クルダハ市）において、十分に

廃棄物の収集・運搬ができるように

なる。 

 
 
収集率 
・ ホムス市：95% 
・ ラタキア市：90% 
・ ジャブレ市：80% 
・ アルハフェ市：90% 
・ クルダハ市：90% 

 
 
 
・ 収集廃棄物量記録（収集・運搬機

材運行記録） 
・ 廃棄物発生量計算書（人口デー

タ、発生源単位データ） 

 
 
 
・ 予測を大幅に超える人口増加がない。 
・ 大きな行政面積の拡大がない。 
・ 予測を大幅に超える発生源単位の増加がな

い。 

ソフトコンポーネントの目標 
・ ホムス市及びラタキア市が、効率的な

収集・運搬作業のための適正排出促進

ができるようになる。 

 
 
・ 配布パンフレット数 
・ キャンペーン開催回数（期間中 1 回）

・ キャンペーン来訪者数 
・ マスメディア掲載／放映回数 

 
 
・ 配布パンフレット 
・ パンフレット配布記録 
・ キャンペーン開催記録 
・ マスメディア広報のコピー 

 
 
・ 情報公開に係る政治的な指導が入らない。 
 

ソフトコンポーネントの成果 
・ ホムス市及びラタキア市が、適正排出

促進に必要な体制を構築する。 
・ ホムス市及びラタキア市関係者が、広

報／啓蒙内容と方法を理解する。 
・ ホムス市及びラタキア市関係者が、広

報データの収集・分析方法を理解する。 
・ ホムス市及びラタキア市関係者が、広

報／啓蒙活動を開始する。 

 
 
・ 適正排出促進係の要員数 
・ 適正排出促進マニュアル整備 
・ 適正排出促進講習会日数 
・ 適正排出促進講習会参加者数 
・ 広報データ一覧表 
・ 作成したパンフレット及び啓蒙プロ

グラム 

 
・ 適正排出促進講習会記録 
・ キャンペーン実施記録 

 

投 入 
 

ソフトコンポーネントの活動 
・ ホムス市及びラタキア市に対する適正

排出促進に係る技術指導を行う。 
 

[日本側] 
・ 日本人技術者 

国内 0.66M/M 
現地 2.34M/M 

・ 現地技術補助員 
現地 1.23M/M 

[相手国側：ホムス・ラタキア両市それぞれ]
・ 廃棄物管理セクター管理職 2 人 
・ 環境セクター管理職 1 人 
・ 渉外担当者 2 人 
・ 廃棄物管理セクター配車担当者 2 人 
・ キャンペーン運営 20 人 
・ パンフレット配布係 30 人 

前提条件 
カウンターパート等対象者全員がソフトコン

ポーネントに協力する。 
「シ」国側がパンフレット印刷費、キャンペー

ン開催費用、広報費用等を負担する。 
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6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

「シ」国には類似の適正排出普及実績がないため、ローカルリソースの活用が困難である。したがって、

本邦コンサルタント直接支援型の適用が妥当である。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

ソフトコンポーネント実施工程を、図 3-2-4-2 のように計画する。 

機材調達の工程 機材製作

機材輸送

現地検収作業

納品完了

適正排出促進マニュアル作成 廃棄物管理指標分析指導員 日本人 5 5
　　日本の地方自治体の広報データ内容調査 2日

　　シリアで公開可能かつ住民が理解しやすい指標抽出 1日

　　住民協力必要事項抽出と指標との関連付け 2日

　　指標公開面からの住民説明フロー検討 2日

　　適正排出促進マニュアル案作成 3日

住民啓蒙手法指導員 日本人 5 5
　　日本の地方自治体の広報方法調査・事例収集 2日

　　事例を参考にした、シリアで受入やすい方法検討 1日

　　キャンペーンプログラム案作成 1日

　　パンフレット案作成 1日

　　方法面からの住民説明フロー検討 2日

　　適正排出促進マニュアル案作成 3日

タイムアンドモーション調査講習 廃棄物管理指標分析指導員 日本人 14
　　移動（成田→ダマスカス） 2日

　　移動（ダマスカス→ホムス） 1日

　　ホムスでの実地指導（1回/日　x　5回　=5日） 5日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　ラタキアでの実地指導（1回/日　x　5回　=5日） 5日

技術補助員 現地傭上 12
　　移動（ダマスカス→ホムス） 1日

　　ホムスでの実地指導補助（1回/日　x　5回　=5日） 5日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　ラタキアでの実地指導補助（1回/日　x　5回　=5日） 5日

適正排出促進講習 廃棄物管理指標分析指導員 日本人 12
　　移動（ラタキア→ホムス） 1日
　　方法に係る講習・討論（ﾎﾑｽ） 3日

　　討論を通した実施体制構築（ﾎﾑｽ） 2日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　方法に係る講習・討論（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　討論を通した実施体制構築（ﾗﾀｷｱ） 2日

住民啓蒙手法指導員 日本人 14
　　移動（成田→ダマスカス） 2日

　　移動（ダマスカス→ホムス） 1日
　　方法に係る講習・討論（ﾎﾑｽ） 3日

　　討論を通した実施体制構築（ﾎﾑｽ） 2日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日
　　方法に係る講習・討論（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　討論を通した実施体制構築（ﾗﾀｷｱ） 2日

技術補助員 現地傭上 12
　　移動（ラタキア→ホムス） 1日
　　方法に係る講習・討論補助（ﾎﾑｽ） 3日

　　討論を通した実施体制構築補助（ﾎﾑｽ） 2日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　方法に係る講習・討論（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　討論を通した実施体制構築（ﾗﾀｷｱ） 2日

「シ」国側作業

パンフレット作成実地指導 廃棄物管理指標分析指導員 日本人 15
　　移動（ラタキア→ホムス） 1日
　　広報データ取りまとめ指導（ﾎﾑｽ） 3日

　　広報データのパンフレットへの活用指導（ﾎﾑｽ） 2日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　広報データ取りまとめ指導（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　広報データのパンフレットへの活用指導（ﾗﾀｷｱ） 2日

　　移動（ラタキア→ダマスカス） 1日

　　移動（ダマスカス→成田） 2日

住民啓蒙手法指導員 日本人 15
　　移動（ラタキア→ホムス） 1日
　　広報データと期待する住民協力の関係確認指導（ﾎﾑｽ） 1日

　　パンフレット案作成指導（ﾎﾑｽ） 3日

　　啓蒙プログラム作成指導（ﾎﾑｽ） 1日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　広報データと期待する住民協力の関係確認指導（ﾗﾀｷｱ） 1日

　　パンフレット案作成指導（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　啓蒙プログラム作成指導（ﾗﾀｷｱ） 1日

　　移動（ラタキア→ダマスカス） 1日

　　移動（ダマスカス→成田） 2日

技術補助員 現地傭上 13
　　移動（ラタキア→ホムス） 1日
　　広報データ取りまとめ指導（ﾎﾑｽ） 3日

　　広報データのパンフレットへの活用指導（ﾎﾑｽ） 2日

　　移動（ホムス→ラタキア） 1日

　　広報データ取りまとめ指導（ﾗﾀｷｱ） 3日

　　広報データのパンフレットへの活用指導（ﾗﾀｷｱ） 2日

　　移動（ラタキア→ダマスカス） 1日

「シ」国側作業

キャンペーン開催とパンフレット配布 「シ」国側作業

報告書 実施状況報告書

完了報告書 ▼

国内作業 現地作業

「シ」国側の単独作業

分
類

項目 作業内容／要員配置 調達国
月順

1 2 3 4 5

機
材
調
達 ▼

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー

ネ
ン
ト

　　　　▼

 
図 3-2-4-2 ソフトコンポーネント実施工程案 
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 8. ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの活動別成果品を表 3-2-4-7 のようにまとめる。 

 

表 3-2-4-7 ソフトコンポーネントの成果品 

活動内容 成果品 その他の資料 
1. 適正排出促進マニュアル案の

作成 
- 適正排出促進マニュアル案（英

語） 
- 上記のアラビア語翻訳 

 

2. タイム・アンド・モーション

（TMS）調査講習 
- TMS 結果表（後述の広報データ

一覧表の一部となる） 
- 講習記録（受講者リスト、講習

会実施日程等） 
- TMS 調査時のフィールドノー

ト 
- TMS 調査時の調査箇所位置図 

3. 適正排出促進講習 - 適正排出促進マニュアル（補正

版、英語） 
- 上記のアラビア語翻訳 
- 適正排出促進担当係選任一覧表

- 講習記録（受講者リスト、講習

会実施日程等） 

4. パンフレット作成実地指導 - 広報データ一覧表 
- パンフレット原稿 
- 啓蒙プログラム 

- 実地指導記録（受講者リスト、

講習会実施日程等） 

5. キャンペーン開催とパンフレ

ット配布 
- 配布パンフレット 
- キャンペーンプログラム 
 

- キャンペーン来訪者記録（リス

ト） 
- パンフレット配布記録（配布数、

配布先、配布方法等） 
- マスメディア掲載／放映資料の

コピー 
全体 - 実施状況報告書 

- 完了報告書 
 

 

9. ソフトコンポーネントの概算事業費 

ソフトコンポーネントの概算事業費として、約 8.6 百万円が必要と考えられる。 

 

10. 相手国実施機関の責務 

ソフトコンポーネントの目標は、「住民の適正排出を普及できるようになる」である。普及は継続的な啓蒙

活動を必要とするため、「シ」国側は、ソフトコンポーネントの成果を活用した継続的な適正排出促進活動を

実施する必要がある。継続的な取り組みに係る、実施可能性、阻害要因、必要な措置について以下に述べる。 

 

(1) 実施可能性 

ホムス市及びラタキア市は、これまで、住民の不適切な排出への対応を機材増強や清掃要員増強等の物

理的な収集・運搬能力増強で対応してきた。しかし、これらに必要な費用は廃棄物量増大化に伴い大きく

膨らんできている。 

対応策の視点を排出の適正化に移すことにより、これまで必要であった費用を節減することが可能であ
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る。したがって、費用の面での効果が高いと考えられ、実現可能性は高い。 

 

(2) 阻害要因 

 実現可能性は高いと考えられるものの、阻害要因が何点かある。ホムス市及びラタキア市には、これら

への対策を講ずる必要がある。 

 

ア．十分な適正排出が得られるまでの間の住民啓蒙費用 

 廃棄物管理にかかる住民啓蒙の効果は迅速に発現しない可能性が高い。したがって、十分な効果が

得られるまで、同じ啓蒙活動を繰り返す必要があると考えられる。 

 効果が発現してくれば、これまでの物理的投入費用を住民啓蒙費用へ振り替えることが可能である。

しかし、効果が発現するまでの間は、物理的投入を継続しながらの住民啓蒙の実施になり、必要な廃

棄物管理費用が増大化する。 

 

イ．情報開示に係る政治的な指導 

 住民の廃棄物管理に係る危機意識及び協力意識を効果的に引き出すためには、現在の悪い状況を公

開する必要がある。悪い状況を広報するためには行政の覚悟が必要であるため、県を含めたホムス・

ラタキア地域の行政組織の幹部達から公開の差し止め等の指導が入る可能性がある。 

 

(3) 必要な措置 

 上述の阻害要因に対する必要な措置案を以下に述べる。 

 

ア．十分な適正排出が得られるまでの間の住民啓蒙費用 

 第一に、住民啓蒙費用が低くてすむような工夫をする必要がある。行政職員の給与等以外に多大な

費用を必要とする費目は、パンフレット作成費用になると考えられる。原稿作成は職員のパソコンに

よる手作りとし、印刷は普通紙を使用する等により、費用節減が図れると考えられる。また、パンフ

レット配布は、人件費が大きくなる街頭配布や各戸配布も必要なものの、一部は学校に委託すること

や、駅やバスターミナルへの掲示で代替が可能である。 

 第二に、将来的に物理的投入量が節減できるとの視点で、長期的視野での資金確保が必要である。

住民啓蒙は、今後導入される再利用・再生利用や分別収集の際にも必要であり、住民啓蒙という費目

での予算確保が望まれる。 

 

イ．情報開示に係る政治的な指導 

 ホムス市及びラタキア市の関係者は、住民啓蒙と同じ手法を使い、住民協力が得られれば様々な費

用の節減が可能であり、地域の都市環境が向上することを行政幹部へ十分に説明する必要がある。 
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3-2-4-8 実施工程 

本プロジェクトの機材調達は、2 期分けで実施される計画である。それぞれの期において、我が国政府の

承認の後、両国間の交換公文（E/N）を経て実施に移る。 

E/N の後、「シ」国政府とコンサルタント会社がコンサルタント契約を締結し、実施設計を開始する。実施

設計は、日本国内での入札図書の作成、「シ」国内での計画内容最終確認と入札図書確認を含む。これらの作

業に必要な期間は、第 1 期で約 1.5 ヶ月、第 2 期で約 0.5 ヶ月と考えられる。 

実施設計後、業者入札により請負会社を選定し、機材調達が開始される。機材調達は、主に機材製作、輸

送、現地検収・引渡で構成され、第 1 期・第 2 期共に合計約 8 ヶ月が必要と考えられる。 

上記に基づく実施工程を図 3-2-4-3 に示す。 
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第1期

月順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（現地調査）

（国内作業）

（現地調査） （計1.5ヶ月）

（準備）

（機材製作）

（検査、船積）

（海上輸送）

（計8.0ヶ月） （検収・引渡）

国内作業 現地作業

第2期

月順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（現地調査）

（国内作業） （計0.5ヶ月）

（準備）

（機材製作）

（検査、船積）

（海上輸送）

（計8.0ヶ月） （検収・引渡）

国内作業 現地作業

実
施
設
計

機
材
調
達

実
施
設
計

機
材
調
達

 
図 3-2-4-3 事業実施工程 
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3-3 相手国側分担事業の概要 

3-3-1 相手国負担事項 

 本プロジェクトの協力対象事業に必要な相手国負担事項は以下のとおりである。これらは協力対象事業の

円滑な実施に不可欠なものであるため、「シ」国側は確実に各業務を完了する必要がある。 

 

3-3-1-1 特記事項 

 基本設計時の議事録で特記された相手国負担事項は、以下のとおりである。 

 

(1) 調達機材の通関作業を含む「シ」国内陸輸送を実施する。必要に応じて内陸輸送保険を付保する。 

(2) 計画のコンパクタ車が使用する廃棄物収集用コンテナを調達する。 

(3) 自国予算で新規雇用や要員配置転換を行い、無償資金協力で調達した機材の運行要員を確保する。 

 

3-3-1-2 一般的事項 

 無償資金協力に必要な一般的な相手国負担事項として基本設計時の議事録で確認された内容は、以下のと

おりである。 

 

(1) コンサルタント／請負業者への無償資金協力からの支払いのために、我が国の銀行に口座を開設し、

取消不能支払授権書（Irrevocable Authorization to Pay: A/P）の発行手続き及び発行手数料負担を行う。

また、支払時における支払手数料を負担する。 

(2) 無償資金協力で調達する機材の迅速な荷揚げの確保及び免税措置を行う。 

(3) 本プロジェクトに必要な機材調達及び役務に関連する日本人に対し、「シ」国への入国と滞在に必要な

便宜を図る。 

(4) 本プロジェクトに必要な機材調達及び役務に関連する日本人に対し、「シ」国で課せられる関税・国内

税等の免税措置を行う。 

(5) 無償資金協力で調達した機材を適切に使用し、維持管理する。 

(6) 無償資金協力に含まれていない費用で、本プロジェクトに必要な他の全ての費用を負担する。 

 

3-3-2 その他の必要事項 

 本プロジェクトは廃棄物収集・運搬能力の改善を目的としているが、「シ」国側は収集・運搬された廃棄物

の適正処分を実施する必要がある。したがって、「シ」国側は以下の事項を確実に実施する必要がある。 

 

3-3-2-1 議事録の特記事項 

 基本設計時の議事録で特記された必要事項は、以下のとおりである。 

 

(1) ホムス市の新処分場を計画通り完成させ、2008 年 1 月までに供用を開始する。また、それが遅れる可
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能性があることを考慮し、既存処分場を効率的に利用し、2010 年までの延命化を図る。 

(2) ラタキア市及びラタキア周辺 3 市の新処分場であるアルカシア処分場（併設するリサイクルセンター

を含む）を完成させて、2008 年 6 月までに供用を開始する。 

(3) ラタキア市の既存コンポストプラントのリハビリを 2006 年中旬までに完成させる。 

(4) ラタキア市の機材ワークショップの移転を 2005 年中に完成させる。 

(5) オープンダンピングにより環境悪影響を与えているジャブレ市の既存処分場を閉鎖する。既存処分場

からアルバッサ処分場への収集ごみおよび堆積廃棄物の運搬を 2005 年中頃から実施し、2007 年下旬

までにすべての堆積廃棄物をアルバッサ処分場へ移動する。 

(6) オープンダンピングにより環境悪影響を与えているアルハフェ市の既存処分場での処分方法を改善

する。改善方法は、発煙・発火を抑える適切な覆土の実施とし、2005 年 3 月頃から実施する。 

 

3-3-2-2 その他の必要事項 

 その他の廃棄物管理状況及び廃棄物収集・運搬状況改善への必要事項は、以下のとおりである。 

 

(1) ホムス市は、新処分場であるマグリア処分場供用開始までに既存処分場に隣接する中継基地を完成さ

せ、新処分場への中継輸送を開始する。 

(2) ジャブレ市及びクルダハ市は、新処分場であるアルカシア処分場供用開始までに中継基地を完成させ、

アルカシア処分場への中継輸送を開始する。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本プロジェクトは廃棄物管理事業の主要項目である道路清掃を含む収集・運搬の改善を図るものであり、

その運営・維持管理は大きく以下の 2 業務で構成される。 

- 収集・運搬、道路清掃に関する計画・管理及び操業業務 

- 収集・運搬機材の点検・整備業務 

 
上記業務の遂行に当たり、実施組織の面では既存組織で特に問題がないと考えられる。しかし、業務内容

の面では、プロジェクトの効果を最大限に発揮させるため、以下の実施が必要である。 

 

3-4-1-1 収集・運搬、道路清掃に関する計画・管理及び操業業務 

当業務は、日常的な収集・運搬管理と効率的な収集を行うために必要な住民の排出管理の 2 面から実施す

る必要があると考えられる。 

 

(1) 日常的な収集・運搬管理 

ア．計画的な作業 

実績をベースに年度末に翌年の収集・運搬、道路清掃に関する業務実施計画を立てる必要がある。

当計画時に地域ごとの投入過不足及び機材の稼動状況を把握し、新規調達や配置転換等の検討を行う。

ここでは、地域別の概ねの機材・要員配置を計画する。 

また 1 ヶ月単位で実際の廃棄物発生量、道路状況、機材整備状況等を勘案し、月末に翌月分の操業

詳細計画を立案する。ここでは、操業時間帯、シフト数、トリップ数及び配車計画を中心に立案する。

この際、収集現場の状況及び課題等を的確に反映させる必要がある。また、ラマダンや季節及び観光

シーズン等に起因する発生量の変動に留意する。 

なお、担当者不在時でも他の職員が実施管理を行えるよう、全ての計画及び実績は文書にまとめる

必要がある。 

 

イ．丁寧な機材活用 

収集及び道路清掃の実作業は、積み残しのないよう、また丁寧な機材の運転を心掛けるよう運転

手・作業員への徹底を図る。これは、要員への繰り返し周知が必要であり、月間優秀作業員表彰制度

等を取り入れると効果的だと考えられる。 

なお、既存機材の一部は日常的に昼夜間の 2 シフト作業で活用されている。したがって、1 台の機

材について複数の運転手や作業員が携わっており、これらのクルーは自分の車であるという意識が低

い。このため、機材に対する責任意識が低くなり、不具合及びその兆候の見逃しや、乱雑な運転の原

因となっている。したがって、1 機材に携わるクルーを 1 班に限定し、機材に対する責任感を維持さ

せる必要がある。また、1 日の計画収集量より多くの廃棄物を収集する必要がある場合、クルーを入

れ替える 2 シフトではなく、同一クルーによる残業で対応することが必要である。 
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ウ．データ管理 

現在、収集・運搬機材の積載容量とトリップ数から、収集量等のデータ管理が行われている。した

がって、1 機材の過積載や過小積載等の管理が困難である。また、データは見なし数量であり、正確

なものとは言えない。 

廃棄物管理には、収集量、運搬量、処分量等の正確なデータ管理が必要である。また、過積載は機

材耐久性に大きな影響を与えるため、機材ごとの負荷管理が必要である。しかし、現在のところ、適

切な場所にウェイブリッジ等の計量機材は設置されていない。今後整備が行われる中継基地、処分場

等に計量機材を据付け、全ての収集・運搬機材の運搬量を計測し、そのデータを集計・分析して収集・

運搬計画立案に用いることが必要である。 

なお、現在のデータ管理は量的な面に留まっており、効率性の面での管理が不十分である。タイム・

アンド・モーション調査等を定期的に実施し、収集・運搬時の非効率的な点を客観的に認識して収集・

運搬計画立案に用いることが必要である。 

 

(2)  住民の排出管理 

効率的な収集・運搬作業には、適切な住民排出が不可欠である。したがって、適正排出を促す住民啓蒙

を継続的に実施する必要がある。この啓蒙は「町をきれいにしましょう」とか「適切な排出をしてくださ

い」というようなスローガン等の繰り返しだけでは不十分であると考えられる。投げ捨て等の不適切な排

出が当然のように定着しているため、廃棄物管理データを用いて、適正排出の必要性及び効果を繰り返し

周知する必要がある。これらの活動は渉外セクターだけでは困難なため、廃棄物管理状況改善に必要な活

動として廃棄物管理セクターが主体的に実施する必要がある。 

具体的には、定期的なキャンペーンの実施と日常的なパンフレット配布が必要である。これらは、本プ

ロジェクトで実施するソフトコンポーネントで習得した手法を活用し、継続的に実施する。 

なお、適正排出の状況は、収集効率の面や現場の収集作業員の観察から定期的に評価を行い、評価結果

を住民へ広報を行うとともに次の住民啓蒙内容の計画に反映させる必要がある。 

  

3-4-1-2 収集・運搬機材の点検・整備業務 

機材の適正稼働率維持の観点から、機材の維持管理業務は極めて重要である。しかし、現状の維持管理業

務は、オイル交換等の必須かつ簡易な作業以外、不具合発生予防のための予防保守整備（Preventive 

maintenance）が不十分であり、不具合が発生した後の修理が中心となっている。 

機材の適切な稼働率を維持するために、故障の兆候を早く発見して適切な部品交換を実施することにより、

故障を未然に防止する必要がある。このためには、定期点検整備が必要である。 

機材の維持管理の基本的な考え方を図 3-4-1-1 に示す。また、具体的な定期点検整備内容について、4.3 項

で述べる。 
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図 3-4-1-1 機材の維持管理の考え方 

 

3-4-2 運営・維持管理体制 

ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3 市に必要な運営・維持管理体制に係る計画は以下のとおりであ

る。 

 

3-4-2-1 ホムス市 

ホムス市の廃棄物管理業務は、清掃局にて統括的に行われている。ここでは、収集・運搬機材の配車等は

行われているものの、機材の点検・整備は車両管理局が実施している。この状況を踏まえ、運営・維持管理

体制を以下のように計画する。 

 

(1) 清掃局と車両管理局の連携 

 清掃局は、収集・清掃部、処理・処分部、殺虫・保全部、車両部、事務・財務部から構成される。2004

年 9 月に保健局清掃部から局として独立したため、意思決定が早くなった上、予算を自己管理することが

可能となった。一方、車両管理局は局として独立しているため、局予算で市保有の全車両・建設機械等を

維持管理している。収集・運搬要員のうち、車両／機材の運転手は車両管理局に所属し、収集・運搬機材

の作業員は清掃局に所属している。ただし、運転手は車庫からの出庫と同時に清掃局車両部の指揮下に入

る。 

車両維持管理も清掃局の業務範囲に組み込むことが効率的と考えられるが、その場合、これまでに培っ

た機材維持管理ノウハウを分割することになる。これまで市保有の全機材を対象としてきた、タイヤ係、

金属加工係、機械係、電気係等の各点検・整備セクションが分割されて、市全体としての効率性が低くな

る上、分割不可能な各セクションの職長クラス作業員を補充する必要が生じる。現在の体制でも、車両管

理局作業のうち清掃局関連作業が約 3 分の 2（予算支出からの推定値）に上ることから、清掃関連機材の

維持管理が車両管理局の中心と言え、日常的な局間の連絡は十分に実施されている。したがって、既存の

組織で本プロジェクトの調達機材に対応可能と考えられる。 

しかし、車両管理局は清掃局関連機材に限定した予算管理を実施していないため、廃棄物管理業務に支

出した費用や予算を性格に把握することが困難である。清掃事業費を車両維持管理費も含めて管理し、車

両維持管理費を考慮した収集・運搬計画の立案が必要であるため、車両管理部は清掃局関連機材の運営・

維持管理費を分割管理する必要がある。 

機材の良好な維持管理

予防保守整備（定期点検整備）方式の適用 

・小整備（3,000km 走行時） 
・中整備（12,000km 走行時）
・大整備（36,000 km 走行時）
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(2) 機材の維持管理 

 車両管理局は車庫を兼ねるワークショップを有しているものの、実施している整備業務はオイル交換及

び簡易な部品交換程度である。専門的な修理は民間の修理工場へ外注しており、車両管理局の専門的修理

技術力は低い。 

 迅速に専門的修理技術力を整備することは困難であるため、現在と同様に、機材の専門的修理は民間工

場への外注を計画する。 

 

3-4-2-2 ラタキア市 

ラタキア市の廃棄物管理業務は、計画立案を技術局、収集・運搬作業を保健局清掃部、リサイクルや最終

処分を廃棄物処分局、機材維持管理を車両管理局が実施しており、組織・予算の面で分割されている。この

状況を踏まえ、運営・維持管理体制を以下のように計画する。 

 

(1) 清掃局の独立 

 現在の体制は、組織的・予算的に分割されており、施設／機材／要員等を含む廃棄物事業運営資源の効

率的活用が困難である。既にラタキア市は問題を認識しており、ホムス市と同様に清掃局を創設し、統括

的な管理を行うことを計画している。したがって、早期に計画どおりの清掃局創設を実施する必要がある。 

 現在の車両管理局の 60～70%の業務は廃棄物管理関連であるため、ホムス市と同様に、清掃局と車両管

理局に廃棄物管理事業運営資源を集約することで効率的な作業が可能になると考えられる。 

 

(2) 機材の維持管理 

 車両管理局は車庫を兼ねるワークショップを有しているものの、ホムス市と同様に、実施している整備

業務はオイル交換及び簡易な部品の交換程度である。専門的な修理は民間の修理工場へ外注しており、車

両管理局の専門的修理技術力は低い。 

 したがって、ホムス市と同様に、機材の専門的修理は民間工場への外注を計画する。 

 

3-4-2-3 ラタキア周辺 3 市 

ジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ市のラタキア周辺 3 市は、保健セクターが廃棄物管理作業を担って

いるものの、市全体の行政規模が小さいことと廃棄物発生量／必要な機材数が数台と少ないことから、清掃

セクションの規模は小さい。機材維持管理は財務セクターや保健セクターの車両管理係が担当しているが、

維持管理作業はオイル交換等の簡易作業を含めて民間工場への外注している。この状況を踏まえ、運営・維

持管理体制を以下のように計画する。 

 

(1) 廃棄物管理組織 

 収集・運搬作業に必要な機材数は、数台から十数台である。また、アルハフェ市が新処分場完成までの

間、少量の埋立処分を実施する必要があるが、3 市ともに将来的には廃棄物の処理・処分業務の必要がな
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い。したがって、大きな廃棄物管理組織を創設する必要性は低い。したがって、運営組織としては、現在

の体制の継続で十分と考えられる。 

 ただし、現在の体制・要員では、廃棄物管理に必要なデータ管理が不十分である。また、運営効率を考

慮した収集・運搬計画を立案することが困難であると考えられる。したがって、ラタキア市がデータ管理

や収集・運搬計画立案のための技術支援を実施する必要がある。本プロジェクトを通じて、ラタキア市と

ラタキア周辺 3 市の廃棄物管理に係る人的ネットワークが構築されたため、それを情報交換ネットワーク

として拡大して運用することが求められる。 

 

(2) 機材の維持管理 

 車両管理セクションの主業務は機材保管であり、オイル交換等の簡易整備も含め、すべての整備・修理

作業を民間の修理工場へ外注している。そのため、車両管理セクションに点検・整備等に係る既存能力は

ないと言える。 

 したがって、機材の点検・整備は民間工場への外注を計画する。 

 

3-4-3 運営・維持管理要員 

本プロジェクトの調達機材に係る運転手及び収集作業員が必要であるが、現在、2 シフトや 3 シフトに対

応するためのスペア要員を含め、機材数面での必要要員数の 2～3 倍の要員を有している。本プロジェクトで

の機材調達後、老朽化機材の廃車も促進されるため、現在の保有要員で十分な機材運営が可能と考えられる。 

また、維持管理要員については、本プロジェクトの調達機材に特殊機材がないこと、これまで維持管理さ

れてきた機材と同種の機材であること、専門的な整備・修理作業は民間工場に外注されることから要員補強

の必要性はほとんどない。 

 

3-4-4 機材の定期点検整備内容 

我が国の車両整備は、国土交通省の定める法的点検整備要領があり、1 ヶ月、3 ヶ月、1 年の各期間におけ

る点検整備内容が示されている。本プロジェクトにおいても、調達機材が公共サービスである廃棄物管理作

業に供されることから、同要領を参考にした整備作業が必要と考えられる。ただし、点検整備の頻度は、車

両により稼動条件の違いがあるため、時間的な条件からではなく、走行距離に基づく点検整備の導入が望ま

しい。 

自動車系機材に必要な定期点検整備の頻度と内容を表 3-4-4-1 に示す。 
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表 3-4-4-1 車両の整備作業内容 

No. 項 目 走行距離 整備内容 
1 小 整 備 約 3,000km 毎 パワーライン系統、油圧装置、電装品及び足回

り系統について、給油脂の他、その機能の点検
確認、整備を行う。予防点検整備は特に重要な
作業の一つである。 

2 中 整 備 約 12,000km 毎 作業条件によって、各部の摩耗、変形、クラッ
ク、破損等の発生は一律でないが、約 12,000km
走行の後に中整備を実施する。エンジン、動力
伝達系統、足回り全般、油圧諸系統について調
整、加修または部品交換を行う。これらの整備
作業は必要な使用機器の関係上、すべて、修理
工場に搬入して実施される必要がある。 
また、ボディの油圧機構、板金塗装作業等を必
要に応じて併せて行う必要がある。 

3 大 整 備 約 36,000km 毎 整備内容は、中整備と同一であるが、特にブレ
ーキ、クラッチのライニング及び足回り（特に
バネ関係）の重点的な整備を行う。 

 
なお、ホイールローダについては、車両の整備とは異なり、毎日点検の他、一定運転時間ごとの点検整備

を行うものとする。点検整備は各機械のメンテナンス要領に従って行う必要である。表 3-4-4-2 にホイールロ

ーダに必要な点検整備作業内容を示す。 

表 3-4-4-2 ホイールローダの整備作業内容 

No. 項 目 点検・整備内容 
1 毎日点検整備 毎日の運転終了後、オペレータが点検・調整、清掃、燃料・冷

却水の補給、給油脂を行う。 
2 毎週点検整備 

（約 50 時間毎） 
毎日点検整備で手の届かない点検・調整およびオイル、エレメ
ント類の交換、給油脂などを行う。 

3 毎月点検整備 
（約 250 時間毎） 

毎週の整備では省いた点検・調整、部品や消耗品の交換を行う

 

機材の耐用年数は、使用上の諸条件で大きく変わる。しかし、廃棄物管理機関は、自動車系機材・建設機

械系機材ともに、約 10 年で更新する準備を進めておく必要がある。 

 

3-4-5 スペアパーツ準備計画 

本プロジェクトの調達機材のスペアパーツは、調達時に約 1 年間の運転に必要な定期交換部品及び消耗品

を主として納入する計画である。2 年次以降のスペアパーツは、「シ」国側の自助努力で準備する必要がある。

準備するスペアパーツの品目は、機材稼動状況と消費状況に基づいて計画する必要があるものの、1 年間に

機材本体価格の約 5%以上の予算は確保しておく必要がある。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本プロジェクトを実施する場合に必要となる事業費総額は、約 10. 47 億円となり、先に述べた我が国と「シ」

国の負担区分に基づく双方の経費内訳は、次のとおりに見積もられる。 

 

3-5-1-1 日本側負担経費 

概算事業費：  第 1 期 約 580 百万円、第 2 期 約 421 百万円、合計 約 1,001 百万円 

 

概算事業費（百万円） 費目 
第 1 期 第 2 期 合計 

ホムス市 377.6 151.4 529.0 
ラタキア市 154.5 186.7 341.2 
ジャブレ市 25.7 43.1 68.8 
アルハフェ市 - 19.0 19.0 

機材 

クルダハ市 - 

557.8 

11.2 

411.4 

11.2 

969.2 

実施設計・ 
調達監理 

13.8 9.7 23.5 実施設計･ 
調達監理 

ソフトコン 
ポーネント 

8.6 

22.4 

- 

9.7 

8.6 

32.1 

注）上記の概算事業費は、即 E/N 上の供与限度額を示すものではない。 

 

3-5-1-2 相手国側負担経費 

概算事業費： 第 1 期 約 34 百万円、第 2 期 約 12 百万円、合計 約 46 百万円 

 

概算事業費（百万円） 費用負担 
機関 

費目 
第 1 期 第 2 期 合計 

内陸輸送 1.6 0.7 2.3  ホムス市 
コンテナ調達 21.5 23.1 3.4 4.1 24.9  27.2 

内陸輸送 0.6 1.1 1.7 ラタキア市 
コンテナ調達 8.7 9.3 4.0 5.1 12.7 14.4 

内陸輸送 0.1 0.3 0.4 ジャブレ市 
コンテナ調達 1.5 1.6 1.1 1.4 2.6 3.0 

内陸輸送 0.0 0.1 0.1 アルハフェ

市 コンテナ調達 0.0 0.0 0.9 1.0 0.9 1.0 

クルダハ市 内陸輸送 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

3-5-1-3 積算条件 

(1) 積算時点： 平成 16 年 12 月 

(2) 為替交換レート： １US$ =110.16 円（平成 16 年 11 月 30 日を起算日とした過去 6 ヶ月の平均） 

   １SP=2.13 円（平成 16 年 11 月 30 日を起算日とした過去 6 ヶ月の平均） 

(3) 調達期間： 入札及び機材調達の期間は、本書 2-4-8 項で述べたとおり。 

(4) そ の 他： 我が国の無償資金協力の制度に従って実施されるものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本プロジェクトで調達する機材の 1 台の運営・維持管理に必要な年間費用は、表 3-5-2-1 のように考えられ

る。 

 

表 3-5-2-1 調達機材 1 台当たりの年間運営・維持管理費 

対象機材 油脂費 維持管理費 運転費 合計(O&M費)

千SP/年･台 千SP/年･台 千SP/年･台 千SP/年･台

コンパクタ車タイプ1（8m
3
） 128 191 360 679

コンパクタ車タイプ2（4m
3
） 81 147 360 588

ダンプトラック（6m
3
） 40 74 120 234

医療廃棄物収集車タイプ1 32 75 240 347
医療廃棄物収集車タイプ2 32 67 240 339
ホイールローダ 94 174 120 388
コンテナ洗浄車 145 150 360 655
道路清掃車 81 310 120 511
散水車 102 219 120 441  

 

したがって、プロジェクト対象地域の各市は、少なくとも一年間に表 3-5-2-2 に示す調達機材の運営・維持

管理費を確保する必要がある。 

 

表 3-5-2-2 各都市の調達機材に必要な年間運営・維持管理費 

対象機材 O&M費

千SP/年･台 調達台数 千SP/年 調達台数 千SP/年 調達台数 千SP/年

コンパクタ車タイプ1（8m
3
） 679 44 29,876 18 12,222 3 2,037

コンパクタ車タイプ2（4m
3
） 588 12 7,056 14 8,232 4 2,352

ダンプトラック（6m
3
） 234 4 936 3 702

医療廃棄物収集車タイプ1 347 2 694
医療廃棄物収集車タイプ2 339 1 339
ホイールローダ 388 1 388 1 388
コンテナ洗浄車 655 2 1,310
道路清掃車 511 5 2,555 3 1,533
散水車 441 2 882
合計 63 40,181 45 25,842 11 5,479

対象機材 O&M費

千SP/年･台 調達台数 千SP/年 調達台数 千SP/年 調達台数 千SP/年

コンパクタ車タイプ1（8m
3
） 679 65 44,135

コンパクタ車タイプ2（4m
3
） 588 3 1,764 33 19,404

ダンプトラック（6m
3
） 234 1 234 8 1,872

医療廃棄物収集車タイプ1 347 2 694
医療廃棄物収集車タイプ2 339 1 339
ホイールローダ 388 1 388 3 1,164
コンテナ洗浄車 655 2 1,310
道路清掃車 511 8 4,088
散水車 441 2 882
合計 3 1,764 2 622 124 73,888

アルハフェ市　O&M費 クルダハ市　O&M費 合計

ホムス市　O&M費 ラタキア市　O&M費 ジャブレ市　O&M費

 
 

 なお、運営・維持管理費に係る留意事項及び算定経緯を以下に述べる。 
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3-5-2-1 油脂費 

本プロジェクトの調達車両は、移動のための走行中より、停車・徐行等を含む作業中に燃料を含む油脂類

を多く消費すると考えられる。したがって、「シ」国側は、機材稼動中にデータを蓄積し、最も効率的な運転

モードで作業を実施し、可能な限り無駄を省くことが必要である。 

本調査では、機材の一日当たり実稼動時間を表 3-5-2-3 のように想定し、機材のエンジン出力等から必要な

油脂費を算定した。油脂費は、現在のホムス市やラタキア市の購入実績から、ディーゼル燃料換算で SP7.00/

㍑として算出した。 

 

表 3-5-2-3 油脂費算定適用稼働時間 

機材 稼動時間/日
コンパクタ車タイプ 1（8m3） 8 
コンパクタ車タイプ 2（4m3） 8 
ダンプトラック（6m3） 5 
医療廃棄物収集車タイプ 1 5 
医療廃棄物収集車タイプ 2 5 
ホイールローダ 4 
コンテナ洗浄車 8 
道路清掃車 8 
散水車 8 

     注）待機中はエンジン停止を前提 

 

3-5-2-2 維持管理費 

機材に必要な維持管理費は、維持するレベルや老朽化度等により異なる。したがって、本プロジェクト対

象地域の各市は、機材の状況及び老朽化に応じて予算を確保する必要がある。 

安全な機材運行に必要なレベルの維持管理費として、スペアパーツ購入費を含め、年間に機材本体価格の

約 5%の費用が必要であると考えられる。そのため、本調査では機材本体価格概算の 5%の費用を前述の維持

管理費として計上した。 

なお、各実施機関は機材の安全運行のために、概ね 10 年で機材更新をする準備をしておく必要がある。 

 

3-5-2-3 運転費 

本プロジェクト対象地域の各市は、運転費として、運転手及び収集作業員等のクルーの人件費を確保する

必要がある。機材の使途及び現在の要員配置状況から、本プロジェクトの調達機材のために表 3-5-2-4 に示す

要員が必要であると考えられる。 

なお、適切な運営・維持管理を期し、機材には専用クルーが充当される必要がある。 

前述の運転費は、同表の要員数と「シ」国地方自治体の平均的作業賃金である SP10,000/月･人から算出し

た。 
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表 3-5-2-4 調達機材に必要な要員 

機材

運転手 作業員 合計

コンパクタ車タイプ1（8m
3
） 1 2 3

コンパクタ車タイプ2（4m
3
） 1 2 3

ダンプトラック（6m
3
） 1 1

医療廃棄物収集車タイプ1 1 1 2
医療廃棄物収集車タイプ2 1 1 2
ホイールローダ 1 1
コンテナ洗浄車 1 2 3
道路清掃車 1 1
散水車 1 1

クルー人数

 
 

3-5-2-4 運営・維持管理費の確保 

各実施機関は、以下のように老朽化機材の廃車により運営・維持管理費を確保することが必要であると考

えられる。 

現状の運営・維持管理費を考慮し、前述の調達機材の運営・維持管理と同様に老朽化機材に必要な運営・

維持管理費を算出すると、表 3-5-2-5 のとおりとなり、廃棄により節減できる維持管理費は合計で 73,164 千

SP/年と考えられる。したがって、プロジェクト全体では、老朽化機材廃棄で調達機材の維持管理費の充当が

可能と考えられる。 

 

表 3-5-2-5 節減可能な老朽化機材の運営・維持管理費 

都市／機材 台数

油脂費 維持管理費 運転費 合計 油脂費 維持管理費 運転費 合計

千SP/台･年 千SP/台･年 千SP/台･年 千SP/台･年 千SP/年 千SP/年 千SP/年 千SP/年

ホムス市

　　1.5t級コンパクタ車 4 81 250 360 691 324 1,000 1,440 2,764
　　3.5t級コンパクタ車 4 128 300 360 788 512 1,200 1,440 3,152
　　6t級コンパクタ車 13 221 400 360 981 2,873 5,200 4,680 12,753
　　道路清掃車 6 81 700 120 901 486 4,200 720 5,406
　　合計 27 511 1,650 1,200 3,361 4,195 11,600 8,280 24,075
ラタキア市

　　3.5t級コンパクタ車 8 128 300 360 788 1,024 2,400 2,880 6,304
　　6t級コンパクタ車 16 221 400 360 981 3,536 6,400 5,760 15,696
　　3t級ダンプトラック 7 40 200 120 360 280 1,400 840 2,520
　　トラクタ 11 35 200 360 595 385 2,200 3,960 6,545
　　ホイールローダ 10 94 700 120 914 940 7,000 1,200 9,140
　　道路清掃車 2 81 700 120 901 162 1,400 240 1,802
　　散水車 1 102 300 120 522 102 300 120 522
　　コンテナ洗浄車 1 166 250 360 776 166 250 360 776
　　合計 56 867 3,050 1,920 5,837 6,595 21,350 15,360 43,305
ジャブレ市

　　8t級コンパクタ車 1 221 400 360 981 221 400 360 981
　　トラクタ 3 35 200 360 595 105 600 1,080 1,785
　　ホイールローダ 1 94 700 120 914 94 700 120 914
　　合計 5 350 1,300 840 2,490 420 1,700 1,560 3,680
アルハフェ市

　　トラクタ 1 35 200 360 595 35 200 360 595
　　合計 1 35 200 360 595 35 200 360 595
クルダハ市

　　トラクタ 1 35 200 360 595 35 200 360 595
　　ホイールローダ 1 94 700 120 914 94 700 120 914
　　合計 2 129 900 480 1,509 129 900 480 1,509

総計 91 1,892 7,100 4,800 13,792 11,374 35,750 26,040 73,164

節減可能な運営・維持管理費一台当たりの運営・維持管理費

 
 

 具体的には、表 3-5-2-6 に示すように、調達機材に必要な運営・維持管理費のうち、99%の費用を老朽
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化機材の廃車でカバーすることが可能である。都市別では、ラタキア市とクルダハ市は老朽化機材の廃車

で調達機材の運営・維持管理費をカバーすることが十分に可能であると考えられる。 

 

表 3-5-2-6 老朽化機材廃車による調達機材運営・維持管理費負担可能性 

節減可能な 調達機材に 節減額での 節減額で

プロジェクト対象地域 O&M費 必要なO&M費 過不足 負担可能

千SP/年 千SP/年 千SP/年 な割合

ホムス市 24,075 40,181 -16,106 60%
ラタキア市 43,305 25,842 17,463 168%
ジャブレ市 3,680 5,479 -1,799 67%
アルハフェ市 595 1,764 -1,169 34%
クルダハ市 1,509 622 887 243%
合計 73,164 73,888 -724 99%  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

 



- 141 - 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

4-1 プロジェクトの効果 

 本プロジェクト対象地域の現状と問題点、プロジェクトでの対応とその効果を表 4-1-1 に示す。 

 

表 4-1-1 プロジェクトの効果 

現状と問題点 プロジェクトでの対応 プロジェクトの効果・改善程度 
1. 都市一般廃棄物の収集量（率）は、

ホムス市：750t／日（83%）、ラタ

キア市：250t／日（74%）、ジャブ

レ市：43t／日（61%）、アルハフェ

市：12t／日（75%）、クルダハ市：

30t／日（77%）と低く、一部の地

域で廃棄物の市内堆積が始まって

いる。今後、機材の老朽化と人口

増加による廃棄物発生量の増大化

から収集率は更に落ち込み、市内

廃棄物堆積が拡大されると考えら

れる。 

以下の廃棄物収集・運搬用機材を調達

する。 
- コンパクタ車（8m3）：65 台 
- コンパクタ車（4m3）：33 台 
 

2. 路上に集積させる廃棄物の簡易中

継作業、狭小道路地域の収集作業

及び街路樹等の剪定廃棄物収集作

業が、機材老朽化と不足で十分に

できず、一部の集積所は処分場化

が始まっている。 

以下の廃棄物収集・運搬用機材を調達

する。 
- ダンプトラック（6m3）：8 台 
- ホイールローダ：3 台 
 

2010 年の都市一般廃棄物収集量（率）

が、ホムス市：955t／日（95%）、ラタ

キア市：345t／日（90%）、ジャブレ市：

66t／日（80%）、アルハフェ市：18t／
日（90%）、クルダハ市：41t／日（90%）

に改善される。 

3. 感染等の人体への悪影響がある医

療廃棄物は医療機関で分別されて

いるが、ホムス市及びラタキア市

の専用収集能力は発生量の 25%程

度 (0.8t／日) である。そのため一

般廃棄物との混合収集が行われて

おり、収集車両・収集作業員・収

集廃棄物等を介した 2 次感染の恐

れがある。 

以下の医療廃棄物収集・運搬用機材を

調達する。 
- 医療廃棄物収集車（2t ダンプ）：2

台 
- 医療廃棄物収集車（1t トラック）：

1 台 
 

2010 年の医療廃棄物収集率が、ホムス

市：100%、ラタキア市：100% (3t／日)
に改善される。 

4. 観光都市であるラタキア市は、町

の悪臭を抑えるために定期的なコ

ンテナ洗浄が必要であるが、機材

老朽化と不足のために十分なコン

テナ洗浄が実施できず、適切な衛

生環境維持が困難である。 

以下の機材を調達する。 
- コンテナ洗浄車：2 台 
 

ラタキア市のうち観光地域に設置され

た約 600 個のコンテナを、計画的かつ

定期的に洗浄できるようになる。 

5. 高速道路や幹線道路は作業の安全

確保の面で機械清掃が望まれる

が、機材老朽化と不足のために危

険な人力清掃をせざるを得ない状

況にある。 

以下の道路清掃機材を調達する。 
- 道路清掃車：8 台 
- 散水車：2 台 
 

ホムス市とラタキア市の人力清掃が危

険な高速道路及び分離帯を有する幹線

道路は、計画的かつ定期的に機械清掃

できるようになる。 

 

4-2 課題・提言 

4-2-1 廃棄物の収集・運搬に係る課題・提言 

 プロジェクトの目的である廃棄物の収集・運搬状況の改善を達成するために必要な課題及び提言を以下に

述べる。 
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1. 収集率の改善 

 廃棄物の収集率は機材や要員増強等のハード整備とそのハードの効率的な活用で改善される。本プロジェ

クトでは、計画目標収集率達成に必要な機材を無償資金協力で調達するが、機材の活用は「シ」国側の自助

努力で実施する。そのため、「シ」国側が機材活用及び廃棄物収集・運搬に必要なソフトを整備することが課

題となる。 

 「シ」国側による整備が必要なソフトとして、以下のものが考えられる。これらのソフトは、「シ」国側の

既存技術やプロジェクトで実施するソフトコンポーネント結果の活用で対応可能なものである。 

- 機材ごとの収集・運搬ルートの設定と運用 

- 機材ごとの収集・運搬時間（昼間か夜間か等）の設定と運用 

- 収集・運搬ルート／時間計画に応じた配車の実施 

- 住民の適正排出促進活動の実施 

 

 ソフトコンポーネントの対象である住民の適正排出促進活動は、今後の廃棄物管理の発展の上で必要不可

欠なものである上、他都市でも参考とすることが可能なため、継続的に実施して活動ノウハウを蓄積する必

要がある。 

 

2. 機材の維持管理 

 本プロジェクト実施機関は、機材年齢が 15 年から 20 年以上が経過した老朽化機材を修理しながら活用し

ており、既存機材を出来る限り活用しようとする努力が認められる。しかし、現在の機材の維持管理方法は、

故障を修理するという対症療法であり、故障を未然に防ぐための定期点検・整備は不十分と言わざるを得な

い。機材の状態を長期間かつ良好に維持するためには、故障させない点検・整備が必要であるため、定期的

に予防的な点検・整備を実施することが望まれる。 

 実施機関は機材整備を民間整備工場へ外注しているため、予防的整備を実施するためには、新たな予算確

保が必要となる。しかし、予防的整備が実施されると修理が減少するため、修理費用と予防的整備費用はト

レードオフの関係にあると考えられる。したがって、現在の「シ」国側の課題は、修理費用と予防的整備費

用のトレードオフの関係を活用し、早期に予防的な点検・整備の体制を構築することである。 

 

4-2-2 廃棄物管理全般の改善に係る課題・提言 

 最終処分やリサイクル等の関連作業の適切な実施は、住民の行政に対する信頼を得るために必要である。

その結果、収集・運搬活動への住民協力を導くものと考えられる。したがって、最終処分やリサイクル等の

関連作業を含む廃棄物管理全体の適切な実施は、廃棄物収集・運搬の効率化にとって重要である。プロジェ

クト対象地域の廃棄物管理改善全般に係る課題及び提言を以下に述べる。 



- 143 - 

1. 衛生埋立の継続と将来の処分場確保 

 衛生埋立の継続は、行政の信頼を得る上で極めて重要である。ホムス市及びラタキア市の既存処分場は、

2010 年には満杯になると考えられる。「シ」国側が進めている、2008 年の供用開始を目標にした新規広域処

分場建設の完成は、最重要課題である。 

 ホムス市及びラタキア市の新規広域処分場建設は、2004年に策定された全国M/Pに含まれていることから、

「シ」国が国として認知した重要プロジェクトと言え、予算確保の優先順位も高いものと言える。しかし、

廃棄物管理技術に精通した専門家による進捗状況に係る客観的なモニタリングや助言を受けることが望まし

く、後述する政策アドバイザーの専門家の活用が有効であると考えられる。 

 

2. 廃棄物管理インフラ改善の全国展開と専門家による技術支援 

 プロジェクト対象地域の廃棄物管理に係る問題点は、地域特有のものではなく、「シ」国全体に共通したも

のと言える。本プロジェクトで得られた知見の全国展開、他地域で得られた有益な情報のプロジェクト対象

地域での活用等、全国的な規模での情報交換を実施しながら廃棄物管理インフラの改善を図る必要がある。 

 現在の課題は、各地方自治体を統括する上、本プロジェクトの責任機関である地方自治・環境省の内部に、

十分な能力を有する体制を構築することである。2004 年次の廃棄物管理法制定や全国 M/P 策定等、近年、地

方自治・環境省は地方自治体の廃棄物管理を統括することを開始したものの、その歴史は浅く、試行錯誤の

状況が続いている。 

 今後、本プロジェクトの統括管理のみならず、全国 M/P の優先順位整理・進捗モニタリング及び地方自治

体への技術的助言が必要となることから、政策アドバイザーとしての専門家を我が国等の援助機関から地方

自治・環境省へ派遣すると有効であると考えられる。 

 

3. 資源循環型社会の形成 

 本プロジェクトは廃棄物収集・運搬の改善を目的としており、再利用・再生利用等の導入を目的としてい

ない。したがって、本プロジェクトのみでは、国際的・社会的に要求される資源循環型社会の形成に十分に

寄与せず、「シ」国側には、リサイクル施設等の整備が更なる課題として残っている。早期かつマスタープラ

ン等の計画どおりの完成が必要である。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

 本プロジェクトは、裨益対象が合計 190 万人を超える一般国民であること、都市廃棄物管理改善を目的と

しており都市衛生環境及び住民の生活環境改善のために緊急的に求められるものであること、「シ」国側の既

存技術力及び財政で十分に運営・維持管理が可能な内容であること、地域的・全国的な廃棄物管理インフラ

整備計画に合致したものであること、行政サービス改善を目的としたもので収益を期待したものではないこ

と、環境を改善するものであり環境への負の影響は機材の適切な運用で回避できるものであるため、実施す

る妥当性は非常に高いものである。 

 また、「シ」国側負担事項の履行は確実に実施されると考えられる上、現時点での「シ」国の社会経済事情

や国際的な治安・通商状況において無償資金協力を実施に係る特段の困難はないため、プロジェクトの実施



- 144 - 

は十分に可能なものと判断される。 

 

4-4 結論 

 本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、ホムス市、ラタキア市及びラタキア

周辺 3 市の都市衛生環境及び住民の生活環境改善に寄与するものである。そのため、協力対象事業の一部に

対して我が国の無償資金協力を実施する妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理に

ついても、相手国側体制は人員・資金ともに十分で問題ないと考えられる。 

 なお、以下の点の整備が実施されると、本プロジェクトはより効果的かつプロジェクト対象地域のみなら

ず「シ」国全体にとってより有益なものになると考えられる。 

- ホムス市・ラタキア市の新広域処分場を整備し、プロジェクトの計画目標年次以降も適切な廃

棄物管理を継続する。 

- 地方自治・環境省に廃棄物管理統括体制を整備し、各地方自治体の有する知見・情報を全国展

開し、「シ」国全体の廃棄物管理体制の底上げを実施する。 
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1. 調査団員・氏名 

(1)基本設計調査時 

氏 名 担当業務 現 職 

長澤  一秀 総 括 JICA シリア事務所長 

松本   重行 計画管理 
JICA 無償資金協力部  

業務第一グループ 

藤井  克巳 業務主任 / 廃棄物収集計画 八千代エンジニヤリング（株） 

清水   清 環境社会配慮 / 廃棄物処分計画 八千代エンジニヤリング（株） 

糠澤  琢郎 機材・調達計画 / 積算 八千代エンジニヤリング（株） 

 

 

(2)基本設計概要説明調査時 

氏 名 担当業務 現 職 

大竹   茂 総 括 JICA シリア事務所次長 

阿部   浩 業務主任 / 廃棄物収集計画 八千代エンジニヤリング（株） 

清水   清 環境社会配慮 / 廃棄物処分計画 八千代エンジニヤリング（株） 
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2. 調査行程 

(1)基本設計調査 調査行程表 

活動 
日付 移動 滞在 

活動 A.官団員 活動 B.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 活動 C.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
11 月 19 (金) 東京発 機中  -東京発 
11 月 20 (土) ダマスカス着  ダマスカス  -ダマスカス着 
11 月 21 (日)  ダマスカス -ダマスカス市廃棄物管理現況調査（機材維持管理） 

- JICA 事務所、大使館、表敬・協議 
11 月 22 (月)  ダマスカス -｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関表敬・協議 
11 月 23 (火)  ダマスカス -｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関とミニッツ協議 

 -ミニッツ署名 11 月 24 (水) 
 

ダマスカス 
-大使館報告 

11 月 25 (木) ダマスカス発 ダマスカス -ダマスカス発 -機材市場調査 
11 月 26 (金) 東京着 

ﾀﾞﾏｽｶｽ-ﾎﾑｽ 
ホムス -東京着 -ダマスカス発、ホムス着 

-資料整理・分析 
11 月 27 (土)  ホムス  -ホムス市清掃局と協議 

-ホムス県知事表敬 
-ディル・バールバ既設処分場現況調査 

11 月 28 (日)  ホムス  -マグリア新処分場候補地現場踏査 
-ホムス市機材運営維持管理調査 
-ホムス市医療廃棄物管理現況調査 

11 月 29 (月)  ホムス  -ホムス市廃棄物収集現況調査 
11 月 30 (火)  ホムス  -ホムス市協力計画調査 
12 月 1 (水) ﾎﾑｽ-ｱﾚｯﾎﾟ アレッポ  -ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾚﾎﾟｰﾄ（F/R）協議：ホムス市 

-ホムス発、アレッポ着 
12 月 2 (木)  アレッポ  -アレッポ市廃棄物管理現況調査 

(機材維持管理、中継基地、処分場) 
12 月 3 (金) ｱﾚｯﾎﾟ-ﾗﾀｷｱ 

 
ラタキア  -アレッポ発、ラタキア着 

-協力計画案の検討、資料整理・分析 
12 月 4 (土)  ラタキア  -ﾗﾀｷｱ市コンポストプラント現況調査 

-アル･バッサ既設処分場現況調査 
-ジャブレ市廃棄物管理現況調査 

12 月 5 (日)  ラタキア  -アル･カシア新処分場候補地現場踏査 
-アル･ハフェ市廃棄物管理現況調査 
-クルダハ市廃棄物管理現況調査 
-ラタキア県知事表敬 
-ラタキア市廃棄物収集現況調査 

12 月 6 (月) ﾗﾀｷｱ-ﾀﾞﾏｽｶｽ ラタキア／ 
ダマスカス 

 -ジャブレ市廃棄物

管理現況調査 
-ﾗﾀｷｱ発、ﾀﾞﾏｽｶｽ着 
-機材市場調査 

12 月 7 (火)  ラタキア／ 
ダマスカス 

 -ラタキア市機材計

画調査 
-機材市場調査 

12 月 8 (水)  ラタキア／ 
ダマスカス 

 -協力計画案の検討 -機材市場調査 

12 月 9 (木)  ラタキア／ 
ダマスカス 

 -F/R 協議：ﾗﾀｷｱ市 -機材市場調査 

12 月 10 (金) ﾗﾀｷｱ-ﾀﾞﾏｽｶｽ ダマスカス  -ﾗﾀｷｱ発、ﾀﾞﾏｽｶｽ着 -資料整理・分析 
12 月 11 (土)  ダマスカス  -ﾀﾞﾏｽｶｽ市廃棄物管理現況把握 

(コンポストプラント、処分場) 
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(2)基本設計概要説明調査 調査行程表 

 
 

活動 
日付 移動 滞在 

活動 A.官団員 活動 B.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 活動 C.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
12 月 12 (日)  ダマスカス  -MoLAE と協議 -機材市場調査 
12 月 13 (月)  ダマスカス  -F/R 作成 -機材市場調査 
12 月 14 (火)  ダマスカス  -F/R 協議： 地方自治省 
12 月 15 (水)  ダマスカス  -F/R 内容確認・提出：地方自治省 
12 月 16 (木)  ダマスカス  -JICA 事務所・大使館報告 
12 月 17 (金) ダマスカス発   -ダマスカス発 
12 月 18 (金) 東京着   -東京着 

活動 
日付 移動 滞在 

活動 A.官団員 活動 B.ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
2 月 24 (木) 東京発   -東京発 
2 月 25 (金) ダマスカス着  ダマスカス  -ダマスカス着 
2 月 26 (土)  ダマスカス  - MoLAE に基本設計概要書 (DBD)提出 

- DBD 概要説明 
 - JICA 事務所訪問・対処方針について協議 
 - 大使館表敬・対処方針説明 

2 月 27 (日) 

 

ダマスカス 

- SPC 表敬 
2 月 28 (月)  ダマスカス -｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関と DBD の説明・協議

 -｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関と DBD の説明・協議3 月 1 (火) 
 

ダマスカス 
-｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関とミニッツ協議 

 -｢シ｣国関連諸機関及び事業実施機関とミニッツ協議 3 月 2 (水) 
 

ダマスカス 
-ディル・バールバ既設処分場現況調査 

 -ミニッツ署名 3 月 3 (木) 
 

ダマスカス 
-大使館報告 

3 月 4 (金) ダマスカス発   -ダマスカス発 
3 月 5 (土) 東京着   -東京着 
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3. 相手国関係者リスト 
(1) 基本設計調査時 

機関・所属 氏名 
地方自治環境省（Ministry of Local Administration & Environment） 

Minister    Mr. Hilal Al Atrash 
Deputy Minister   Mr. Sadeq Abo Watfeh 
Head of Solid Waste Management Department   Eng. Roula Abazeed 
Director of Water Safety Directorate   Eng. Abed Rabboh 
Accounting Manager   Mr. Saleh Issa 
  

ホムス県（Homs Governorate） 
Governor 

 
  Mr. Sobhi Hamida 

ホムス市（Municipality of Homs: Homs City Council） 
Mayor Dr. Eng. Bahajat Al-Jandali
Vice Mayor Eng. Mohammad Ahmad 
Director of the Cleansing Directorate Eng. Hassan Darwish 
Manager of the Machine Directorate Eng. Wael Abead 
Manager of Environment Division Eng. Abdulhadi Najjar 
Head of the Studies Section of the Cleansing Directorate Eng. Bushra Muhammad 
Engineer of the Studies Section of the Cleansing Directorate Eng. Sukker Dvoubi 
Engineer of the Studies Section of the Cleansing Directorate Eng. Maha Taiyara 
Engineer of Operation and Management Section of the 
Cleansing Directorate 

Eng. Jamal Khoushfee 

  
アル・ナフダ・アラビア病院（Al Nahda Al Arabia Hospital） 

Hospital Director   Mr. Dr. Hamed Ma’rouf 
  

ラタキア県（Lattakia Governorate） 
  Governor Mr. Zahed Itaj Mousa 
  Director of Environment Directorate Ms. Lama Ahmad 

Member of Lattakia Governorate Executive Bureau Eng. Eisa Junaidi 
   
ラタキア市（Municipality of Lattakia: Lattakia City Council） 

Mayor   Mr. M. H. Azhari 
Deputy Director of Technical Affairs   Mr. Yahia Masri 
Manager of Collection Department   Mr. Ammar Esmaeil 
Manager of Public Relation Department Ms. Nada Sabec 
Manager of Vehicles Department Mr. Yahia Shriba 
Manager of Compost Plant Mr. Mohsen Shriba 
Manager of Landfill Project Eng. Nazih Hamdan 
Environment Department Mr. Jawdat Narachly 

  
ラタキア市国立病院（National Hospital Lattakia） 

Hospital Director   Mr. Dr. Ammar Ghanuam 
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機関・所属 氏名 
ジャブレ市（Municipality of Jableh） 

Mayor   Mr. Ahmad Jazah 
Director of Vehicle Directorate   Eng. Mostapha Al A’lhar 
Director of Services Directorate   Eng. Muhammad Qassab 

   
アルハフェ市（Municipality of Al Haffeh） 
  Mayor Mr. Zakaria Al Absi 
  
クルダハ市（Municipality of Qurdaha） 
  Mayor Mr. Noai Touzi 
  
ダマスカス市（Damascus Governorate） 

Cleanliness Director   Eng. Amir Al Boukhari 
Assistant to Cleanliness Director (Mechanical Engineering)   Mr. Abdulsalam Al 

  Khatib 
Director of Vehicles and Workshops Department Eng. Sami AL Dibs 
Assistant to Vehicle Director (Mechanical Engineering)   Mr. Samer Kilani 
Director of Solid Waste Treatment   Eng. Riad Kabekly 
Electric Engineer of Solid Waste Treatment Plant   Mhd. Burhan Hafez 

  
アレッポ市（Municipality of Aleppo） 
 Head of Cleansing Department, Directorate of Health Affairs Mr. Khalil Haddad 
 Head of Cleansing Machinery Department, Directorate of 

Health Affairs Eng. Yahia Dow 
 Director of Machinery Department Eng. Showkat Shehade 
  
国家計画委員会（State Planning Commission） 

Deputy Head   Mr. M. Bassam Al Tibai 
  
在シリア日本国大使館 
二等書記官（Second Secretary）   奥田  剛 氏 

  
JICA シリア事務所 
所長（Resident Representative）  長澤 一秀 氏 
次長（Deputy Resident Representative）   大竹  茂 氏 
企 画調 整 員 （ Project Formulation Advisor Health & 
Environment Sector） 

  武市 直己 氏 

Advisor Health & Environment Sector Dr. Bachar Ibrahim 
Public Relation Advisor   Eng. Mohammed 

Aldoubosh 
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(2) 基本設計概要説明調査時 

機関・所属 氏名 
地方自治環境省（Ministry of Local Administration & Environment） 

Minister    Mr. Hilal Al Atrash 
Deputy Minister   Mr. Sadeq Abo Watfeh 
Head of Solid Waste Management Department   Eng. Roula Abazeed 
Director of Technical Affair   Eng. M. Eyad Al-Chamaa 
  

ホムス市（Municipality of Homs: Homs City Council） 
Vice Mayor   Eng. Mohamed Alahmad 
Director of the Cleansing Directorate Eng. Hassan Darwish 
Head of Waste Treatment Division Eng. Mamdouh Saleh 
Manager of Environment Division Eng. Abdulhadi Najjar 

  
ラタキア市（Municipality of Lattakia: Lattakia City Council） 

Deputy Director of Technical Affairs   Mr. Yahia Masri 
Manager of Equipment Department  Mr. Jehad Durgam 
Manager of Collection Department   Mr. Ammar Esmaeil 

  
ジャブレ市（Municipality of Jableh） 

Mayor   Mr. Ahmad Jazah 
Director of Services Directorate   Eng. Muhammad Qassab 

   
クルダハ市（Municipality of Qurdaha） 
  Engineer Mr. Akram Mahfoud 
  
ダマスカス市（Damascus Governorate） 

Cleanliness Director   Eng. Amir Al Boukhari 
  
国家計画委員会（State Planning Commission） 

Deputy Head   Mr. M. Bassam Al Tibai 
  
在シリア日本国大使館 

二等書記官（Second Secretary）   奥田  剛 氏 
  

JICA シリア事務所 

所長（Resident Representative）  長澤 一秀 氏 
次長（Deputy Resident Representative）   大竹  茂 氏 
企 画調 整 員 （ Project Formulation Advisor Health & 
Environment Sector） 

  武市 直己 氏 

Advisor Health & Environment Sector Dr. Bachar Ibrahim 
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1 案件名 

シリア・アラブ共和国 地方都市廃棄物処理機材整備計画 

 

2 要請の背景(協力の必要性・位置付け) 

（1）当該国における問題点及び当該国政府の取り組みの現状 

シリア・アラブ共和国（以下、「シ」国という）では、廃棄物発生量の増大化、収集・運搬

能力の不足、不適切な処理・処分、不十分な有価物・有害廃棄物の分別、小規模都市の非効率

性、処理責任の不徹底等の廃棄物管理に係る問題が全国的に見られている。 

「シ」国政府は、持続可能な開発や資源循環型社会の形成への国際的な意識が高まる中、廃

棄物管理を適切に実施するための方策を模索しており、これまで不明確であった廃棄物分類と

廃棄物処理責任を明確に定めた廃棄物管理に係る基本法を 2004年に制定した。また、廃棄物

管理の実施機関である地方自治体を統括している地方自治・環境省は、効率的な廃棄物管理を

目指した広域処分計画を策定し、都市一般廃棄物及び医療廃棄物の適正処理・処分及びリサイ

クルに係る全国的なマスタープランを 2004年に策定した。「シ」国政府は、同廃棄物管理法と

マスタープランに基づき、今後の廃棄物管理インフラの計画的な整備を進める計画である。

なお、社会経済規模で「シ」国最大の首都ダマスカス市と第 2の都市アレッポ市は、それぞ

れ 1995年と 1997年の我が国の無償資金協力により、飛躍的な廃棄物管理状況の改善が行われ

た。 

（2）協力対象地域の現状・問題点・特徴及び選定理由 

「シ」国政府は、ダマスカス市・アレッポ市に続き、第 3及び第 4の都市であるホムス市及

びラタキア市の廃棄物管理状況の改善を実施することを計画し、マスタープランの策定と優先

プロジェクトのフィージビリティ調査を我が国へ要請した。同要請に基づき、我が国は JICA

による開発調査：シリア国地方都市廃棄物管理計画を 2001年に実施した。その結果、選択さ

れた優先プロジェクトは、「収集・運搬機材の調達」、「中間処理施設のリハビリ・建設」、「既

存処分場のリハビリ」の 3種類のコンポーネントにまとめられる。 

「シ」国政府は、上記 3 種類のコンポーネントに「住民啓蒙活動」を加え、2003 年 8 月に

我が国に無償資金協力を要請した。我が国は、2004年 6月に JICAによる予備調査を実施し、

収集・運搬機材の調達の緊急性と無償資金協力の妥当性が高いと確認した。その結果、目的を

廃棄物収集・運搬の改善に絞り込んだ無償資金協力の基本設計調査を実施することとした。

2004 年のホムス市とジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ市からなる周辺 3 市を含むラタ

キア市の都市一般廃棄物発生量は、ホムス市：900t/日、ラタキア市：336t/日、ジャブレ市：

70t/日、アルハフェ市：16t/日、クルダハ市：39t/日である。しかしその収集率は 61～83%程度

と低く、一部の地域で廃棄物の市内堆積が始まっている。また、ホムス市とラタキア市では、

医療廃棄物がそれぞれ 2t/日、1t/日程度発生しているが、専用車による分別収集は 25%程度と

低く、混合収集や共用機材を通した病原菌への 2次感染の恐れがある。したがって、廃棄物の

収集・運搬能力の改善は緊急的な課題である。 

5. 事業事前計画表 



 
事業事前計画表（基本設計時） 

 
 (2／2) 
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（3）上位計画との関連 

要請は、プロジェクト対象地域の廃棄物管理インフラ整備の上位計画として活用されている

JICA開発調査結果に基づいたものであり、上位計画と一致している。 

上述の全国マスタープラン策定の際、JICA 開発調査結果が尊重されており、同結果が全国

マスタープランの一部を形成している。したがって、要請は全国マスタープランに合致してい

る。 

 

3 プロジェクト全体計画概要 

（1）プロジェクト全体計画の目標(裨益対象の範囲及び規模) 

ア ホムス市、ラタキア市及びラタキア周辺 3市（ジャブレ市、アルハフェ市、クルダハ市）

の都市一般廃棄物の収集率が改善される。 

イ ホムス市及びラタキア市で発生する医療廃棄物の専用機材による安全に分別収集が確保

される。 

・裨益対象： ホムス市住民 122万 6000人、ラタキア市住民 46万 7000人、ジャブレ市住民

11万 8000人、アルハフェ市住民 2万 9000人、クルダハ市住民 6万 6000人の

合計 190万 6000人（以上 2010年次の人口） 

（2）プロジェクト全体計画の成果 

ア 対象地域の都市一般廃棄物と医療廃棄物の収集・運搬体制が整備される。 

イ ホムス市とラタキア市において、廃棄物収集効率向上に必要な住民の適正排出促進を実

施する体制が整備される。 

（3）プロジェクト全体計画の主要活動 

ア プロジェクト運営のための人員を配置する。 

イ 廃棄物収集効率向上に係る技術訓練を実施する。 

ウ 廃棄物収集・運搬活動に必要な機材を調達する。 

エ 上記機材を使用して廃棄物管理活動を実施する。 

（4）投入（インプット） 

ア 日本側（＝本案件）：無償資金協力 10.01億円 

イ 相手国側 

ア） 調達機材の通関作業と「シ」国内輸送 

イ） 廃棄物収集用コンテナの調達 

ウ） 機材活用に必要な人員（運転手、清掃クルー等） 

エ） 機材の運営・維持管理に係る経費 

（5）実施体制 

実施機関：ホムス市及びラタキア市 

主管官庁：地方自治・環境省 
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4 無償資金協力案件の内容 

（1）サイト 

シリア国ホムス県ホムス市及びラタキア県ラタキア市、ジャブレ市、アルハフェ市、クル

ダハ市 

（2）概要  

ア ホムス市、ラタキア市、ジャブレ市、アルハフェ市及びクルダハ市の都市一般廃棄物及

び医療廃棄物収集・運搬に必要な機材の調達。 

イ ホムス市及びラタキア市の廃棄物管理要員を対象とした廃棄物収集効率向上に関する技

術指導。 

（3）相手国側負担事項： 

ア 調達機材の通関作業と「シ」国内輸送 

イ 廃棄物収集用コンテナの調達 

ウ 機材活用に必要な人員（運転手、清掃クルー等） 

エ 機材の運営・維持管理に係る経費 

（4）概算事業費 

10.47億円（無償資金協力約 10.01億円、「シ」国側負担約 0.46億円） 

（5）工期 

詳細設計･入札・工場製作・検査・輸送期間を含め約 16ヶ月（予定） 

（6）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

特になし。 

 

5 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの） 

（1） 中近東地域の政情及び「シ」国内の治安・経済状況が現状より悪化しない。 

（2） プロジェクト対象地域の急激な面積拡大や人口増加による廃棄物の増大がない。 

 

6 過去の類似案件からの教訓の活用 

（1） コンパクタ式収集車の油圧装置は、整備・修理が簡易な手動機械式とする。 
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7 プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（1）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果 
 2004年（現在） 2010年（目標） 
都市一般廃棄物収集量（ｔ／日）   
 ホムス市 750 955 
 ラタキア市 250 345 
 ジャブレ市 43 66 
 アルハフェ市 12 18 
 クルダハ市 30 41 
医療廃棄物収集量（ｔ／日）   
 ホムス市 0.5 2 
 ラタキア市 0.3 1 

（2）その他の成果指標： 

特になし 

（3）評価のタイミング 

機材稼動開始 2007年以降 
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6. 参考資料／入手資料リスト 

参考資料／入手資料リスト 

調査名 シリア・アラブ共和国地方都市廃棄物処理機材整備計画基本設計調査 

 

番号 名  称 
形態 

図書・ビデオ

地図・写真等

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発行機関 発行年 

1 Mater Plan of Waste Management in Syria Arab Republic 
Phase 3 CD ｺﾋﾟｰ Minister of Local Administration and 

Environment 2004 年 

2 Mater Plan of Waste Management in Syria Arab Republic 
Phase 4 (Draft) 資料 ｺﾋﾟｰ Minister of Local Administration and 

Environment 2004 年 

3 Law No. 50 (Unofficial Translation) 資料 ｺﾋﾟｰ Minister of Local Administration and 
Environment 2002 年 

4 Law of General Cleanliness for Administration Units and 
Its Beauty (Unofficial Translation) 電子ファイル ｺﾋﾟｰ Minister of Local Administration and 

Environment 2004 年 

5 Preliminary Study for Defining the Final Location of the 
Sanitary Landfill within Al-Maghlia Site 資料 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 2001 年 

6 TOR for Existing Landfill Site Operation City (アラビア語) 資料 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 2002 年 

7 Road Map of Homs City 地図 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 2004 年 

8 Road Map of Lattakia City 地図 ｺﾋﾟｰ Lattakia City Council 2004 年 

9 Drawing of Existing Container of Homs City (1.3 m3) 図面 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 1999 年 

10 Drawing of Existing Container of Homs City (0.9 m3) 図面 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 1999 年 

11 Drawing of Existing Container of Homs City (0.6 m3) 図面 ｺﾋﾟｰ Homs City Council 1999 年 

12 Drawing of Existing Container of Lattakia City (1.2 m3) 図面 ｺﾋﾟｰ Lattakia City Council 1999 年 

13 Drawing of Existing Container of Lattakia City (0.6 m3) 図面 ｺﾋﾟｰ Lattakia City Council 1999 年 



 

資
料

-6-2 

番号 名  称 
形態 

図書・ビデオ

地図・写真等

ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ｺﾋﾟｰ 発行機関 発行年 

14 Public Awareness Material Lattakia City (アラビア語) ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙ Lattakia City Council 2004 年 

15 Public Awareness Material Al Haffeh City (アラビア語) ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙ Lattakia City Council 2004 年 

16 General Cleanliness Services in Damascus 2003 資料 ｺﾋﾟｰ Damascus Governorate Cleanliness 
Directorate 2003 年 

17 Damascus Solid Waste Treatment Plant (アラビア語) ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ ｵﾘｼﾞﾅﾙ Damascus Governorate Cleanliness 
Directorate 2003 年 
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